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１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 
評価対象事業年

度 
年度評価 令和元年度（第３期） 
中期目標期間 平成 28 年度～令和２年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 総合教育政策局 担当課、責任者 地域学習推進課、水田功 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、坂本修一 

 
３．評価の実施に関する事項 
令和２年８月６日  独立行政法人国立青少年教育振興機構の評価等に関する有識者会合に評価結果案を諮り、意見を聴取した。 
同日、上記有識者会合において、国立青少年教育振興機構理事長のヒアリングを実施した。 
令和２年８月 14 日 国立青少年教育振興機構監事のヒアリングを実施した。 
同日、各委員から追加意見を聴取し、本評価に反映した。 
 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
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１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ  

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められるため。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 国立青少年教育振興機構は、青少年教育のナショナルセンターとして、青少年をめぐる様々な課題へ対応するため、青少年に対し教育的な観点から、より総合的・体系的な

一貫性のある体験活動等の機会や場を提供するとともに、青少年教育指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、関係機関・団体等との連携促進、青少年

教育団体が行う活動に対する助成を行い、我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図るための業務を実施している。 
以下に示すとおり、全体として中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められる。 

 
○ 「体験の風をおこそう」運動を推進する実行委員会数は、令和元年度で過去最多の 1,130 団体へと昨年度から 34 団体増加し、中期目標（900 団体）の達成度は 125.6％と

なり、社会全体で体験活動を推進する機運の醸成に寄与した。 
○ 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進のため、生活リズムに関する普及・啓発について、幼児や小学生が教育施設で規則正しい生活習慣を身に付けられるプログラムを、

年度計画で定める目標値（38 事業）の 281.6％となる 107 事業を全教育施設において実施することにより、生活リズムの向上を図るとともに、国民運動のさらなる普及に寄与

した。 

○ 高校生の体験活動の機会の拡充を目指し、新たに「全国高校生体験活動顕彰制度」を創設し、試行事業を大雪、妙高の 2 施設で実施した。本事業は、探究の手法を用いた

学習及び地域での実践活動と、体験活動を積極的に行った高校生をしっかりと評価することを目的とした顕彰のプログラム（地方審査会・全国審査会）から構成され、47 人

の高校生が参加した。今までの体験活動の主な対象は小・中学生だったことから、高校生に着目した事業を実施することにより、幼児期から大学生まで発達段階に応じた体

験活動を一層推進することができた。 
○ 青少年教育指導者等の養成及び資質の向上については、青少年教育指導者等を対象とする体系的な養成・研修事業を 183 事業実施し、事業参加者を対象としたアンケート

調査では、事業参加者全体の 91.5％から満足の評価が得られ、年度計画で定める目標値（80％以上の参加者から満足の評価を得る）を達成した。 
○ 絵本専門士の養成については、認定された絵本専門士による読み聞かせ等の活動が計 7,919 件（前年度比 631 件増）となるなど地域における読書活動が広がるとともに、

令和元年度絵本専門士養成講座では、さらなる読書活動の推進に寄与するため、定員 60 人から 70 人と 10 人増加させた。また、1,460 人（対前年度比 583 人増、倍率 20.9
倍）からの応募があり、絵本専門士の活動がマスコミで報道されるなど、社会的関心がさらに高まっている。さらに、認定絵本士養成講座については、令和元年度から本格

実施となり、4 機関（大学や専門学校等）が新たに講座を開設し、次年度はさらに 15 機関が講座開設を予定しているなど、今後の更なる普及が期待できる成果を上げてい

る。 
○ 青少年教育に関する関係機関・団体等との連携促進については、全国的な会議や研修集会として、全国の青少年教育施設の職員を対象とした事業や青少年に関わる担当者

のための事業、全国の学生ボランティアを対象とした事業等を 7 事業実施し（目標値：5 事業）、目標値（1,000 人）の 167.2％となる 1,672 人が参加した。 
○ 青少年教育に関する調査及び研究については、全国的な調査研究を 2 件実施したことに加え、8 件の基礎的及び専門的な調査研究事業に取り組んだ。このうち、年度計画

で定めた 6 件のうち 4 件は、令和元年度に調査実施・分析を行う計画としていたところ、公表までを実施し、計画を上回る業務の進捗が確認された。調査結果については、

新聞、テレビ番組、ラジオ番組等の報道機関に取り上げられ、青少年教育の普及に大きく寄与するとともに、行政機関における審議会等の資料で引用されるなど政策立案に

も寄与している。 
○ 青少年団体が行う活動に対する助成においては、中期計画で定める目標値（毎年 40 万人程度）の 134.4％となる 537,516 人の子供たちが様々な体験活動や読書活動の事業

に参加し、民間団体の活動の一層の活性化につながった。 
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○ 広報の充実については、「民間企業等連携促進室」が中心となり、民間企業等の広報力を活用した鉄道の中吊り広告や各駅構内のチラシ配架、連携企業の広報冊子、WEB
サイト、記者会見など、広報媒体の広がりと充実がうかがえる。特に、令和元年度は新たにスポーツ団体の全国総会を活用した広報や、放送大学の番組制作協力による広報

など、多岐に渡る広報活動を実施した。 
○ 自己収入の確保については、事業収入等決算額は 1,671,710 千円であり、平成 27 年度事業収入等予算額の 4％（63,175 千円）以上の増収が目標のところ、92,315 千円の

増収を図り、5.8％増となった。また、昨年度に引き続き、大口の民間出えん金 805,639 千円）及び寄附金（231,418 千円）を確保した。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
○ 新型コロナウイルス感染症拡大による未曽有の緊急事態下において、令和 2 年 2 月 28 日～3 月 24 日までの約 1 ヶ月間、全教育施設を休館し、この影響による利用団体側

からのキャンセル等もあり、推定で 3,972 団体 351,907 人の利用が減少となった。また、令和元年度に相次ぎ発生した台風の被害により、29,842 人の利用が減少した。その

結果、総利用者数は 4,652,358 人となった。このうち、青少年利用については、青少年人口（34,548,355 人）の約 9.95％にあたる 3,440,681 人に留まり、1 割にわずかに届

かなかった。 
○ 一方、台風被害によって宿泊体験活動の実施が困難となった小学校 34 校約 8,500 人を国立青少年教育施設で受け入れたり、被災した子供たちを対象としたリフレッシュキ

ャンプや出前事業等を実施したりして、今後の青少年教育施設の役割として期待される取組を行った。 
○ さらに、令和 2 年度より全面実施される小学校学習指導要領に対応した体験活動プログラムの実施、及び令和 3 年度より全面実施される中学校学習指導要領に対応した体

験活動プログラムの試行事業を通した学習指導案の作成や、文部科学省や大学の研究者と連携して「教科等に関連付けた体験活動プログラム事例集」を発行するなど、利用

者の増加に向けた中・長期的な取組を推進した。 
 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
【自立する青少年の育成の推進】 
○ 今後、より一層体験活動を推進するため、事業実施による成果を社会に広く伝えるための方策を検討するとともに、体験活動の普及・啓発に際して説得力のあるアウトカ

ムの把握に努めていただきたい（P.14 参照）。 
 
【青少年教育指導者等の養成及び資質の向上】 
○ 養成した指導者等が地域や現場でどのような活動を行っているか把握するとともに、養成後の活動も見据えた事業となるよう、必要に応じて見直し・改善をしていただき

たい（P.29 参照）。 
 
【青少年、青少年教育指導者等を対象とする研修に対する支援】 
○ 近年、宿泊利用者数は減少傾向にあることから、新型コロナウイルス感染症や台風被害による減少のみならず、他にも減少要因が無いか分析を行うとともに、引き続き各国

立青少年教育施設の特色を活かした独自の事業やプログラムを追求するなど方策を検討し、特に宿泊で施設を利用したいという需要を創出することに努めていただきたい

（P.35 参照）。 

 

【青少年教育に関する関係機関・団体等との連携促進】 

○ 引き続き、各関係機関・団体相互の連携を促進・強化することで、より一層、実効性のある取組が展開されることを期待する（P.42 参照）。 

○ 公立の青少年教育施設等との連携をさらに深化させるため、機構が開発したプログラムを全国 47 都道府県の公立施設等で活用されるよう努めていただきたい（P.42 参照）。 

 

【青少年教育に関する調査研究】 

○ 青少年教育のナショナルセンターとして、引き続き、現代の青少年を取り巻く課題や国の施策を踏まえつつ、今後の青少年教育の振興に資する調査研究を実施していただき

たい（P.46～47 参照）。 

○ 調査研究による成果やデータを活用し、事業の企画・立案や体験活動プログラムの開発に反映するよう努めていただきたい（P.47 参照）。 

 

【青少年教育団体が行う活動に対する助成】 

○ 引き続き、新規団体への広報の充実など、 応募件数の拡大及び参加者の増加に努めていただきたい（P.54 参照）。 
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【共通的事項】 

○ より深化した広報研修の実施などにより、必要な知識や技術を身に付けることで組織全体としての広報力の強化に努めていただきたい（P.60 参照）。 
 

その他改善事項 （有識者からの意見） 
【青少年教育指導者等の養成及び資質の向上】 
○ 絵本専門士に関する社会的関心が高まっていることから、読書活動の支援を充実させ、読書活動がさらに推進されることを期待したい（P.29 参照）。 
○ 体験活動を前提にしつつも、リモートによる指導者養成講座等の実績を蓄積するなど、先導的な取組も検討していただきたい（P.29～30 参照）。 
 
【青少年教育に関する関係機関・団体等との連携促進】 
○ 民間や自治体等で行う体験活動と、機構がナショナルセンターとして提供する体験活動との違いを明確にした上で、官と民の役割分担・協力体制を構築する必要がある

（P.42 参照）。 
○ 企業との連携促進のため、企業に対して機構がどのような強みを発揮できるのか、機構が有する知見や人材などをアピールしていく必要がある（P.42 参照）。 
 
【共通的事項】 

○ SDGｓや ESD を推進する組織のモデルとなるよう、SDGs 各目標に対する目標を設定し、プログラムのみならず組織体としての達成度を指標とすることも検討していただ

きたい（P.60 参照）。 
○ 機構の多くの施設で実施されている長期自然体験活動事業こそが、機構にしかできない事業であり、このような独自の魅力をマスメディアの活用に加え、ホームページや

ＳＮＳでの動画配信などの情報発信を積極的に行い、存在感をアピールしていただきたい（P.60～61 参照）。 
○ 特に、研修支援や教育事業を実施する際、子供に気付かせる、マナーを身に付けさせるといった、指導者の青少年に対する関わり方についても引き続き検討し、より高い

教育効果が得られるよう努めていただきたい（P.61 参照）。 
○ 広報においては、機構で専門性を有する様々な人材をアピールすると良い（P.61 参照）。 
○ 今後、教育委員会や大学だけでなく、民間企業とも人事交流を行い、機構の取組を周知すべきである（P.61 参照）。 
 
【効果的・効率的な組織の運営】 
○ 平成 30 年度までに全施設で導入した「新しい公共」型の管理運営において、施設運営の効率化だけでなく、地域での情報発信や災害対応など、地域拠点としての役割を果

たすことができるよう、青少年教育のナショナルセンターとして発展させていくことが重要である（P.78～79 参照）。 
○ 国立青少年教育施設のブロック化に向けた検討を進めるに当たり、近隣県の地域ブロック別が良いのか、施設の立地環境や特色によるテーマ別が良いのか、マトリックス

分析によるグループ別が良いのかなど、引き続き、次期中期目標に向けてブロック化の有効性を整理していただきたい（P.79 参照）。 
 
【予算、収支計画及び資金計画】 
○ 中長期的な施設の維持管理のため、寄附を活用した施設の維持更新経費の積立を行うなど、機構としての独自財源を確保するよう努めるべきである（P.87 参照）。 
○ 施設の老朽化などの課題や、施設の新しい利用形態（提供するプログラム含む）について、施設・事業に応じた検討部会を設けて多様なスタッフ・リソースを活用するこ

とにより、さらなる利用者増につなげていただきたい（P.87～88 参照）。 
○ これまで、災害時に実施したリフレッシュキャンプのような被災地支援は、今後も必要だと考えており、その運営資金は、クラウドファンディングなどにより寄附を募る

という方法もある。寄附金の獲得を通じて、機構のミッションに基づく社会的意義のある活動として外部に情報発信していきながら、機構の存在意義をアピールしていくこ

とも検討していただきたい（P.88 参照）。 
○ 外部資金獲得に向けて、機構内に専門チームを設置して検討するなど、実効性のある取組を期待したい。また、取組を進める中で、企業連携を進めつつ青少年団体とつな

がったり、有用な枠組みを作ったりすることに努めていただきたい（P.88 参照）。 
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【内部統制の充実・強化】 
○ 近年、大規模な災害が頻発する中、全ての国立青少年教育施設が防災拠点となる可能性を考えて、施設整備を図られたい。また、防災拠点は情報拠点でもあることに留意

し、防災のための人材養成にも努めること（P.117 参照）。 
 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
― 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 ○ 機構全体としての事業の方向性と地域連携との関連について、より深く検討する必要がある。各施設の歴史や地域で築いてきた位置等を踏まえた運営を一層強化するとと

もに、理事長と国立青少年教育施設所長との協力によって、その地域に必要な施設とのイメージが形成されるよう努めていくことが重要である。 
○ 機構における調査研究は、青少年教育のナショナルセンターとして、機構の存在理由をアピールすることが期待されているが、研究そのものの成果を求めるのか、研究的

な志向・心構えを持った職員による事業展開・事業の質の向上という成果を求めるのかなど、さらに検討する余地がある。また、重視するのは量的な研究か、質的な研究

か、基礎データ収集かなどについても整理すべきである。 
○ 体験活動に関する各種報告書や啓発資料などについて、青少年教育関係者だけでなく一般の方にも正確に伝わる情報となるよう留意し、より訴求力の高い情報発信を行う

必要がある。 
その他特記事項 ― 

 
 

※ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 
Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 
Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 
Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考  中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 平成

28 年

度 

平成

29 年

度 

平成

30 年

度 

令和

元 
年度 

令和

２ 
年度 

 平成

28 年

度 

平成

29
年度 

平成

30
年度 

令和

元 
年度 

令和

２ 
年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 

Ⅳ．短期借入金の限度額  

 
 

１－１ 自立する青少年の育成の

推進 Ａ○ Ａ○ Ａ○重 Ａ○重  １－１   ４ 短期借入金の限度額 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ４  

１－２ 青少年教育指導者等の養

成及び資質の向上 Ａ Ａ Ａ Ａ  １－２  
Ⅴ．不要財産及び不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

１－３ 青少年、青少年教育指導

者等を対象とする研修に

対する支援 
Ｂ Ｂ Ｂ重 Ｂ重  １－３  

 ５ 不要財産及び不要財産となるこ

とが見込まれる財産の処分に関

する計画 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ５  

１－４ 青少年教育に関する関係

機関・団体等との連携促進 Ａ Ａ Ａ Ａ  １－４  
Ⅵ．上記以外の重要な財産の処分等に関する計画 

１－５ 青少年教育に関する調査

研究 Ａ○ Ａ○ Ａ○重 Ａ○重  １－５   ６ 上記以外の重要な財産の処分等

に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ６  

１－６ 青少年教育団体が行う活

動に対する助成 Ａ Ａ Ａ Ａ  １－６  
Ⅶ．剰余金の使途 

１－７ 共通的事項 
 

Ａ Ａ Ａ Ａ  １－７   ７ 剰余金の使途 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ７  

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ２－１ 業務の効率化 
 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２－１   ８－１ 施設・設備に関する事項 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－１  

 ２－２ 効果的・効率的な組織の

運営 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２－２   ８－２ 人事に関する計画 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－２  

 ２－３ 予算執行の効率化 
 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２－３   ８－３ 情報セキュリティについて 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－３  

Ⅲ．予算、収支計画及び資金計画  ８－４ 内部統制の充実・強化 
 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－４  

 ３ 予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ａ  ３   ８－５ 中期目標期間を超える債務

負担 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－５  

          ８－６ 積立金の使途 
 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ８－６  

 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
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※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和元年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

なお、「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」及び「Ⅳ．その他の事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標と

している場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の評定とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 自立する青少年の育成の推進 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 
重要度：「高」 
 （体験活動の重要性に関する普及啓発、モデル的事業の開発、国際

交流の推進は我が国の青少年教育施策で最も重要な課題であり、青

少年教育のナショナルセンターである機構として重点的に取り組

むべき課題である。） 
 
困難度：「高」 
 （青少年を取り巻く今日的課題は多様であり、課題を抱える青少

年を対象とする事業は配慮すべき事項も多岐に渡る。また、当該事

業の実施に当たっては、連携先機関と綿密な打ち合わせを行う必要

等があることから、通常の事業よりも高い専門性ときめ細やかな対

応が求められる。） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

 平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
２年度 

「体験の

風をおこ

そう」運

動を推進

する実行

委員会の

構成団体

数 

計画値 

中期目標期

間中に 900

団体 

― 900 団体 ― ― ― 

 

予算額（千円） 1,739,910 1,679,428 1,641,481 1,649,549 

 

実績値 ― ― 918 団体 1,085 団体 1,096 団体 1,130 団体 
 

決算額（千円） 2,156,000 2,042,170 1,887,313 2,052,291 
 

達成度 ― ― 102％ 121％ 122％ 126％ 

 

経常費用（千円） ― ― 1,816,455 1,834,692 

 

生活リズ

ムに関す

る普及啓

発事業数 

計画値 

中期目標期

間中に延190

事業 

― 38 事業 38 事業 38 事業 38 事業 

 

経常利益（千円） ― ― 133 △20,484 

 

実績値 ― ― 43 事業 55 事業 44 事業 107 事業 
 

行政コスト（千円） ― ― 1,679,424 2,647,403 
 

達成度 ― ― 113％ 145％ 116％ 282％  従事人員数 316 323 326 322  
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親子・幼

児等対象

事業数 

計画値 

中期目標期

間中に延

310 事業 

― 60 事業 60 事業 60 事業 60 事業 

       

実績値 ― ― 123 事業 141 事業 264 事業 177 事業        

達成度 ― ― 205％ 235％ 440％ 295％        

親子・幼

児等対象

事業の満

足度 

計画値 
通年で平均

80％以上 
― 80％ 80％ 80％ 80％ 

       

実績値 ― ― 86.1％ 84.4％ 89.7％ 86.8％        

達成度 ― ― 108％ 106％ 112％ 109％        

地域力向

上等のた

めのモデ

ル的事業

の連携率 

計画値 通年で100％ － 100％ 100％ 100％ 100％         

実績値 － － 100％ 100％ 100％ 100％         

達成度 － － 100％ 100％ 100％ 100％ 

        

地域力向

上等のた

めのモデ

ル的事業

の満足度 

計画値 
通年で平均

80％以上 
－ 80％ 80％ 80％ 80％ 

        

実績値 － － 87.8％ 86.8％ 86.4％ 86.0％         

達成度 － － 110％ 109％ 108％ 108％ 
        

長期自然

体験活動

事業数 

計画値 

中期目標期

間中に延 60

事業 

－ 8 事業 13 事業 18 事業 23 事業 

        

実績値 － － 16 事業 21 事業 21 事業 26 事業         

達成度 － － 200％ 162％ 117％ 113％         

課題を抱

える青少

年を支援

する体験

活動事業

数 

計画値 

中期目標期

間中に延430

事業 

－ 85 事業 85 事業 85 事業 85 事業 

        

実績値 － － 151 事業 131 事業 122 事業 120 事業         

達成度 － － 178％ 154％ 144％ 141％ 
        

日本人参

加者の外

国向き志

向の率 

計画値 
通年で 80％

以上 
－ 80％ 80％ 80％ 80％ 

        

実績値 － － 99.2％ 99.2％ 99.7％ 99.8％         

達成度 － － 124％ 124％ 125％ 125％         
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 青少年の自

然体験、社会体

験、生活体験な

どの体験が不

足している状

況を踏まえ、青

少年の健やか

な成長と自立

を推進するた

め、青少年教育

のナショナル

センターとし

て、体験がいか

に重要である

かを広く家庭

や社会に伝え

る運動を推進

するとともに、

青少年教育に

関する地域力

向上等のため

のモデル的事

業の開発やグ

ローバル人材

の育成を見据

えた国際交流

を推進する。 

【重要度：高】 

体験活動の

重要性に関す

る普及啓発、モ

デル的事業の

開発、国際交流

の推進は我が

国の青少年教

育施策で最も

重要な課題で

青少年の自

然体験、社会体

験、生活体験な

どの体験が不

足している状

況を踏まえ、青

少年の健やか

な成長と自立

を推進するた

め、青少年教育

のナショナル

センターとし

て、体験がいか

に重要である

かを広く家庭

や社会に伝え

る運動を推進

するとともに、

青少年教育に

関する地域力

向上等のため

のモデル的事

業の開発やグ

ローバル人材

の育成を見据

えた国際交流

を推進するた

めの事業を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の自

然体験、社会体

験、生活体験な

どの体験が不

足している状

況を踏まえ、青

少年の健やか

な成長と自立

を推進するた

め、青少年教育

のナショナル

センターとし

て、体験がいか

に重要である

かを広く家庭

や社会に伝え

る運動を推進

するとともに、

青少年教育に

関する地域力

向上等のため

のモデル的事

業の開発やグ

ローバル人材

の育成を見据

えた国際交流

を推進するた

めの事業を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

【「体験の風をおこ

そう」運動の推進】 

・「体験の風をおこ

そう」運動を推進す

る実行委員会の構成

団体数を充実できて

いるか（中期目標期

間中に 900 団体）。 

 

【「早寝早起き朝ご

はん」国民運動の推

進】 

・生活リズムに関す

る普及啓発事業を38

事業以上実施してい

るか。 

 

【体験活動や読書活

動に係る普及・啓発

事業の推進】 

・親子・幼児等を対

象とした短期の事業

を 60 事業以上実施

しているか。 

・80％以上の事業の

参加者から４段階評

価の「最上位評価」

（以下「満足」とい

う。）を得られるよ

う、その質の向上を

図る。 

 

【青少年教育に関す

る地域力向上等のた

めのモデル的事業の

開発】 

＜主要な業務実績＞ 

機構では、青少年の自然体験、社会体験、生活体験などの体験が不足している状況を踏まえ、青少年

の健やかな成長と自立を推進するため、青少年教育のナショナルセンターとして、体験がいかに重要で

あるかを広く家庭や社会に伝える運動を推進するとともに、青少年教育に関する地域力向上等のモデル

的事業の開発、グローバル人材の育成を見据えた国際交流の推進、青少年教育指導者等の養成及び資質

向上のための教育事業を実施している。 

 令和元年度の教育事業数は 788 事業（対前年度比 9 事業減）、参加者数は 152,329 人（対前年度比

11,396 人増）であった（表 3-1 参照）。また、参加者の満足度は 87.6％であった。 

 

表 3-1 教育事業 実施状況  

事業項目及び区分 事業数 参加者数（人） 延参加者数（人） 

青少年の体験活動等の重要性に係る普及・啓発 
（431） 

  445   

(124,426) 

      137,598  

（163,590） 

    171,392   

青少年教育に関する地域力向上等のための 

モデル的事業の開発 

（143） 

  146   

（7,079） 

      7,897   

（18,632） 

     18,900   

グローバル人材の育成を見据えた国際交流 

の推進 

（16） 

   14   

（1,050） 

        955   

(6,530)  

6,212   

青少年教育指導者等の養成及び資質の向上 
（207） 

   183   

（8,378） 

  5,879   

（15,434） 

12,306   

合      計 
(797） 

    788   

(140,933)  

      152,329  

（204,186） 

208,810   

（注 1）（ ）の数値は、前年度の数値である。 

（注 2）「青少年教育指導者等の養成及び資質の向上」は、第 4章にて記載している。 

（注 3）延参加者数の合計欄の数値は、出前事業や研修支援のための事前・事後訪問指導（454,125 人）を除く。 

 

 

１．青少年の体験活動等の重要性に係る普及・啓発 

「体験の風をおこそう」運動、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を官民連携により推進するととも

に、青少年の今日的な課題を踏まえ、体験活動の機会や場の充実、基本的生活習慣の確立を定着させ

るため、「体験の風をおこそう」運動や「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進に向けて、より一層

取り組んだ。 

 

（１）「体験の風をおこそう」運動の推進 

「体験の風をおこそう」運動とは、近年、社会が豊かで便利になる中で、子供たちの体力の低下や、

自然体験、社会体験、生活体験等の体験が減少してきている現状を踏まえ、子供たちの健やかな成長

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

令和元年度は年

度計画における

数値目標を各事

業において上回

って達成した。 

平成29年度に設

置した「国民運動

等推進室」を中心

に、「体験の風を

おこそう」運動、

「早寝早起き朝

ごはん」国民運動

の普及を横断的

に進めており、機

構内はもとより

推進委員会や全

国協議会、関係機

関等と横断的に

連携し、新たな広

報資料を作成・配

布するとともに、

事業やフォーラ

ム等を企画・運営

することで、青少

年の体験活動等

の重要性につい

てより一層の普

及・啓発に着手す

ることができた。 

「体験の風をお

こそう」運動の広

がりの成果とし

て、地域ぐるみで

「体験の風をお

こそう」運動を推

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期

計画に定められた以上の業

務の進捗が認められるた

め。 

 

（１）青少年の体験活動等

の重要性に係る普及・啓発 

○「体験の風をおこそう」運

動の推進 

・「体験の風をおこそう」運

動を推進する実行委員会数

は、昨年度から 34 団体増加

し、過去最多の 1,130 団体

となった。これは中期目標

で定める目標値（900 団体）

の125.6％となり、社会全体

で体験活動を推進する機運

醸成に寄与した。 

 

○「早寝早起き朝ごはん」国 

民運動の推進 

・「運動遊び」に焦点を当て

た絵本を新たに作成・配布

（約 1 万部）に併せてアン

ケートを同封し、回答があ

った幼稚園・保育所 22 園の

うち、「早寝早起き朝ごは

ん」の興味付けに役立って

いるとの回答が 95.5％、基

本的生活習慣の確立に役立

っているとの回答が 100％

であったことから、今回作

成した絵本の「早寝早起き

朝ごはん」国民運動への有

用性が確認され、普及に寄
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あり、青少年教

育のナショナ

ルセンターで

ある機構とし

て重点的に取

り組むべき課

題である。 

 

（１）青少年の

体験活動等の

重要性に係る

普及・啓発 

青少年の非

日常的な環境

における自然

体験、集団宿泊

体験等の活動

を通じた感動

体験、日常的な

体験活動や読

書活動、基本的

な生活習慣を

身に付けさせ

ることの重要

性を広く家庭

や社会に発信

するため、「体

験の風をおこ

そう」運動及び

「早寝早起き

朝ごはん」国民

運動に取り組

み、全国各地に

おける体験活

動の機会や場

を充実させる。 

 

（ａ）「体験の

風をおこそう」

運動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）青少年の

体験活動等の

重要性に係る

普及・啓発 

青少年の非

日常的な環境

における自然

体験、集団宿泊

体験等の活動

を通じた感動

体験、日常的な

体験活動や読

書活動、基本的

な生活習慣を

身に付けさせ

ることの重要

性を広く家庭

や社会に発信

するため、「体

験の風をおこ

そう」運動及び

「早寝早起き

朝ごはん」国民

運動に取り組

み、全国各地に

おける体験活

動の機会や場

を充実させる。 

 

（ａ）「体験の

風をおこそう」

運動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）青少年の

体験活動等の

重要性に係る

普及・啓発 

青少年の体

験活動等の重

要性を社会に

発信するため、

「体験の風を

おこそう」運動

及び「早寝早起

き朝ごはん」国

民運動に取り

組み、全国各地

における体験

活動の機会や

場を充実させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）「体験の

風をおこそう」

運動の推進 

・関係機関・団体や

公立の青少年教育施

設等への普及・活用

を兼ねて連携して事

業を実施する割合

（連携率）を100％と

なっているか。 

 

・80％以上の事業の

参加者から「満足」の

評価を得られている

か。 

 

【長期自然体験活動

事業の推進】 

・１週間以上の長期

自然体験活動事業を

23事業以上実施して

いるか。 

 

【課題を抱える青少

年を支援する体験活

動事業の推進】 

・85事業以上実施し

ているか。 

 

【グローバル人材の

育成を見据えた国際

交流の推進】 

・日本人参加者の参

加後の外向き志向の

率80％以上を得てい

るか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・体験活動の重要性

に関する広報資料を

作成・配布すること

により、関係機関や

にとって体験がいかに重要であるかを広く家庭や社会に伝え、様々な体験の機会や場の拡充等体験活

動の推進について社会的気運の醸成を図る運動である。 

機構では、青少年育成に携わる団体とともに「体験の風をおこそう運動推進委員会」（以下「推進委

員会」という。）を発足し、推進委員会の構成団体と連携して「体験の風をおこそうフォーラム」や「春

のキッズフェスタ」等を実施している。また、同運動の応援団を結成し、教育施設にて体験活動の重

要性を PRする活動も行っている。  

令和元年度は、同運動の応援団に新たに元女子サッカー日本代表選手の川上直子氏及び登山家でプ

ロスキーヤーの三浦豪太氏等４組を迎え、既存応援団と併せて 9人が延べ 12 か所で活動した。 

 

① 体験活動の重要性に関する広報資料の作成・配布 

地域における体験活動に加え、「読書・手伝い・外遊び」等普段の生活で取り組める体験を家庭

においても取り入れてもらうことを目的として、平成 29 年度に推進委員会と連携して作成した「体

験の風をおこそう」運動のチラシを、令和元年度は全教育施設を中心に市区町村教育委員会や小学

校、幼稚園等に約 6万部配布した。 

また、機構が実施した調査結果を基に平成 30 年度に作成したリーフレット「社会を生き抜く力」

を、令和元年度に、読書活動の大切さや親子での読書活動のつながり等の内容を追加して改定し、

親子対象の教育事業や機構が実施した全国的な会議等で、保護者や青少年団体等を対象に配布し

た。 

東武鉄道株式会社と共催で実施した 1泊 2日の子育て応援事業では、「体験の風をおこそう」ロ

ゴマークを入れた中吊りポスターを作成し、都内の地下鉄を含め複数県で走行する列車内に約 2週

間掲示した。 

このほか、文部科学省が「青少年の健全育成」の一環として映画「ライオン・キング」とタイア

ップし作成したポスターに、「体験の風をおこそう」運動のロゴマーク及び「体験の風をおこそう」

運動ホームページのＱＲコードが掲載され、全国の学校及び青少年施設へ４万部配布された。 

地域においても同運動をより一層普及させるため、チラシやリーフレットのほか、本部において

は、野外や学校等でも使用することができる普及・啓発グッズとして絆創膏を作成し、全ての教育

施設において約 2万部配布するとともに、推進委員会と連携して令和元年度に初めて作成したミニ

のぼり旗を配布した。各教育施設においても、オリジナルのトートバッグや、タオル、カラビナミ

ニトーチ等、子供たちの使用頻度が高い身近なものを作成し、地域や学校のイベントで配布したほ

か、一部の地方教育施設では、地域の青少年教育施設や関係機関と連携し、体験活動プログラムを

提供しているイベントを掲載したイベントカレンダーを作成・配布する等、独自の方法で普及・啓

発に努めた。 

   Web を活用した広報としては、「体験の風をおこそう」運動 Web サイトにおいて、体験の風をお

こそう推進月間のイベント登録や全国で開催されるイベントの検索、「体験の風をおこそう」応援

団の紹介、「読書 手伝い 外遊び」パンフレット等の資料をダウンロードできるページを設置・

運用している。 

 

 

 

 

進する実行委員

会の構成団体数

が 過 去 最 多 の

1,130 団体となっ

た。 

「早寝早起き朝

ごはん」国民運動

の推進について

は、ガイドブック

等を手に取る機

会が少ない家庭

や教育現場にお

いても、「早寝早

起き朝ごはん」の

大切さを広める

ことを目的に、

「運動」に焦点を

当てた絵本を全

国協議会と連携

して作成・配布す

るとともに、生活

リズムに関する

普及・啓発事業を

107 事業実施し、

令和元年度計画

に定める数値目

標（38事業）を 69

事業上回って達

成した。 

体験活動等に係

る普及・啓発事業

の推進にあたっ

ては、平成 28年度

より幼児期の体

験活動について

注力してきたが、

令和元年度は「海

の体験活動推進

プロジェクト」チ

ームの成果を活

与した。 

 

・生活リズムに関する普

及・啓発について、幼児や小

学生が教育施設で規則正し

い生活習慣を身に付けられ

るプログラムを、年度計画

で定める目標値（38 事業）

の 281.6％となる 107 事業

を全教育施設において実施

することにより、生活リズ

ムの向上を図るとともに、

国民運動のさらなる普及に

寄与した。 

 

○体験活動や読書活動に係

る普及・啓発事業の推進 

・幼児期の生活習慣の確立

や体験活動・読書活動に親

しむきっかけ作りの機会と

場を提供するため、平成 30 

年度より実施された幼稚園

教育指導要領等も踏まえた

親子・幼児等を対象とした

事業について、年度計画で

定める目標値（60 事業）の

295％となる 177 事業を実

施した。また、新たに「海の

体験活動推進プロジェク

ト」チームの平成 30年度の

成果である活動プログラム

を、幼児を対象とした事業

に取り入れるなど、提供内

容を広げる取組を行った。 

 

（２）青少年教育に関する

地域力向上等のためのモデ

ル的事業の開発 

○課題を抱える青少年を支

援する体験活動事業の推進 
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青少年の健

やかな成長に

とって体験が

いかに重要で

あるかを広く

家庭や社会に

伝え、社会全体

で体験活動を

推進する気運

を高めるため、

「体験の風を

おこそう」運動

を青少年教育

団体と連携し

て進め、毎年１

０月を体験の

風をおこそう

推進月間と定

める。 

その成果とし

て、各地域でこ

の運動を推進

する実行委員

会の構成団体

数を、中期目標

期間中に１割

以上増加させ、

９００団体と

することを目

指す。 

（前中期目標

期間実績：８１

１団体） 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の体

験活動の重要

性を伝え、社会

全体で体験活

動を推進する

気運を高める

ため、「体験の

風をおこそう」

運動を青少年

教育団体等と

連携して進め

る。このため、

体験活動の重

要性に関する

広報資料を作

成し、各種会議

等を活用して

関係機関や保

護者等に周知

するとともに、

毎年１０月の

体験の風をお

こそう推進月

間に実施され

る事業を充実

するなど、体験

活動の機会や

場の拡充を図

る。 

さらに、この運

動を広めるた

め、運動を推進

する実行委員

会の構成団体

数を中期目標

期間中に１割

以上増加させ、

９００団体と

する。 

 

社会全体で

体験活動を推

進する気運を

高めるため、青

少年教育団体

等と連携して、

以下の取組を

進める。 

① 体験活動

の重要性に関

する広報資料

を作成し、関係

機関や保護者

等に配布する

とともに、Web

掲載等を活用

した周知を行

う。 

② 毎年１０

月の体験の風

をおこそう推

進月間に実施

される事業の

充実を図る。 

③ 「体験の風

をおこそう」運

動を広めるた

め、各地域で

「体験の風を

おこそう」運動

を推進する実

行委員会の構

成団体数を引

き続き充実さ

せる。 

 

 

 

 

 

保護者等に周知して

いるか。 

 

・毎年10月の体験の

風をおこそう推進月

間に実施される事業

の充実を図っている

か。 

 

・「早寝早起き朝ご

はん」国民運動を推

進するための普及啓

発資料の作成・配布

に取り組んでいる

か。 

 

・国内外の関係機

関・団体等と連駅し

て、①日独の青年及

び青少年教育指導者

等の交流事業、②ア

ジア及びミクロネシ

ア地域の青少年交流

事業、及び③国内で

の国際交流事業を実

施しているか。 

 

 

 

 

図 3-1 【「体験の風をおこそう」運動チラシ】    図 3-2【「体験の風をおこそう」運動ミニのぼり旗】 

    

 

② 体験の風をおこそう推進月間事業 

推進委員会では、社会全体で子供の体験活動を推進し、その気運を高めていくため、毎年 10月を

「体験の風をおこそう推進月間」と定めている。また、この推進月間をさらに盛り上げるため、毎

年 10 月第 4 土曜日を事業統一日とするとともに、子供や保護者を対象に、様々な競技性のある体

験活動を実施する「子ども体験遊びリンピック」の企画実施を併せて提案し、充実を図っている。 

令和元年度の「体験の風をおこそう推進月間」は、推進月間参加団体数は 523 団体（対前年度比

79 団体減）、事業数は 1,815 事業（対前年度比 227 事業減）であり、平成 28 年度から令和元年度

の平均が団体数で 648 団体（前中期目標期間：396 団体）、事業数で 2,091 事業（前中期目標期間：

779 事業）と前中期目標期間の平均を大幅に上回っており、体験活動の機会や場の拡充が図られて

いる。 

実施都道府県数は平成 30 年度に引き続き全都道府県となり、同運動の趣旨が全国的に広がりを

見せている。 

 

③ 「体験の風をおこそう」運動を推進する実行委員会 

地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業を実施し、各地域において青少年教育に関わ

る複数の団体同士が連携して実行委員会を立ち上げ、市町村と協働して体験の重要性を啓発する活

動、小学校と連携して地域を清掃する活動等に取り組み、地域一体となった運動や、地域内で実施

している自然体験や農業体験等の体験活動を取りまとめ情報誌として発行することで、体験活動の

推進普及・啓発を行っている。 

令和元年度は、全国の 33都道県（約 7 割）で 34実行委員会が立ち上がった。（表 3-2 参照）。 

また、実行委員会の構成団体数の合計は、各実行委員会が多様な団体と連携したことに伴い、過

去最多の 1,130 団体（対前年度比 34 団体増）となった。 

  

 

 

 

 

 

動プログラムに

取り入れるなど、

提供内容を広げ

る取組を行った。 

特に、高校生世

代に対しても、

「高校生体験活

動顕彰制度」を創

設することによ

り、体験活動の機

会を拡充するこ

とができた。これ

により、幼児期か

ら大学生まで発

達段階に応じた

体験活動を推進

することができ

た。更に、令和元

年東日本台風な

どの突発的事項

にも対応するな

ど、年度計画の目

標を上回る成果

が得られた。 

グローバル人材

の育成を見据え

た国際交流事業

の推進について

は、事業後の参加

者アンケートで

も「日本と外国の

環境の違いに驚

き、水や食料の大

切さを学んだ。こ

れまでの生活を

振り返り改善す

べき点が多く、こ

の気づきをこれ

からの生活に活

かしたい」、「将

・課題を抱える青少年を対

象とした事業（不登校、引き

こもり、子供の貧困対策等）

については、目標値（85事

業以上）の 141.2％となる

120 事業を実施した。 

 

・ネット依存等の青少年を

対象にした「セルフディス

カバリーキャンプ」につい

て、国立病院機構久里浜医

療センターと連携して教育

と医療を融合させた事業を

実施した。また、一般的な自

然体験活動などの事業とは

異なり、インターネット依

存の傾向にある参加者を対

象にしていることから、配

慮や留意点等の事例をまと

め、全国の教育委員会や公

立施設等へ配布・周知を行

った。このことは、ナショナ

ルセンターとして求められ

る、現代的課題に対応した

モデル事業の開発・普及と

いう役割を果たしているも

のと言える。 

 

○青少年を取り巻く今日的

課題に対応するための体験

活動事業の実施 

・高校生の体験活動の機会

の拡充を目指して、新たに

「全国高校生体験活動顕彰

制度」を創設し、試行事業を

大雪、妙高の 2 施設で実施

した。 

本事業は、探究の手法を用

いた学習及び地域での実践

活動と、体験活動を積極的
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（ｂ）「早寝早

起き朝ごはん」

国民運動の推

進 

 子供たちの

健やかな成長

を促していく

ためには、適切

な運動、調和の

とれた食事、十

分な休養・睡眠

が大切である。

このため、「早

寝早起き朝ご

はん」全国協議

会事務局とし

て、「早寝早起

き朝ごはん」国

民運動に取り

組むとともに、

施設において

は、全国協議会

が作成する普

及啓発資料等

を活用しなが

ら、生活リズム

に関する普及

啓発事業を、中

期目標期間中

に延べ１９０

事業実施する

ことを目指す。 

（前中期目標

期間実績：３８

事業（年平均）） 

 

（ｃ）体験活動

や読書活動に

係る普及・啓発

事業の推進 

（ｂ）「早寝早

起き朝ごはん」

国民運動の推

進 

子供たちの健

やかな成長を

促していくた

め、「早寝早起

き朝ごはん」全

国協議会事務

局として「早寝

早起き朝ごは

ん」国民運動に

取り組むとと

もに、施設にお

いては全国協

議会が作成す

る普及啓発資

料等を活用し

ながら、生活リ

ズムに関する

普及啓発事業

を中期目標期

間中に延べ１

９０事業実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｃ）体験活動

や読書活動に

係る普及・啓発

事業の推進 

（ｂ）「早寝早

起き朝ごはん」

国民運動の推

進 

「早寝早起き

朝ごはん」全国

協議会事務局

として、「早寝

早起き朝ごは

ん」国民運動を

推進するため

の普及啓発資

料の作成・配布

に取り組むと

ともに、施設に

おける生活リ

ズムに関する

普及啓発事業

を３８事業以

上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｃ）体験活動

や読書活動に

係る普及・啓発

事業の推進 

 

表 3-2 「地域ぐるみで体験の風をおこそう運動推進事業」の実施による実行委員会一覧 

都道府県名 実行委員会名 

北海道 北海道「体験の風をおこそう」運動推進協議会 

北海道 「体験の里」日高から体験の風をおこそう運動実行委員会 

岩手県 みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会 

宮城県 宮城県「体験の風をおこそう」運動推進委員会 

秋田県 秋田県「体験の風をおこそう」運動推進委員会 

山形県 「神室から体験の風をおこそう」実行委員会 

山形県・福島県 会津・山形「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

福島県 「体験の風をおこそう」運動県南地域推進協議会 

群馬県 群馬県からっ風「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

東京都 東京から「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

新潟県 体験の風をおこそう運動「はね馬プロジェクト」推進実行委員会 

富山県 富山県青少年教育施設協議会「体験の風をおこそう」推進事業実行委員会 

石川県 親子でつくろう体験の和実行委員会 

福井県 若狭の海湖山から「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 

長野県 「信州 体験の風をおこそう」運動推進事業実行委員会 

岐阜県 飛騨高山「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 

静岡県 静岡県「体験の風をおこそう」推進事業実行委員会 

三重県 みえ四日市「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

兵庫県 淡路島から体験の風をおこそう実行委員会 

奈良県 体験の風をおこそう from うだ実行委員会 

和歌山県 白崎青少年の家「体験の風をおこそう」実行委員会 

鳥取県 鳥取県「体験の風をおこそう」実行委員会 

島根県 三瓶地域協育ネットワーク 

岡山県 岡山県地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 

広島県 広島・地域から「体験の風をおこそう」運動推進事業実行委員会 

山口県 山口・地域ぐるみで体験の風をおこそう運動実行委員会 

山口県 しものせき体験の風をおこそう実行委員会 

愛媛県 大洲から「体験の風をおこそう」運動推進事業実行委員会 

高知県 むろと黒潮・体験の風をおこそう運動実行委員会 

福岡県・佐賀県 福岡県・佐賀県「体験の風をおこそう」運動推進実行委員会 

長崎県・佐賀県 長崎・佐賀「体験の風をおこそう運動」推進実行委員会 

熊本県 熊本「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

宮崎県・鹿児島県 鹿児島・宮崎「体験の風をおこそう」運動実行委員会 

沖縄県 沖縄県体験の風をおこそう運動推進協議会 

 

 

来的には英語を

活用した職に就

きたいと思う」等

の回答を得られ、

年度計画の目標

値である外向き

志向率 80％を超

えて達成した。 

以上の理由によ

りＡ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

「体験の風をお

こそう」運動につ

いては、推進月間

事業の登録団体数

をさらに充実させ

るために、推進月

間事業の推進方法

や登録・報告方法

について検討す

る。 

「早寝早起き朝

ごはん」国民運動

については、イン

ターネットやゲー

ムの使用時間の増

加など、子供達の

生活の夜型化が懸

念されており、「早

寝早起き朝ごは

ん」国民運動のよ

り一層の普及啓発

が重要である。そ

のため、同運動に

関する知識やより

効果的な普及・啓

発の手法を身に付

けることを目的

に、全国協議会と

に行った高校生をしっかり

と評価することを目的とし

た顕彰のプログラム（地方

審査会・全国審査会）から構

成され、47人の高校生が参

加した。今まで体験活動の

主な対象は小・中学生だっ

たことから、高校生に着目

した事業を実施することに

より、幼児期から大学生ま

で発達段階に応じた体験活

動を一層推進することがで

きた。 

 

○令和元年東日本台風によ

る災害のための支援事業の

実施 

・平成 30 年 12 月の中央教

育審議会答申「人口減少時

代の新しい地域づくりに向

けた社会教育の振興方策に

ついて」において、今後の青

少年教育施設に期待される

役割として「地域における

防災拠点等の役割」が示さ

れたところであり、令和元

年東日本台風で被災した子

供たちを対象としたリフレ

ッシュキャンプや出前授業

を実施したことは、正に答

申で示された役割のモデル

となり得る取組である。 

 

○その他（青少年の“自立す

る”力応援プロジェクト） 

・「子供の貧困対策に関す

る大綱」（平成 26 年 8 月 29

日閣議決定）において、福祉

とともに子供の教育の充実

が取り上げられ、自立に向
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 基本的な生

活習慣を身に

付けるととも

に、体験活動や

読書活動に親

しむきっかけ

作りの機会と

場を提供する

ため、親子・幼

児等を対象と

した短期の事

業を中期目標

期間中に延べ

３１０事業実

施する。 

（前中期目標

期間実績：３１

０事業） 

また、前中期目

標期間では４

段階評価のう

ち上位評価と

最上位評価の

割合で測って

いたものから、

より事業の質

を高める観点

から、毎年度平

均８０％以上

の事業の参加

者から４段階

評価の「最上位

評価」（以下「満

足」という。）を

得られるよう、

その質の向上

を図る。 

（前中期目標

期間実績：８

０％（年平均））

基本的な生

活習慣を身に

付けるととも

に、体験活動や

読書活動に親

しむきっかけ

作りの機会と

場を提供する

ため、親子・幼

児等を対象と

した短期の事

業を中期目標

期間中に延べ

３１０事業実

施し、青少年の

体験活動や読

書活動の普及

を図る。 

また、前中期目

標期間では、４

段階評価のう

ち上位評価と

最上位評価の

割合で測って

いたものから、

より事業の質

を高める観点

から、毎年度平

均８０％以上

の事業の参加

者から４段階

評価の「最上位

評価」（以下「満

足」という。）を

得られるよう、

その質の向上

を図る。 

 

 

 

幼児期の生

活習慣の確立

や体験活動・読

書活動に親し

むきっかけ作

りの機会と場

を提供するた

め、親子・幼児

等を対象とし

た短期の事業

を６０事業以

上実施する。そ

の際、８０％以

上の事業の参

加者から４段

階評価の「最上

位評価」（以下

「満足」とい

う。）を得られ

るよう、その質

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進 

青少年の基本的な生活習慣の確立と定着を図るため、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会（以下「全

国協議会」という。）と連携し、「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進に積極的に取り組んでいる。 

ここ数年小中学生の朝食摂取率がわずかに減少しているものの、同運動などにより、運動開始前と

比べると、朝食摂取率は増加傾向にあり、夜 10 時以降に寝る幼児の割合も減少する等の成果が見ら

れているところである。 

 

表 3-3 青少年の体験活動等の重要性に係る普及・啓発 実施状況 

（注 1）（ ）の数値は、前年度の数値である。 

（注 2）アンケート調査の回答のうち、項目ごとに少数点 2位以下を四捨五入しているため、満足度の合計が 100％ 

にならない場合がある。 

 

① 普及・啓発資料等の作成・配布 

「早寝早起き朝ごはん」国民運動を積極的かつ効果的に普及し、より多くの国民に認識・実践し

てもらうため、普及・啓発用資料としてポスター、チラシ、ガイドブック、データ集、朝ごはんポ

ケットレシピ集を作成・配布している。 

また、全国協議会と連携し、既存のガイドブック等を手に取る機会が少ない家庭や教育現場にお

いても「早寝早起き朝ごはん」の大切さを広めるため、平成 29年度に第 1弾として「早寝早起き」、

平成 30 年に第 2弾として「朝ごはん」に焦点を当て作成した絵本に引き続き、平成 31年度は「運

動遊び」に焦点を当てた絵本第 3弾を作成、各教育施設に約 1万部配布し、各地域の幼稚園や児童

養護施設、関係団体等にも活用されている。絵本第 3弾の配布に併せてアンケートを同封し、絵本

の活用が子供たちへの「早寝早起き朝ごはん」の興味づけや基本的生活習慣の確立に役立っている

か調査を始めており、既に回答があった幼稚園・保育所 22園のうち、「早寝早起き朝ごはん」の興

味づけに役立っているとの回答が 95.5%、基本的生活習慣の確立に役立っているとの回答が 100%で

あった。 

今年度は、上記を含めた普及・啓発資料等 14 種類、延べ約 21 万部を幼稚園や学校等に配

布した。 

 

事業項目及び区分 事業数 参加者数（人） 延参加者数（人） 
参加者の満足度(％) 

満 足 やや満足 やや不満 不 満 

①生活リズムに関する 

普及・啓発事業 

(44) 

107  

（20,021） 

39,996   

（26,124） 

44,604   

(88.2) 

91.1  

(10.6) 

8.7  

（1.0) 

0.2  

（0.3) 

0.0  

②体験活動や読書活動

に係る普及・啓発事業 

(264) 

177  

（82,872） 

44,114   

（104,615） 

56,199   

(89.7) 

86.8  

(10.0) 

12.2  

(0.3) 

0.9  

(0.0) 

0.1  

③その他 
(123) 

161  

(21,533) 

53,488  

(32,851) 

70,589  

(87.7) 

86.8  

(11.5) 

12.2  

(0.7) 

0.9  

(0.1) 

0.1  

合      計 
(431) 

445  

(124,426) 

137,598  

(163,590) 

171,392  

(88.5) 

88.2  

(10.7) 

11.0  

(0.7) 

0.6  

(0.1) 

0.1  

連携して人材育成

事業を実施するこ

とで各施設の指導

者を養成している

が、養成した指導

者がいない施設も

あるため、引き続

き人材育成に力を

入れて同運動の更

なる推進に努めて

いく。また、全国協

議会と連携しなが

ら新しい普及・啓

発資料の作成・配

布にも努めてい

く。さらに、普及・

啓発活動に関する

アウトカムの把握

も重要であること

から、普及・啓発資

料等を配布した幼

稚園・保育所にア

ンケート等を配布

する等、成果の把

握について引き続

き取り組む。 

新型コロナウイ

ルス感染症の感染

拡大の影響が世界

的規模に拡がって

いることから、日

本国内の感染拡大

状況を踏まえ、で

きる限り柔軟な対

応を図った上で教

育事業を実施した

い。 

 

けた基本的な生活習慣の確

立や様々な体験活動の充実

等が指摘されていることを

踏まえ、「生活・自立支援キ

ャンプ」の実施、「子どもゆ

め基金」による支援、「学生

サポーター制度」を実施し、

体験活動を通じて生活及び

自立の支援等を充実させ

た。 

 

（３）グローバル人材の育

成を見据えた国際交流の推

進 

・日本人参加者の事業参加

後の外向き志向の率につい

て、招聘した外国人と一緒

に交流体験を行ったり、デ

ィスカッションを行ったり

し、目標値（80％）の124.8％

となる99.8％から肯定的な

回答を得ることができ、青

少年の異文化理解を促進し

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・今後、より一層体験活動

を推進するため、事業実施

による成果を社会に広く伝

えるための方策を検討する

とともに、体験活動の普及・

啓発に際して説得力のある

アウトカムの把握に努めて

いただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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（以下参加者

アンケートに

ついては同様

の観点から「満

足」の割合を基

準とする。） 

 

（２）青少年教

育に関する地

域力向上等の

ためのモデル

的事業の開発 

自然体験や

生活体験が豊

富な青少年ほ

ど意欲、関心、

規範意識が高

いとされてい

ることを踏ま

え、青少年教育

のナショナル

センターが行

うにふさわし

い地域力向上

等に資するモ

デル的な教育

事業を実施す

る。また、地域

の青少年の実

情を踏まえ、プ

ログラム開発

の企画段階か

ら関係機関・団

体や公立の青

少年教育施設

等と連携して

実施すること

により、地域へ

の普及を図る。 

特に、長期の集

 

 

 

 

 

 

 

（２）青少年教

育に関する地

域力向上等の

ためのモデル

的事業の開発 

青少年教育

のナショナル

センターとし

て、地域力向上

等に資するモ

デル的な教育

事業を実施す

る。また、関係

機関・団体や公

立の青少年教

育施設等と事

業企画委員会

を立ち上げ、プ

ログラム開発

の企画段階か

ら連携し、共同

で事業を実施

することによ

り、地域への普

及を図る。 

特に以下の

事業について、

中期目標期間

中に国立オリ

ンピック記念

青少年総合セ

ンターを除く

２７施設（以下

 

 

 

 

 

 

 

（２）青少年教

育に関する地

域力向上等の

ためのモデル

的事業の開発 

以下の事業

について、国立

オリンピック

記念青少年総

合センターを

除く２７施設

（以下「地方施

設」という。）に

おいて、関係機

関・団体や公立

の青少年教育

施設等への普

及・活用を兼ね

て連携して事

業を実施する

割合（連携率）

を１００％と

する。その際、

８０％以上の

事業の参加者

から「満足」の

評価を得られ

るよう、その質

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

② 教育施設における生活リズムに関する普及・啓発事業 

機構では、全国協議会が作成する普及・啓発資料等を活用しながら、生活リズムに関する普及・

啓発事業を実施している。 

令和元年度は、全教育施設において、宿泊を伴う事業を 36事業、地域に出向いて行う普及・啓発

事業を 71事業、計 107 事業を実施した。 

宿泊を伴う事業では、幼児や小学生が教育施設での標準生活時間に沿った活動を行い、規則正し

い生活習慣を身に付けられるプログラムを実施し、生活リズムの向上を図った。地域に出向いて行

う普及・啓発事業では、保育所、幼稚園、小学校、中学校、地域のイベント等に出向き、「早寝早起

き朝ごはん」の説明やクイズ、普及・啓発資料等の配布や紙芝居、着ぐるみを使った寸劇等を行い、

子供や保護者に基本的生活習慣の大切さを伝えた。 

なお、本部では全国協議会事務局として、地域に出向いて行う普及・啓発事業（12 事業）を実施

するとともに、地域で団体等が行う普及・啓発活動の支援（5団体）を行った。 

さらに、本部では文部科学省と連携して、子供の基本的な生活習慣の維持・向上、定着を図るた

め、地域一丸となって取組を推進するための機運の醸成を図るフォーラム事業を 8事業、中学生を

対象とした効果的な手法等を開発するための推進校事業を 12 事業実施した。和歌山県湯浅町の湯 

浅中学校が実施した推進校事業では、生徒自らが生活習慣の改善をねらった「生活リズムチェック

シート」の導入や生徒のみならず保護者や地域住民も対象とした専門家による講演会を実施するな

ど意識の向上に取り組んだ。 

 

（３）体験活動や読書活動に係る普及・啓発事業の推進 

機構では、幼児期の生活習慣の確立や体験活動・読書活動に親しむきっかけ作りの機会と場を提

供するため、親子・幼児等を対象とした事業を実施している。令和元年度は、全教育施設で 177 事

業を実施した。 

また、事業参加者に対するアンケート調査結果では、事業参加者全体の 86.8％から 4段階評価の

「最上位評価」（以下「満足」という。）が得られた。 

 

【取組事例】「幼児期の体験活動の推進」について 

平成 30 年度より実施された幼稚園教育要領等に対応し、幼児向けの体験活動を広く推進するため

に、機構全体で様々な取組を実施した。 

 

① 幼児向けの体験活動プログラムの普及・啓発の実施 

従来から普及・啓発を行ってきた幼児向けの体験活動から、さらに小学校低学年への接続を図る

体験活動を普及・啓発するため、令和元年度は幼児期から小学校低学年までを対象とした、「自然

を活用する発達段階に応じた運動プログラム」推進事業として、「プログラム開発」・「フォーラ

ム事業」・「宿泊事業」の 3区分に分け、18施設で計 21 事業、参加者 2,242 人（2事業は新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止）を集めて実施した。 

また、平成 29 年度に作成した「しぜんであそぶ！ まるわかりガイドブック」を日本保育協会が

主催する「第 33 回保育を高める研究集会」（参加者約 700 名）をはじめ様々な研修会等でも活用

し、自然の中で幼児が活発に遊ぶことの大切さを前年に引き続き普及した。 
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② プログラム開発とその普及（夜須高原） 

夜須高原では、幼児が自然の中で主体的に遊び、体力・運動能力の基礎を培うことができるよう、

自然に関連した絵本を題材に、「絵本の読み聞かせ」「森の探検」「調理やクラフト活動」の 3つ

の活動を軸とした日帰りプログラムを開発した。 

春編では、「たけのこにょきにょき」等の自然に関連した絵本の読み聞かせを行ったのち、実際

に竹林を探検して竹を登って遊んでみたり、竹筒でごはんを炊いて食べたりすることで、竹に興味

を抱きながら主体的に体を動かしていた。そのほか、「かわはいきている」という絵本を活用した

川と親しむプログラムや「やきいもするぞ」という絵本を活用した焼き芋のプログラムを実施する

等、四季に応じたプログラムを 5 回企画し、75 家族 248 名が参加した。参加した保護者からは、

「子供たちが自分で気付いていく姿は素敵だなと思いました」、「子供が木や花の名前等自然のも

のを覚え、家の近くで見つけた時に説明してくれるようになりました」などの感想が寄せられた。 

また、プログラムの効果や実際に体験した参加者の声を盛り込んだリーフレットを作成・配布し、

お泊り保育などで施設を利用する幼稚園等に利用を促している。 

 

③ S.E.A プロジェクト「海の体験活動推進プロジェクト」 

平成 26 年度に作成した「新・機構元気プラン」に基づき、海型教育施設である 6 教育施設（淡

路・江田島・沖縄・若狭湾・室戸・大隅）を対象に、海の体験活動プロジェクトチームが成果をま

とめた「海の体験活動推進プロジェクト『8 歳までの海遊（かいゆう）教室プログラム集」を平成

31 年 3 月に作成した。令和元年度は、これまでの勉強会等を基に各教育施設において研修支援等で

の実施を図った。 

江田島では、江田島市内の全保育園長が参加する会合へ職員が出向き、事業の説明をするととも

に、これまで森の散策等を行っていた秋の遠足時での施設利用時に磯や浜辺での活動を提案したこ

とで、3園（参加者数：計 80 名）が海での活動を体験した（江田島市内の 6園のうち、5園が利用）。

保育士や保護者からは「海が身近にあるにも関わらず、園でも家庭でもなかなか海で遊ばせること

はできていない。指導者に立ち会ってもらえるこの様な機会はありがたいので、今後行事として定

着させたい。」等の感想が寄せられた。 

若狭湾では、地元の若狭高浜観光協会の事業において、職員を派遣し監視者を増員、ライフジャ

ケットの貸出等、安全性の配慮に協力したり、参加した子供たちが描いた海の絵を地域の公民館に

展示したりする等、幼児の海の活動が地域にも認知され、定着されるよう努めた。 

 

（４）その他 

上記の取組のほかに、本部では第 10 回全国青少年書き初め大会、各教育施設では地域団体と連携し

た芸術体験事業やスポーツ教室等を実施した。 

 

【取組事例】第 41回少年の主張全国大会 

少年の主張全国大会は、昭和 54 年の「国際児童年」を記念して開催され、その後、毎年実施されて

いる。第 41 回目となる令和元年度は、12 月 8 日に秋篠宮佳子内親王殿下並びに悠仁親王殿下ご臨席

の下、センターを会場として実施した。全国の中学生の 15.4％にあたる 49 万 6 千人を超える応募の
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中から選抜された中学生 12 人が、日常生活を送る中で感じた家族や友人、地域の人々に対する思い

や感謝、また感動や感銘を受けた経験などを自分の言葉で表現し、同世代や社会に向けて発表した。 

当日は、発表者と同世代の中学生をはじめ、学校、教育行政関係者など 556 人の来場者があり、「ど

の主張も生活の中で体験したことを豊かな表現力で発表され、中学生の感受性に心を洗われた」、「中

学生の自身の経験に基づいた主張は、社会の現状に目を向け、しっかりしており感動した」等の感想が

寄せられた。 

 

２．青少年教育に関する地域力向上等のためのモデル的事業の開発 

青少年教育に関する地域力向上等を念頭に地域の教育資源（場や人材等）を活用し、令和元年度は「豊

かな人間性を育む長期自然体験活動事業」、「課題を抱える青少年を支援する体験活動事業」、「その

他、青少年を取り巻く今日的課題に対応するための体験活動事業」を 146 事業実施した（表 3-4 参照）。 

なお、普及・活用を兼ねて公立青少年教育施設や関係機関・団体と連携した事業の実施割合（連携率）

は 100％であり、事業参加者に対するアンケート調査結果では、事業参加者全体の 86.0％から「満足」

の評価が得られた。 

 

表 3-4 青少年教育に関する地域力向上等のためのモデル的事業の開発 実施状況 

事 業 区 分 事業数 参加者数（人） 
参加者の満足度（％） 

満 足 やや満足 やや不満 不 満 

①豊かな人間性を育む長期自然体験
活動事業 

(21) 
26  

(1,132) 
1,055  

(89.1) 
88.2  

(10.4) 
11.2  

(0.4) 
0.4  

(0.2) 
0.2  

②課題を抱える青少年を支援する体
験活動事業 

(122) 
92  

(5,947) 
3,414  

(83.7) 
84.7  

(13.8) 
13.9  

(1.8) 
0.9  

(0.7) 
0.5  

③その他、青少年を取り巻く今日的
課題に対応するための体験活動事
業 

28  3,428  85.0  14.0  1.0  0.0  

合      計 
(143) 
146  

(7,079) 
7,897  

(86.4) 
86.0  

(12.1) 
13.0  

(1.1) 
0.8  

(0.5) 
0.2  

（注 1）（ ）の数値は、前年度の数値である。 

（注2）アンケート調査の回答のうち、項目ごとに少数点 2位以下を四捨五入しているため、満足度の合計が 100％ 

にならない場合がある。 

（注 3）「③その他、青少年を取り巻く今日的課題に対応するための体験活動事業」については、令和元年度より設け

た項目である。 

 

（１）豊かな人間性を育む長期自然体験活動事業の推進 

機構では、教育施設の特色や立地条件、過去に実施した事業を活かし、非日常的な環境におけ

る自然の中での宿泊体験を通して、青少年に自然の偉大さや仲間と協力することの大切さを学ぶ

1週間以上の長期自然体験活動事業を 26 事業実施した。 

 

【取組事例】MYOKO チャレンジ 2019（妙高） 

妙高では、信越トレイルや火打山・妙高山縦走登山など計 100km の道のりを歩く 12泊 13 日の長期

キャンプを平成 27年度から 5年間実施している。令和元年度は、一般募集の参加者のほか、発達障害

のある子供、特別支援学級に通う子供、様々な個性や特性を持つ子供たち 17 人が参加したインクル

ーシブな統合型の長期キャンプを実施した。 

本事業では、「自立」、「協働」、「感謝」の 3つの力を育成することを念頭に、日程を大きく「出
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施する。 

（前中期目標

期間実績：８５

事業（年平均）） 

【難易度：高】 

 青少年を取

り巻く今日的

課題は多様で

あり、課題を抱

える青少年を

対象とする事

業は配慮すべ

き事項も多岐

にわたる。ま

た、当該事業の

実施に当たっ

ては、連携先機

関と綿密な打

ち合わせを行

を活かしたプ

ログラムとす

る。 

 

（ｂ）課題を抱

える青少年を

支援する体験
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従来から取
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る。事業の実施
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する体験活動
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構全体として、
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下にある青少
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て、８５事業以

上実施する。ま

た、国立赤城青
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において、国立

久里浜医療セ

ンターと連携

してネット依

存対策事業を
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会いのステージ」、「協力のステージ」、「自立のステージ」、「挑戦のステージ」の４つのステー

ジに分け、それぞれ 2日間の山歩きと 1日のグループ活動（買い物＆オリジナル料理、川下り等）を

行い、子供たちの体力面やチームを作りやすい環境に配慮し企画した。 

また、各ステージでは、重点的な取組や、子供との関わり方等を細かく明記し、全スタッフで共有

して運営を行った。 

例えば、「出会いのステージ」、「協力のステージ」では、スタッフは参加者に安心感とリーダー

シップを示すため、野外炊事やテント設営等キャンプ生活に必要な基礎知識や技術、ルールやマナー

を伝えるとともに、子供たち自身がグループに所属している感覚を持ち、少しずつ主体的に活動に取

り組めるよう進めた。 

「自立のステージ」、「挑戦ステージ」では、スタッフは個々の意見のズレや衝突が起きた時に、

グループの問題として対処し、協議のファシリテーター役に徹し、問題が起きた時の状況やお互いの

役割など課題の整理を行い、次の目標に向かえるよう指導を行い、子供同士が互いを理解し認め合え

るよう図った。 

運営面では、配慮が必要な参加者も含め、全員に分かりやすい体験活動のユニバーサルデザイン化

を図っている。スタッフからの連絡・指示・手順を可視化して伝えるなど、生活のあらゆる場面で子

供たち全員が理解できる配慮を行った。なお、体験活動のユニバーサルデザイン化については、公立

施設等にも普及を図っている。 

例えば、参加者のＡさんは、ADHD の傾向があり、自分の感情をコントロールすることが苦手で、始

めの頃は場にそぐわない言動が見られたが、グループの仲間はそんなＡさんにふさわしい接し方を考

えながら活動を続けていった。その結果、両者が折り合いをつけながら、スムーズに活動が進むよう

になった。最後の感想発表では、仲間やスタッフ・家族への感謝の言葉を述べていた。 

事業後の保護者アンケートからは、「私の知らなかった息子の一面をみることができました。これ

からはもっと心と耳を傾けて信じてあげようと思います」、「逃げていた学校と勉強にも向かうよう

になり、学校の先生からもほめてもらっています。子供の挑戦に親も逃げずに引き出しを増やしてあ

げて見守りたいと思います」との感想をいただいた。 

なお、社会的スキル尺度の統計分析を行った委員（大学教授）からは、「キャンプでは、友達に気

軽に話しかけるといった「関係参加行動」と自分がされて嫌なことは友達にもしないといった「関係

維持行動」の関係形成に関する 2因子の行動スキルの獲得が顕著であった。つまり、キャンプにおい

て参加者は、積極的に人間関係を作るスキルとその関係を維持しようとするスキルを向上させたと考

えられる」と考察している。 

 

（２）課題を抱える青少年を支援する体験活動事業の推進 

機構では、青少年を取り巻く今日的課題に対応するため、不登校、引きこもり、ADHD 等発達障害、

中 1ギャップ、児童養護施設やひとり親家庭等子供の貧困対策等に加え、ネット依存に対応した事

業を 92 事業実施した。 

 

【取組事例】セルフディスカバリーキャンプ（文部科学省委託事業）の普及 

本部では、ネット依存又はネット依存傾向の青少年を対象に、国立病院機構久里浜医療センターと

連携して、教育と医療を融合させた事業を実施した。 
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う必要等があ

ることから、通

常の事業より

も高い専門性

ときめ細やか

な対応が求め

られる。 

 

（３）グローバ

ル人材の育成

を見据えた国

際交流の推進 

青少年の異

文化理解の増

進を図るため、

青少年、青少年

教育指導者等

の国際交流を

実施する。その

際、日本人参加

者の参加後の

外向き志向の

率８０％以上

を目指す。 

（前中期目標

期間実績：８

１.９％（年平

均）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）グローバ

ル人材の育成

を見据えた国

際交流の推進 

青少年の異

文化理解の増

進を図るため、

国内外の関係

機関・団体等と

連携して、青少

年、青少年教育

指導者等の相

互交流を行う

事業、青少年の

異文化理解を

促進する体験

型の交流事業

を実施する。そ

の際、日本人参

加者の参加後

の外向き志向

の率８０％以

上を得ること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）グローバ

ル人材の育成

を見据えた国

際交流の推進 

国内外の関

係機関・団体等

と連携して、①

日独の青年及

び青少年教育

指導者等の交

流事業、②アジ

ア及びミクロ

ネシア地域の

青少年交流事

業、及び③国内

での国際交流

事業を実施す

る。その際、日

本人参加者の

参加後の外向

き志向の率８

０％以上を得

る。 

 

令和元年度は赤城を会場に、「メインキャンプ」（8 月 17 日～25 日（8 泊 9 日）／13 歳～22 歳の

16 人参加）、「フォローアップキャンプ」（11月 2 日～4日（2泊 3日）／13 歳～22 歳の 10 人参加）

を新規参加者対象にそれぞれ実施したほか、「セカンドフォローアップキャンプ」（9月 21日～9月

23 日（2泊 3日）／15歳～23歳の 16 人参加）を過年度参加者対象に実施した。 

メインキャンプに参加した参加者やその保護者からは「ゲーム以外の楽しみが見つかり、外に出か

けるようになった（参加者）」や「キャンプ後は、1～2年の間まったく勉強をして来なかった息子が

塾に行き始めました（保護者）」等の感想が寄せられた。 

また、6年目となる令和元年度は、平成 30 年度に作成した実施運営マニュアルの続編として「ネッ

ト依存対策キャンプ実施運営マニュアル～企画・立案を中心として～」を作成した（図 3-3）。一般

的な自然体験活動事業とは異なり、インターネット依存の傾向にある参加者を対象としていることか

ら、プログラムの企画・立案から運営において配慮が必要となる事項や留意点等について本事業の事

例を基にまとめ、全国の教育委員会や公立施設等へ配布・周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）青少年を取り巻く今日的課題に対応するための体験活動事業の実施 

機構では、他にも、青少年の今日的な課題に対応するため、地域創生や地域課題に取り組む事業や

防災・減災に関わる事業などを 28事業実施した。 

 

【取組事例】全国高校生体験活動顕彰制度 

機構では、新たに、高校生の体験活動の機会の拡充を目指し、「全国高校生体験活動顕彰制度」を創

設した。本制度は、平成 30 年度に設置した有識者による委員会にてプログラムや顕彰の在り方を検

討し、「郷土や自然に愛着を持ち、新たな価値を創造する高校生の育成」を目的としている。これは、

探究の手法を用いた学習（オリエンテーション合宿）及び地域での実践活動と、体験活動を積極的に

行った高校生をしっかりと評価することを目的とした顕彰のプログラム（地方審査会・全国審査会）

から構成される。 

令和元年度は試行事業として、オリエンテーション合宿及び地方審査会を大雪・妙高の 2施設

において実施し、全国審査会をセンターにおいて実施した。オリエンテーション合宿については、

大雪では、北海道上富良野高等学校と連携し、29 名の生徒を対象に「総合的な探究の時間」に関

連付けた授業として実施した。妙高では、広く参加者を募集し、県内外から 18 名の高校生を集め

て実施した。地方審査会については、大雪で 29名、妙高で 7名が出場し、オリエンテーション合

宿後に行った実践活動について、そこで得た学びや今後の計画を併せて発表した。全国審査会に

ついては、地方審査会で選出された代表者が発表し、最優秀者に国立青少年教育振興機構理事長

賞が授与された。 

図 3-3 
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個人部門にて理事長賞を受賞した埼玉県立川越女子高等学校の生徒からは「全国各地の高校生

と活動を共にし、様々な価値観や考え方に触れたことは大きな刺激になりました」といった感想

や、グループ部門で理事長賞を受賞した徳島県立城ノ内高等学校の生徒からは「実践活動中に、

地域の人の温かさを感じ、将来地元に帰ってきたいと思った」といった感想があった。 

令和元年度の成果を踏まえ、令和 2 年度から本格実施としてオリエンテーション合宿を 16 施

設、地方ステージを 8施設、全国ステージをセンターでそれぞれ実施する予定である。 

※ 地方審査会・全国審査会は令和 2 年度より、それぞれ「地方ステージ」「全国ステージ」と名称が変更となる予

定である。 

 

（４）令和元年東日本台風による災害のための支援事業の実施 

機構では、令和元年東日本台風で被災した地域に居住する子供たちの支援を行うため、リフレッシ

ュキャンプや出前事業を行った。 

 

【取組事例】リフレッシュキャンプ（花山）と出前事業（妙高） 

花山では、令和元年東日本台風で被災した宮城県の大郷町教育委員会と大崎市教育委員会から要請

を受け、子供の心身の健康を図るため、1 泊 2 日の日程で「リフレッシュキャンプ」を実施し、子供

65 人が参加した。キャンプでは、グループで行うフィールドビンゴや、栗原市食生活改善推進協議会

の協力による餅つき体験を行った。 

参加した児童からは、「ひさびさに山に入って、動物のフンやきのこを見つけるのが大変だったけれ

ど、気持ちよくて楽しかったです」、「餅つきでは、教えてくれるおばさんたちが来てくれて、すごく

おいしくておなかいっぱいに食べられました」、「楽しすぎてたまらなかった」等の感想を得ている。 

なお、３月に被害の大きかった丸森町の子供を対象に、第２回リフレッシュキャンプを計画してい

たが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止となった。 

また、妙高では、同台風の影響により長野市教育委員会からの要請を受け、長野市内の学校等へク

ラフトやレクリエーションの出前事業を計 3回行った。 

 

（５）その他（青少年の“自立する”力応援プロジェクト） 

近年、我が国において社会問題となっている「子供の貧困」については、「子供の貧困対策に関す

る大綱」（平成 26年 8月 29 日閣議決定）において、福祉とともに子供の教育の充実が取り上げられ、

自立に向けた基本的な生活習慣の確立や様々な体験活動の充実等が指摘されている。 

このため、機構では平成 26 年度に「青少年の“自立する”力応援プロジェクト」を立ち上げ、「生

活・自立支援キャンプ」の実施、「子どもゆめ基金」による支援、「学生サポーター制度」の創設を

行った。 
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子供の貧困対策に関する大綱（抄）（平成 26 年 8月 29 日閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト（抄） 

（平成 27 年 12 月 21 日子どもの貧困対策会議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

① 生活・自立支援キャンプ 

困難な環境にある子供を対象にそれぞれのニーズに合わせた体験活動の充実を図るために、児童

養護施設や母子生活支援施設等と連携した事業を、全ての教育施設で 54事業実施し、1,598 人の参

加者を得た。 

 

【取組事例】「のびのび！自然体験 inのりくら」（乗鞍） 

乗鞍では、ひとり親家庭を対象に子供の基本的な生活習慣の確立や自立する力を身に付けることを

目指すとともに、親子の絆を深めることを目的に、高山市役所子育て支援課と連携して 1泊 2日の事

業を 2回実施した。 

事前に子育て支援課職員から、「ひとり親家庭では働きながら家事などをすべて一人で行わざるを

得ない状況にあるため、子供がお手伝いをする機会がなかなか作れない現状がある」と聞いていた。

これを踏まえ、子供が主体的にお手伝いをできるよう、野外炊事では、親子で話し合い役割分担を決

め、子供が食材準備やデザート作り、火起こしを行う等、自ら選択した活動を行うことにより、その

後の活動も進んで片付け等をする等、意欲的に活動する様子が見られた。 

参加者からは、「お手伝いをする場面がたくさんあり、子供が主体的に働く姿を見られてうれしかっ

たです」や、「自分ができるお手伝いをやらせてもらえて、子供たちも満足げな顔をしていました」な

どの感想が寄せられた。 

 

第４ 指標の改善に向けた当面の重点施策 

１ 教育の支援 

（６）その他の教育支援 

（多様な体験活動の機会の提供）  

独立行政法人国立青少年教育振興機構が設置する国立青少年教育施設において、児童養護施設

等の子供を対象に、自己肯定感の向上、生活習慣の改善等につながる多様な体験活動の場を提供

するとともに、その成果を広く全国に周知することを通じて、各地域における取組を促進する。  

また、「子どもゆめ基金」事業により、貧困の状況にある子供を支援している民間団体      

が行う体験活動への助成を行う。 

Ⅱ ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト 

３ 学びを応援 

⑧教育環境等の整備 

 〇 青少年の「自立する」力応援プロジェクトとして、生活習慣や自立的行動習慣の定着のための

「生活・自立支援キャンプ」、体験活動等への参加にかかる経済的負担を軽減する「子どもゆめ

基金」による支援、学生生活を経済的に支援する「学生サポーター制度」による支援を実施する。 
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② 子どもゆめ基金による支援 

「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26 年 8 月 29 日閣議決定）を踏まえ、経済的に困難な状況

にある子供を対象とした活動について、通常は助成対象外とされている参加者の交通費・宿泊費など

の自己負担経費を特に助成の対象とすることで、参加者の負担が軽減されるよう平成 27 年度から措

置を講じている。令和元年度においては、137 件（対前年度比 11件増）の活動に支援し、家庭ではな

かなか行えないキャンプ体験やマリンスポーツ体験、幅広い年齢層のボランティアとの交流等を通し

て、自然への感謝や自然と触れ合うことの楽しさ、共に考え協力し合うことの大切さを学んでもらう

等の取組を推進した。 

 

③ 学生サポーター制度 

本制度は、経済的に困難な状況にありながら高等教育機関において勉学に励む学生の生活及び自立

を支援するため、平成 27年度から実施している。 

令和元年度は 23 人の学生サポーターを 8教育施設に配置した（表 3-5 参照）。学生サポーターは、

生活・自立支援キャンプをはじめとする各教育事業の運営補助や各教育施設の整備等の業務に携わっ

ている。 

学生サポーターの新規募集にあたっては、全国社会福祉協議会や全国市長会、子どもの未来を応援す

る首長連合に周知を依頼したほか、全国町村会が発行する「町村週報」への掲載を通して、全国の町村

長にも周知した。 

 

表 3-5 令和元年度学生サポーター配置状況 

センター 大雪 妙高 吉備 江田島 山口徳地 夜須高原 諫早 合計 

10 人 2 人 2 人 1 人 2 人 2 人 3 人 1 人 23 人 

 

表 3-6 令和元年度学生サポーター在学機関 

大学 短期大学 高等専門学校 専門学校 合計 

19 人 1 人 0 人 3 人 23 人 

 

 

３．グローバル人材の育成を見据えた国際交流の推進 

機構では、青少年の異文化理解の増進を図るため、国内外の関係機関・団体等と連携して、青少

年、青少年教育指導者等の相互交流を行う事業、青少年の異文化理解を促進する体験型の交流事業を

実施している。 

令和元年度は 14 事業を実施し、参加者数は 955 人（日本人 558 人、外国人 397 人）であった。なお、

日本人参加者の参加後のアンケートでは、「世界に貢献したい」、「外国の人との交流を通して自分の

可能性を広げたい」、「交流した外国の人と将来も繋がりを持ちたい」といった「外向き志向」に関す

る質問に対し、99.8％から肯定的な回答を得ることができた。 

 

（１）日独の青年及び青少年指導者の交流事業 

日独の青年及び青少年指導者の交流事業は、日本とドイツの両国政府主催の事業であり、両国間の
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理解と親善を深め、青少年交流の発展を図るため、文部科学省の委託を受けて実施した。 

令和元年度は、青少年指導者を対象とした「日独青少年指導者セミナー（テーマ：A1（若者を取り

巻くメディア環境）、A2（子どもと若者の貧困））」、勤労青年を対象とした「日独勤労青年交流事

業（テーマ：男女ともに輝く働き方）」、ボランティア活動を行っている学生を対象とした「日独学

生青年リーダー交流事業（テーマ：若者の社会参画）」の 3事業について派遣・受入を実施した。 

受入については、本部と地方教育施設が連携し、「日独青少年指導者セミナー」では A1淡路・A2 赤

城、「日独勤労青年交流事業」では山口徳地、「日独学生青年リーダー交流事業」では曽爾において

活動するとともに、地域の企業、学校、社会福祉施設等を訪問した。 

    

（２）アジア及びミクロネシア地域の青少年交流事業 

日本と韓国の高校生の相互交流を通して、高い国際感覚を備えた青少年を育成するため「日韓高校

生交流事業」を文部科学省の委託を受けて実施した。本事業では、第二外国語として日本語を学ぶ韓

国人高校生を受け入れ、また第二外国語として韓国語を学ぶ日本人高校生を派遣し、それぞれの国に

おいて語学の習得を目的とした研修を行った。 

そのほかにも、アジア地域の青少年交流事業として、日本、中国、韓国の 3か国で巡回開催をして

いる「日中韓子ども童話交流事業」、「アセアン加盟国中学生招聘交流事業」（中央）を実施した。 

また、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、パラオ共和国との相互交流事業である「ミクロ

ネシア諸島自然体験交流事業」（三瓶、江田島、信州高遠）も実施した。事業後の参加者アンケート

では、「言葉が通じなくても気持ちを一生懸命伝えれば伝わる」「交流した外国人と将来的にも繋が

りを持ち続けたい」「日本と外国の違いや外国の現地のことがたくさん学べた」等の感想があった。 

 

【取組事例】日中韓子ども童話交流事業 2019 の実施  

本事業は日本・中国・韓国の 3か国 100 人の子供が一堂に会し、各国の絵本・童話を通じて読書の

楽しみを知るとともに、協力して創作絵本を作成することで、3 か国の文化の特徴や共通性、違い等

を知り、相互に友情を深めることを目的に実施しており、令和元年度は中国が開催国となり、プログ

ラムを実施した。 

開催年度ごとにテーマが決められており、令和元年度は「園（その）」をテーマに、万里の長城、

北京国際園芸博覧会、承徳避暑山荘を見学し、中国の伝統的な庭園の魅力について講義を受けるなど

のプログラムを実施した。その後、各班で考えた物語に基づいて、一人ひとりが文章を考え、絵を仕

上げたものをまとめて 1冊の絵本を作成した。 

また、過去に同事業に参加した 3か国の大学生 27人が、参加経験者交流会として参加し、上記訪問

先に加え、北京最古の街並みである南鑼鼓巷（なんらここう）を訪問し、参加した子供と同様に絵本

作成を行った。 

事業後には、参加した子供から「絵本作成では、国ごとに意見が食い違うなど大変な部分もあった

が、多くの意見が出ることで、みんなが協力して団結力がより強くなった」、「今度は、参加経験者

交流会でみんなと再会したい」等の声が聞かれた。 

 

（３）国内での国際交流事業 

年末年始に留学生及び日本の学生を対象とし、日本の文化体験を通して異文化理解を図る「世界の

仲間とゆく年くる年」では、世界 17 の国と地域から留学生及び日本人学生 190 人が参加した。 
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また、地方教育施設では「富士のさとイングリッシュキャンプ」（中央）、「吉備の森で ABC！」（吉

備）、「国際交流きらめき阿蘇キャンプ」（阿蘇）、「グローバルチャレンジキャンプ in ETAJIMA」（江田

島）、「イングリッシュキャンプ」（室戸）をそれぞれ実施した。 

 

４．その他参考情報 

決算額増の理由：受託収入、寄附金収入等を財源とした事業費の増及び施設整備費補助金補正予算等の追加交付による増。 

 

  



25 
 

１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 青少年教育指導者等の養成及び資質の向上 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

青少年教

育指導者

養成・研

修事業参

加者の満

足度 

計画値 
通年で 80％

以上 
― 80％ 80％ 80％ 80％  

予算額（千円） 
710,667 685,964 670,886 673,759 

 

実績値 ― ― 85.9％ 85.5％ 88.7％ 91.5％  決算額（千円） 840,254 811,243 777,464 834,895  

達成度 ― ― 107％ 107％ 110％ 114％  経常費用（千円） ― ― 730,164 746,745 

 

自然体験

活動指導

者の養成 

計画値 

中期目標期

間中に延

1,500 人 

― 160 人 250 人 250 人 250 人  経常利益（千円） ― ― 46 △3,657 

 

実績値 ― ― 416 人 599 人 703 人 558 人  行政コスト（千円） ― ― 686,084 1,078,697  

達成度 ― ― 260％ 240％ 281％ 223％  従事人員数 309 311 311 302  

教員免許

状更新講

習の受講

生 

計画値 

中期目標期

間中に延

5,000 人 

― 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人  

      

実績値 ― ― 1,098 人 1,248 人 1,597 人 1,377 人        

達成度 ― ― 110% 125% 160％ 138％        

体験活動

安全管理

講習にお

ける有効

な知見 

計画値 
通年で 80％

以上 
― 80% 80% 80％ 80％  

      

実績値 ― ― 97.6% 98.1% 100％ 100％        

達成度 ― ― 122% 123% 125％ 125％  
      

体験活動

推進員の

養成 

計画値 

中期目標期

間中に 500

人 

― 0 人 50 人 50 人 50 人  
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実績値 ― ― 180 人 274 人 182 人 33 人        

達成度 ― ― 180％ 548％ 364％ 66％        

絵本専門

士の養成 

計画値 

中期目標期

間中に 250

人 

― 50 人 50 人 50 人 50 人  

      

実績値 ― ― 62 人 60 人 61 人 73 人        

達成度 ― ― 124% 120% 122％ 146％        

ボランテ

ィアの養

成 

計画値 

中期目標期

間中に

5,500 人 

― 1,100 人 1,100 人 1,100 人 1,100 人  

      

実績値 ― ― 3,049 人 3,629 人 2,610 人 2,005 人        

達成度 ― ― 277％ 330％ 237％ 182％        

ボランテ

ィアの自

主企画事

業の実施 

計画値 

中期目標期

間中に延

100 事業 

― 10 事業 15 事業 20 事業 20 事業  

      

実績値 ― ― 57 事業 72 事業 81 事業 41 事業         

達成度 ― ― 570％ 480％ 405％ 205％         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  青少年に良質

な体験活動の機

会と場を提供す

るためには、質

の高い指導者を

養成することが

必要不可欠であ

ることから、青

少年教育指導者

等を対象とする

体系的な養成・

研修事業を実施

し、その資質・

能力を向上させ

る。また、毎年

度平均８０％以

上の事業の参加

者から「満足」

青少年に良質

な体験活動の機

会と場を提供す

るためには、質

の高い指導者を

養成することが

必要不可欠であ

ることから、青

少年教育指導者

等を対象とする

体系的な養成・

研修事業を実施

し、その資質・

能力を向上させ

る。また、毎年

度平均８０％以

上の事業の参加

者から「満足」

青少年教育指

導者等を対象

に、指導者の資

質・能力を向上

させる養成・研

修事業を実施す

る。その際、８

０％以上の参加

者から「満足」

の評価を得られ

るよう事業の質

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

【青少年教育指導者

等を対象に、指導者

の資質・能力の向上】 

・80％以上の参加者

から「満足」の評価が

得られているか。 

 

【青少年教育指導者

等の研修事業の推

進】 

・自然体験活動指導

者 250 人以上を養成

しているか。 

 

・教員免許状更新講

習の受講者を 1,000

人以上確保している

か。 

 

・事業参加者に対す

る事後調査におい

て、回答者の 80％以

上から研修後の活動

＜主要な業務実績＞ 

青少年に良質な体験活動の機会と場を提供するためには、質の高い指導者を養成することが必

要不可欠であることから、青少年教育指導者等の養成及び資質の向上に関する教育事業として、

「①青少年教育指導者等の研修」、「②地域や学校における青少年教育指導者等の養成」、「③ボ

ランティアの養成・研修」といった事業を実施した（表 4-1 参照）。 

 また、「青少年教育指導者の養成及び資質の向上に関する事業」を 183 事業（対前年度比 24事

業減）実施し、参加者数は 5,879 人（対前年度比 2,499 人減）、参加者の満足度は 91.5％であっ

た。 

 

表 4-1 「青少年教育指導者等の養成及び資質の向上に関する事業」実施状況 

事業項目及び区分 事業数 参加者数（人） 
参加者の満足度(％) 

満 足 やや満足 やや不満 不 満 

①青少年教育指導者等の研修事

業の推進 

(128) 

115  

 (5,104) 

3,370  

(88.7) 

90.5  

(10.7) 

9.0  

(0.4) 

0.5  

(0.1) 

0.0  

②地域や学校における青少年 

教育指導者等の養成の推進 

(17) 

9  

(664) 

504  

(92.3) 

97.7  

(7.8) 

2.0  

(0.0) 

0.3  

(0.0) 

0.0  

③ボランティアの養成・研修の 

推進 

(62) 

59  

(2,610) 

2,005  

(85.0) 

86.2  

(14.2) 

13.1  

(0.6) 

0.6  

(0.0) 

0.1  

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

青少年に良質な

体験活動の機会と

場を提供するた

め、青少年教育指

導者等の養成及び

資質の向上に関す

る事業を 183 事業

実施し、5,879 人が

参加した。「自然体

験活動指導者養成

事業」の参加者は

「250 人以上」の年

度計画に対し 558

人、「教員免許状講

習」の参加者は

「1,000 人以上」の

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計

画に定められた以上の業務

の進捗が認められるため。 

 

（１）青少年教育指導者等の

研修事業の推進 

○自然体験活動指導者養成

事業（ＮＥＡＬ） 

・事業終了後のモニター調

査において、95％の参加者か

ら研修後の活動に有用な知

見が提供されたとの回答を

得ており、参加者の安全対策

に対する意識に変化が見ら

れるなど、事業実施による効

果が確認された。 
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の評価を得られ

るよう、養成・

研修事業の質の

維持向上を図

る。 

（前中期目標期

間実績：８１％

（年平均）） 

 

（１）青少年教

育指導者等の研

修事業の推進 

 国公立の青少

年教育施設職

員、青少年教育

団体等の指導者

等を対象とした

研修事業を実施

する。官民共同

の指導者認定制

度による自然体

験活動指導者を

中期目標期間中

に１，５００人

養成する。 

（前中期目標期

間実績：９９人

（平成２５年度

～２６年度実

績） 

また、教員を対

象に青少年の体

験活動に関する

指導力を修得で

きるよう、教員

免許状更新講習

を実施し、受講

者５，０００人

を目指す。 

（前中期目標期

の評価を得られ

るよう、養成・

研修事業の質の

維持向上を図

る。 

 

 

 

 

（１）青少年教

育指導者等の研

修事業の推進 

国公立の青少

年教育施設職

員、青少年教育

団体等の指導者

等を対象に、官

民共同の指導者

認定制度である

「自然体験活動

指導者養成事

業」、「教員免許

状更新講習」及

び「体験活動安

全管理研修」を

実施する。これ

らの事業によ

り、自然体験活

動指導者を中期

目標期間中に

１，５００人養

成するととも

に、教員免許状

更新講習におい

て、受講者５，

０００人とす

る。 

青少年教育指導

者等の研修事業

では、参加者が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）青少年教

育指導者等の研

修事業の推進 

国公立の青少

年教育施設職

員、青少年教育

団体等の指導者

等を対象に、「自

然体験活動指導

者養成事業」及

び「教員免許状

更新講習」を各

施設で、「体験活

動安全管理研

修」を「山編」

「水編」それぞ

れ１施設ずつで

実施し、自然体

験活動指導者を

２５０人以上養

成するととも

に、教員免許状

更新講習の受講

者を１，０００

人以上とする。 

また、事業の質

の向上に努め、

参加者に対する

事後調査におい

て、回答者の８

０％以上から研

に有用な知見が提供

されたという評価を

得られているか。 

 

【地域や学校におけ

る青少年教育指導者

等の養成の推進】 

・体験活動の機会と

場をサポートする指

導者（体験活動推進

員）の養成研修を実

施し、50人以上養成

しているか。 

 

・絵本専門士を 50人

以上養成している

か。 

 

【青少年教育施設に

おけるボランティア

の養成】 

・ボランティアの養

成・研修事業を全て

の施設で実施し、

1,100 人以上養成し

ているか。 

 

・自主企画事業を 20

事業以上実施してい

るか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

【2020 年東京オリン

ピック・パラリンピ

ック競技大会の支

援】 

・2020 年東京オリン

ピック・パラリンピ

ック競技大会の開催

に向けて、東京オリ

ンピック・パラリン

ピック競技大会組織

委員会と連携し、大

会支援やオリンピッ

ク・パラリンピック

教育等に関わるボラ

ンティア養成に取り

組むための準備を進

合      計 
(207) 

183  

(8,378) 

5,879  

(88.7) 

91.5  

(10.9) 

8.0  

(0.3) 

0.5  

(0.0) 

0.0  

（注 1）（ ）の数値は、前年度の数値である。 

（注2）アンケート調査の回答のうち、項目ごとに小数点 2位以下を四捨五入しているため、満足度の合計が

100％ 

にならない場合がある。 

 

１．青少年教育指導者等の研修事業の推進 

機構では、国公立の青少年教育施設職員、青少年教育団体の指導者等を対象に、官民共同の指

導者認定制度である「自然体験活動指導者養成事業（NEAL）」や「教員免許状更新講習」、「体

験活動安全管理研修」等を実施している。 

 

（１）自然体験活動指導者養成事業（NEAL） 

機構では、平成 25年 2 月に体験活動に関する新たな指導者認定制度として、正しい知識と経験

を有する指導者資格を官民共同で創設し、正しい知識と経験を有する指導者の養成を開始した。 

指導者の種類は、専門的な知識や経験の程度により、①自然体験活動指導者（リーダー）、②自

然体験活動上級指導者（インストラクター）、③自然体験活動総括指導者（コーディネーター）の

3資格があり、「青少年教育における体験活動」など、概論（計 67.5 時間）、演習（計 67.5 時間）

から成る養成カリキュラムを受講し、段階的に修了する。 

令和元年度は、リーダー養成事業を、令和元年東日本台風により実施できなかった 1 教育施設

を除く 21 教育施設で実施し、496 人を養成した。このほか、インストラクター養成事業を 5 教育

施設（日高、信州高遠、乗鞍、淡路、阿蘇）で実施し 49 人、コーディネーター養成事業を 1教育

施設（室戸）で実施し 13人、計 558 人（対前年度比 145 人減）を養成した。 

なお、リーダーからコーディネーターまで全て終了した者を対象とした主任講師（講習管理者）

講習会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止した。 

令和元年度、3資格を修得したコーディネーターを対象に、資格取得についてアンケート調査を

実施したところ、「対象者理解において、年齢や学年で対象者を把握するのではなく、個々の特性

も把握し、対応できる心構えが必要だと感じた」「事業の企画立案、安全管理、対象者理解など、

これまでの経験を見直す機会となり、改めて基礎を固めることができた」との意見を得た。 

また、リーダー養成事業終了後にモニター調査を実施したところ、95％の参加者から「刃物を利

用する際の声掛けの仕方、説明のポイントを絞って伝えることができるようになった」、「幼児対

象事業にて子供が遊びを見つけたら、子供がしたい遊びを尊重しながらスタッフとして安全管理

を怠らないように、注意して目を向けることができた」といった、研修後の活動に有用な知見が提

供されたとの回答もあった。 

 

（２）教員免許状更新講習 

平成 19 年 6 月の教育職員免許法の改正により、全教諭は「必修領域 6時間・選択必修領域 6時

間」、「選択領域 18時間」を合わせた 30 時間の講習を受講することとされている。また、学習指

導要領では体験活動の必要性が随所に記載されている。 

年度計画に対し

1,377 人となり、計

画を上回った。ま

た、「体験活動安全

管理研修」は、「山

編」、「水辺編」を

それぞれ 1 施設以

上で実施する年度

計画のところ、「山

編」、「水辺編」に

加えて「雪編」を実

施し、82 人が参加

した。 

また、事業参加

者に対してアンケ

ート調査を行った

ところ、全体の

91.5％（対前年度

比 2.8ポイント増）

から「満足」の評価

が得られ、年度計

画に定める数値目

標（80％）を 11.5

ポイント上回っ

た。なお、参加者に

対する事後調査に

ついては、自然体

験活動指導者養成

事業（NEAL）の回答

者からは 95％、教

員免許状更新講習

及び体験活動安全

管理研修について

はすべての回答者

から研修後の活動

に有用な知見が提

供されたといった

評価を得ており、

数値目標（80％）を

大幅に上回った。 

 

○教員免許状更新講習 

・事業終了後のモニター調

査において、1,377 人全ての

参加者から研修後の活動に

有用な知見が提供されたと

の回答を得ており、参加者が

講習で得た知識や技術を実

践の場で活かすなど、事業実

施による効果が確認された。 

 

○体験活動安全管理研修 

・年度計画では「山編」、「水

辺編」をそれぞれ 1施設以上

で実施のところ、「雪編」を

加えて実施し、計 82 人が参

加した。また、研修終了後の

追跡調査において、目標値

（80％）の 125％となる 全

参加者が、所属する組織の会

議やボランティア研修会等

での講座内容の共有、安全管

理マニュアルの見直し、講習

で得た知見の活用を行って

おり、参加者の安全管理意識

が向上したことがうかがえ

る。 

 

（２）地域や学校における青

少年教育指導者等の養成の

推進 

○絵本専門士養成事業 

・第1期～第5期に認定され

た絵本専門士 281 人に対し

て行われた追跡調査では、読

み聞かせ会を 6,983 件、外部

等からの依頼を受けての講

義等を 936 件、計 7,919 件

（対前年度比 691 件増）行っ

ており、地域における読書活
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間実績：４，６

４０人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域や学

校における青少

年教育指導者等

の養成の推進 

学校と地域の

連携による青少

年の体験活動を

推進するため、

既に地域や学校

で活動している

人材を対象に、

地域のニーズを

踏まえたプログ

ラムの提供な

ど、体験活動の

機会と場をサポ

研修で得た知見

の活用状況等の

調査を実施する

など、研修効果

の普及状況を的

確に把握し、研

修内容の充実を

図る。 

なお、「体験活動

安全管理研修」

においては追跡

調査、「自然体験

活動指導者養成

事業」及び「教

員免許状更新講

習」においては

モニター調査を

行い、回答者の

８０％以上から

研修後の活動に

有用な知見が提

供されたという

評価を得る。 

 

（２）地域や学

校における青少

年教育指導者等

の養成の推進 

学校と地域の連

携による青少年

の体験活動を推

進するため、既

に地域や学校で

活動している人

材を対象に、地

域のニーズを踏

まえたプログラ

ムの提供など、

体験活動の機会

と場をサポート

修後の活動に有

用な知見が提供

されたという評

価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域や学

校における青少

年教育指導者等

の養成の推進 

学校と地域の

連携による青少

年の体験活動を

推進するため、

既に地域や学校

で活動している

人材を対象に、

地域のニーズを

踏まえたプログ

ラムの提供な

ど、体験活動の

機会と場をサポ

めているか。 このことを踏まえ、機構では、各教育施設の特色を活かした体験活動や、大学や教育委員会等と

連携し、体験活動の意義、体験活動と学習指導要領の関わり及び体験活動と安全管理等について

「選択領域」又は全ての領域 30 時間の講習を実施している。 

令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施できなかった 1 教育施設を除

く 27 教育施設において 47 講座、1,377 人が受講、修了した。参加者からは、「学校教育におい

て、体験活動がいかに子供たちの心身の発育発達に有意義なものであるかを再確認することがで

きた。また、体験活動や行事等を今後どのように教育課程に位置付けていくべきかを考えていく

ことが重要だと感じた」などの感想が寄せられた。 

事業終了後に当該事業の参加者に対してモニター調査を実施したところ、全ての参加者から研

修後の活動に有用な知見が提供されたとの回答があった。具体的には、「講義で教わったアイスブ

レイクを学級で実践することができた。このように体験活動について実践を伴った演習をさせて

いただいたことで、すぐに子供たちに還元することができ、学級づくりに多いに役立った」、「体

験活動における安全管理について事例を交えた講義をいただいたことで、その後の活動において、

これまで以上に具体的な安全指導を子供たちへ行うことができた。また、子供たち同士で注意し

合う様子も見られるなど、集団での安全に対する意識の高まりを感じることができた」といった

回答があった。 

 

（３）体験活動安全管理研修 

青少年の体験活動に携わる指導者等の安全管理意識・能力、指導力及び救助技術の向上を目的と

して、「山編」を那須甲子で（参加者 40 人）、「水辺編」を静岡県立三ケ日青年の家で（参加者

22 人）、「雪編」を乗鞍で（参加者 20人）それぞれ実施した。 

主な講習内容は、安全管理の基礎、事故事例の研究、事故時の法的責任、体験活動における指導

や安全管理の実際（登山実習、カッター・スノーケリング実習、雪上活動（スキー、スノーハイク

など）、ファーストエイド実習、救助実習）、本研修後の行動計画及び危機管理マニュアル（設備・

備品の確認及び利用者の安全確保等）の確認などを行った。 

特に、平成 28 年度以来 3年ぶりに実施した「雪編」では、参加者から、「気象のことや雪上活

動における問題点や傷病について、知っているようで知らなかったことを教えてくれたので、知

識の上で点と点が線で結ばれた感じがした。指導をする者はそれらのインシデント（事故に発展

する可能性を持つ出来事）が起こらないために予見をし、それらを回避するための準備を怠らな

いことの重要性について改めて感じた」との感想を得た。 

また、研修終了後に追跡調査を実施したところ、全ての参加者がそれぞれ所属する組織の会議や

ボランティア研修等で講座内容の共有を図ったり、安全管理マニュアルを見直したり、実際の指

導に活かすなど様々な機会において講習で得た知見を活かしていることがわかった。 

具体的には、「研修後に、施設内で情報共有及び研修を行ったことで、活動前に危険個所や危険

な内容について、これまで以上に具体的にリスクを想定したり、備えたりすることができるよう

になり、職員ひとり一人の意識の高まりを感じた」、「参加者目線での安全管理、リスクチェック

を細かく行うことができるようになり、参加者へ分かりやすく的確に指導・助言できるようにな

った」というような回答があった。 

 

 

地域や学校にお

ける青少年教育指

導者等の養成の推

進事業では、体験

活動推進員の参加

者は 33 人であり、

計画の「50人以上」

を集めることはで

きなかったが、絵

本専門士について

は、計画の「50 人

以上」を大幅に上

回る 73人を養成し

た。また、絵本専門

士の社会的認知・

ニーズの高まりを

踏まえ、「認定絵本

士養成講座」を 6校

で実施することが

できた。 

ボランティア養

成・研修の推進で

は、計画の「1,100

人以上」を上回る

2,005 人を養成し

た。法人ボランテ

ィアの自主企画事

業についても、41

事業（数値目標は

20 事業）実施し、

大幅に数値目標を

上回った。なお、社

会人になっても法

人ボランティアを

続けている者は

349 人おり、自主企

画やボランティア

養成事業の企画な

どに継続して取り

組んでいる。 

動の推進に寄与している。 

 

・令和元年度（第 6期）絵本

専門士養成講座では、さらな

る読書活動の推進に寄与す

るため、定員 60 人から 70人

と 10 人増加させた。また、

1,460 人（対前年度比 583 人

増、倍率 20.9 倍）からの応

募があった。令和 2年 5月に

73 人が絵本専門士として認

定され、年度計画の 50 人以

上を上回る受講者を養成し

た。 

 

・認定絵本士養成講座につ

いては、令和元年度から本格

実施となり、4機関（大学や

専門学校等）が新たに講座を

開設した。また、認定絵本士

養成講座を全科目単位取得

した 33 人が初めてとなる認

定絵本士となった。次年度は

さらに 15 機関が講座開設を

予定しており、地域における

読書活動のニーズは増加傾

向にある中で、読書活動のさ

らなる推進が期待できる。 

 

○ボランティアの養成・研修

の推進 

・ボランティア養成・研修事

業については、全教育施設に

おいて 59 事業実施し、年度

計画で定める目標値（1,100

人）の 182.3％となる 2,005

人を養成・研修した。 

 

・各教育施設において、法人

ボランティアの自主企画事
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ートする指導者

の養成に着手

し、中期目標期

間中に５００人

養成する。 

また、絵本に

関する専門的知

識や実践力を持

った地域の指導

者である絵本専

門士を中期目標

期間中に２５０

人養成する。 

（前中期目標期

間実績：３７人

（平成２６年

度）） 

 

 

 

 

（３）ボランテ

ィアの養成・研

修の推進 

（ａ）青少年教

育施設における

ボランティアの

養成 

青少年のボラン

ティア活動は、

青少年の自立や

健全育成、社会

参加を促進する

上で重要な役割

を果たすため、

教育事業の運営

サポートや研修

支援等に携わる

ボランティアの

養成・研修事業

する指導者（体

験活動推進員）

の養成に着手

し、中期目標期

間中に５００人

養成する。  

また、読書活

動の重要性を普

及させ、読書に

関する専門的知

識や実践力等を

有する地域の指

導者を養成する

ため、絵本専門

士養成講座を実

施し、中期目標

期間中に「絵本

専門士」を２５

０人養成する。 

 

 

（３）ボランテ

ィアの養成・研

修の推進 

（ａ）青少年教

育施設における

ボランティアの

養成 

青少年のボラン

ティア活動は、

青少年の自立や

健全育成、社会

参加を促進する

上で重要な役割

を果たすため、

教育事業の運営

サポートや研修

支援等に携わる

ボランティアの

養成・研修事業

ートする指導者

（体験活動推進

員）の養成研修

を実施し、５０

人以上養成す

る。 

また、読書に

関する専門的知

識や実践力等を

有する地域の指

導者を養成する

ため、「絵本専門

士養成講座」を

実施し、「絵本専

門士」を５０人

以上養成すると

ともに、「認定絵

本士養成講座」

を大学等と連携

して実施する。 

 

（３）ボランテ

ィアの養成・研

修の推進 

（ａ）青少年教

育施設における

ボランティアの

養成 

教育事業の運営

サポートや研修

支援等に携わる

ボランティアの

養成・研修事業

を全ての施設で

実施し、１，１

００人以上養成

する。 

また、ボラン

ティア自身が主

体的に自主研修

２．地域や学校における青少年教育指導者等の養成の推進 

学校と地域の連携による青少年の体験活動を推進するため、既に地域や学校で活動している

人材を対象に、平成 30 年度から地域のニーズを踏まえたプログラムの提供など、体験活動の機

会や場をサポートする指導者（体験活動推進員）の養成事業を実施した。 

  また、読書に関する専門的知識や実践力等を有する地域の指導者を養成するための絵本専門

士養成講座を実施し、地域における読書活動の推進を図った。 

 

（１）体験活動推進員養成事業 

学校と地域の連携による青少年の体験活動を推進するため、放課後子供教室や土曜日の教育活

動等に参画している教育活動推進員や教育活動サポーター、ボランティア等を対象に、地域のニ

ーズを踏まえたプログラムづくりの必要性など、体験活動の機会や場をサポートする指導者（体

験活動推進員）の養成事業を実施した。 

令和元年度は、一部の施設において協力を予定していた団体の都合により養成事業を実施でき

なかったため、吉備と沖縄にて 2事業実施し、33人が参加した。 

 

（２）絵本専門士養成事業 

① 絵本専門士養成講座 

絵本に関する専門家として地域における読書活動を推進するため、平成 26年度より絵本専

門士養成講座を開設している。本講座は「知識を深める」「技能を高める」「感性を磨く」の

3 分野、30 コマ（50.5 時間）で、絵本学者、絵本作家及び編集者等による絵本の歴史や概論

をはじめ、読み聞かせの技術や手法、絵本作家が物語に込めた意図やその背景を踏まえて編集

作業に取り組む活動を紹介する講義など、多種多様な講座内容で構成した。 

令和元年度（第 6 期養成講座）は、応募総数 1,460 人の中から実務経験などを基に審査し

選考された 72人が計 5回（10日間）の講座を受講し、73 人（1名は第 5期受講者）が令和 2

年 5月に絵本専門士として認定される予定である。      

特に、第 6期受講生のアナウンサー6名は、新型コロナウイルスの感染拡大により図書館や

学校が休みになったことで読み聞かせ会に参加できなくなった子供たちのために、YouTube に

て絵本の読み聞かせ動画を著作権者からの利用許諾を得た上で配信するなど活動している。 

絵本専門士として認定された第 1 期生から第 5 期生 281 人に対して、認定後の活動状況を

追跡調査した結果、勤務先や所属団体での読み聞かせ会を行った数は 6,983 件、外部機関か

らの依頼を受けての講義等を行った数は 936 件、計 7,919 件の活動を行っていることが分か

った。 

また、絵本専門士の中には、地域ごとに集まり、絵本の読み聞かせ活動や絵本関連イベント

の開催、絵本の書籍情報を提供する活動など団体を設立して、活動している者もいる。機構

は、団体名に「絵本専門士」と称する場合には事前申請を要することとしており、令和元年度

は、3団体から「絵本専門士」の名称申請があった。 

 ② 認定絵本士養成制度 

絵本専門士養成講座への応募者が定員の 10倍を超え社会的認知・ニーズが高まってきてい

る状況を踏まえ、多くの人々が学ぶ機会を創出し、現在よりも多くの指導者を養成するため、

2020 年東京オリ

ンピック・パラリ

ンピック競技大会

においては、大会

組織委員会と連携

を図り、合計 30回、

8 万人の登録者の

約 1 割にあたる約

7,800 人（推定）対

して Field Cast 共

通研修のファシリ

テーターを機構職

員が行った。 

これらのことか

ら、年度計画の目

標を大幅に上回る

成果が得られたた

めＡ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

指導者養成事業

については、各施

設で作成した「ボ

ランティア育成ビ

ジョン」がボラン

ティア＆ボランテ

ィアコーディネー

ターミックスキャ

ンプ」にて全施設

のボランティア・

コーディネーター

やボランティアと

共有・改善された

ことから、より主

体的に活動できる

取組みを行ってい

きたい。 

 また、令和 2年

度に「認定絵本士

養成講座」を 21

業が目標値（20 事業）の

205％となる 41 事業を実施

し、法人ボランティアの活躍

の場が広がっている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・学校と地域の連携による

青少年の体験活動推進を目

的とする体験活動推進員養

成事業について、当初は 3事

業の実施（参加者数は 100 人

程度の見込み）を予定してお

り、各団体と実施に向けて連

絡調整を行いながら準備し

ていたものの、1事業が団体

の都合で協力が得られず、実

施できなかった。これによ

り、年度計画（50 人以上養

成）に対して、33 人の養成に

留まったため、事業の実施に

向けて予め代替策を準備す

るなど、検討が必要である。 

 

・養成した指導者等が地域

や現場でどのような活動を

行っているか把握するとと

もに、養成後の活動も見据え

た事業となるよう、必要に応

じて見直し・改善をしていた

だきたい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・絵本専門士に関する社会

的関心が高まっていること

から、読書活動の支援を充実

させ、読書活動がさらに推進

されることを期待したい。 

 

・体験活動を前提にしつつ
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を全ての施設で

実施するととも

に、ボランティ

アの自主企画に

よる事業参画を

推進する。 

ボランティア

の養成・研修事

業において、中

期目標期間中に

延べ５，５００

人養成するとと

もに、ボランテ

ィアの自主企画

事業を延べ１０

０事業実施す

る。 

（前中期目標期

間実績：１，１

２２人（年平

均）） 

（前中期目標期

間実績：１０事

業（平成２７年

度）） 

 

（ｂ）２０２０

年東京オリンピ

ック・パラリン

ピック競技大会

の支援 

２０２０年東

京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会の

開催に向けて、

東京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会組

織委員会と連携

を全ての施設で

実施し、中期目

標期間中に延べ

５，５００人養

成する。 

また、ボラン

ティア自身が主

体的に自主研修

を企画・実施し、

ボランティアに

よる自主企画事

業を延べ１００

事業実施できる

よう、施設にお

けるボランティ

アの養成を行う

ボランティア・

コーディネータ

ーが活動を支援

する。 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）２０２０

年東京オリンピ

ック・パラリン

ピック競技大会

の支援 

２０２０年東

京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会の

開催に向けて、

東京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会組

織委員会と連携

を企画・実施し、

自主企画事業を

２０事業以上実

施できるようボ

ランティア・コ

ーディネーター

が活動を支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）２０２０

年東京オリンピ

ック・パラリン

ピック競技大会

の支援 

２０２０年東

京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会の

開催に向けて、

東京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会組

織委員会と連携

絵本専門士養成講座のカリキュラムを全国各地の大学・短期大学・専門学校で学ぶことができ

る「認定絵本士養成制度」を令和元年度から本格的に実施している。 

令和元年度は、前年度に施行実施した 2 機関のほか、昭和学院短期大学、浜松情報専門学

校、大阪総合保育大学、西南女学院大学短期大学部の計 6機関が実施した。その結果、令和元

年度には認定絵本士養成講座に関する全科目の単位を取得した 33 名の認定絵本士が誕生し

た。認定絵本士は、3年間の絵本に関わる実務や活動、絵本専門士としての資質・能力を図る

審査を通過することにより、絵本専門士に認定されることが可能となる。 

さらに、令和 2 年度には上記の 6 機関のほか、15 機関が認定絵本士養成講座の申請があり

絵本専門士委員会にて承認されたことから、計 21機関が実施することになっている。 

前年度から実施している大阪樟蔭女子大学と千葉敬愛短期大学では、認定絵本士養成講座

の実施を契機に「絵本館」を開設し、読み聞かせのできる学生の育成や親子利用を促すなどの

地域の読書活動の推進に貢献している。 

なお、認定絵本士養成講座の質の向上を図るため、大学教授、保育園長、絵本出版社役員等

で構成されたテキスト作成ワーキングを新たに設け、令和 2 年度内に講座テキストを作成で

きるよう準備している。 

  

３．ボランティアの養成・研修の推進  

（１）青少年教育施設におけるボランティアの養成 

① 法人ボランティアの養成と活動状況 

機構では、「青少年理解」や「安全管理」等の講義・実習を含む共通カリキュラムに準拠し

た法人ボランティアの養成研修を全教育施設で実施しており、本研修を受講した参加者が法

人ボランティアとして登録し、各教育事業・研修支援等において運営・指導補助に携わってい

る。 

各教育施設で活躍する法人ボランティアの活動を一層推進するため、令和元年度はボラン

ティア養成・研修事業をすべての教育施設で 59事業実施し、2,005 人の養成・研修を行った。

なお、上記カリキュラムに基づく養成事業の参加者は 1,141 人であり、スキルアップ等の研

修事業の参加者は 864 人であった。 

また、法人ボランティアとして登録した人数は 2,471 人（対前年度比 119 人減）であり、実

際に活動に携わった人数は、延べ 8,904 人（対前年度比 106 人減）であった。 

 

② 法人ボランティアの自主企画事業 

各教育施設のボランティア・コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）は、

法人ボランティアの社会参画を促すために、法人ボランティア自身が主体となって企画・運営

を行う自主企画事業を支援している。なお、令和元年度は法人ボランティアの自主企画事業が

22 教育施設で 41 事業（研修支援を含む）が実施された（対前年度比 40事業減）。 

 

【取組事例】ボランティア＆ボランティア・コーディネーターミックスキャンプ 

機構では、中長期的な視点でボランティア活動が図られるよう、平成 30年度より「ボランテ

ィア育成ビジョン」（図 4-1 曽爾の例参照）を全教育施設で定めている。 

令和元年度は各教育施設のボランティア代表 2名、ボランティア・コーディネーター1名を集

校が実施すること

から、各校におけ

る講座の質の担保

を図ることが課題

となるため、より

充実した内容のテ

キストを作成する

予定である。 

も、リモートによる指導者養

成講座等の実績を蓄積する

など、先導的な取組も検討し

ていただきたい。 
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図 4-1 曽爾青少年自然の家 ボランティア育成ビジョン 

し、大会支援や

オリンピック・

パラリンピック

教育等に関わる

ボランティア養

成に取り組む。 

し、大会支援や

オリンピック・

パラリンピック

教育等に関わる

ボランティア養

成に取り組む。 

 

し、大会支援や

オリンピック・

パラリンピック

教育等に関わる

ボランティア養

成に取り組むた

めの準備を進め

る。 

め、ボランティア＆ボランティア・コーディネーターミックスキャンプを実施した。 

ボランティア代表を集めたプログラムについては、事前にボランティア活動が活発な施設か

らボランティア 6名を集めた企画運営委員会を組織し、3回の協議を経て企画運営・指導等の準

備を行った。 

今回のテーマとして設定したのが、「次年度への引継ぎ」である。各教育施設では、ボランテ

ィア人数、組織体制など大きく異なることから、それぞれの教育施設の引継ぎ方法を共有した上

で、先輩から後輩へ伝えるべき内容を、時期・事業毎に話し合った。 

また、各教育施設で作成した「ボランティア育成ビジョン」をもとに、ボランティアとボラン

ティア・コーディネーターがお互いの考え方について話し合い、令和 2 年度の具体な計画を定

めていった。 

本事業を通して、ボランティア像や中長期的な取組みが初めてボランティアと共有された施

設も多く、「ボランティア育成ビジョン」を改善するための良い機会となった。 

 

 
 

 

③ 法人ボランティアの表彰制度 

機構では、学生による法人ボランティアの活動を奨励し推進する「法人ボランティア表彰制

度」を平成 26年度から実施している。 

学生の法人ボランティアの活動は、学生にとってはリーダーシップやコミュニケーション

力の育成に資するとともに、子供たちにとっては学生たちの活躍を目の当たりにすることで

将来への憧れや励みに繋がっている。令和元年度はこのような法人ボランティアの活動と勉

学を両立させ、他の模範となるような学生を対象に 66人（対前年度比 6人減）を表彰した。 
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表彰の際は、推薦者である教育施設の所長が表彰者の所属大学に出向き、学長等に臨席して

いただくとともに、地元新聞に記事を掲載いただくなど、大学側にも機構のボランティア活動

への理解を深めてもらう機会とした。 

 

（２）2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の支援 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会と連携し、大会支援やオリンピック・パラリンピック教育等に

関わるボランティア養成に取り組むこととしており、組織委員会が実施予定のボランティア養

成事業への連携について協議を行ってきた。 

その結果、機構が実施している自然体験活動指導者養成講座やボランティア養成講座などの

実績や機構職員の指導力が評価され、組織委員会から同養成講座の講師派遣について依頼を受

けた。 

なお、オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が実施する Field Cast と東京都が

実施する City Cast の共通研修については、センターが 1964 年東京オリンピックのレガシー

（遺産）であることが認められ、「サポート・ベース・キャンプ」として 10月～２月までその会

場として使用された。 

 

【取組事例】Field Cast 共通研修のファシリテーター（本部） 

東京オリンピック・パラリンピック協議大会組織委員会から依頼を受け、共通研修のファシリ

テーターとして、本部及び地方施設職員から 13名が講師として選ばれた。 

13 名は 3 日間のトレーニングを経て共通研修のファシリテーターを務めたが、共通研修は 1

回 3時間、約 300 人の前に立ちアイスブレイクやオリンピックの歴史、東京 2020 大会概要につ

いて話をするものであった。機構職員は合計 30 回、8 万人の登録者の約 1 割にあたる約 7,800

人（推定）に対してファシリテーターを行った。 

  大会組織委員会からは、「話し方や姿勢だけでなく、大勢を引き付ける工夫など研修講師とし

ての実績を感じました。また皆さん明るく前向きな話し方をされるので、ファシリ―テーターと

して大変良かったと感じています」「受講者からは『研修がとても楽しかった』とのコメントが

あり、関心や意欲は高められたと思います」との感想が寄せられた。 

 

４．その他参考情報 

決算額増の理由：受託収入、寄附金収入等を財源とした事業費の増及び施設整備費補助金補正予算等の追加交付による増。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 青少年、青少年教育指導者等を対象とする研修に対する支援 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

困難度：高（近年、特に学校数が減少している中で、青少年の宿泊

利用団体数を増加させることは困難度が高い。） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

人口に

対する

利用者

比率 

計画値 通年で１割

以上 
― 3,542,490 人 3,512,135 人 3,483,830 人 3,454,836 人 

 予算額（千円） 
2,102,080 2,029,505 1,984,010 1,993,398 

 

実績値 ― ― 3,701,851 人 3,706,343 人 3,663,910 人 3,440,681 人  決算額（千円） 2,485,443 2,375,406 2,207,267 2,416,937  

達成度 ― ― 104％ 106％ 105％ 100％  経常費用（千円） ― ― 2,104,419 2,163,509  

利用団

体評価

満足度 

計画値 通年で

84％ 
― 84％ 84％ 84％ 84％ 

 経常利益（千円） 
― ― 174 △44,444 

 

実績値 ― ― 84.6％ 86.8％ 87.4％ 87.4％  行政コスト（千円） ― ― 2,028,937 3,145,630  

達成度 ― ― 101％ 103％ 104％ 109％  従事人員数 302 301 305 298  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 青少年、青少

年教育指導者

等に対して、広

く学習の場や

機会、情報を提

供するととも

に、指導・助言

等の教育的支

援を行い、利用

者の研修目的

が達成される

よう努める。 

青少年、青少

年教育指導者

等に対して、広

く学習の場や

機会、情報を提

供するととも

に、指導・助言

等の教育的支

援を行い、利用

者の研修目的

が達成される

よう努める。 

青少年、青少

年教育指導者

等に対して、広

く学習の場や

機会、情報を提

供するととも

に、指導・助言

等の教育的支

援を行い、利用

者の研修目的

が達成される

よう努める。 

＜主な定量的指標＞ 

【研修利用の充実】 

・青少年人口（0歳～

29 歳）の 1 割以上の

利用実績を確保して

いるか。 

 

【研修に対する支援

の推進】 

・研修利用団体から

の平均 84％以上の

「満足」を得ている

＜主要な業務実績＞ 

機構では、青少年及び青少年教育指導者等の利用団体が研修目的に応じた主体的で効果的な活動

が行えるよう、様々な体験活動の場と機会及び情報を提供するとともに、教育効果の高い活動プロ

グラムを提案するなど、相談及び学習指導等の研修支援を積極的に行っている。 

また、教育機能の充実を図るとともに、安全・安心な教育環境の整備に努めるため、年度計画を

踏まえて策定した「令和元年度教育事業等方針」等を本部から教育施設へ示すとともに、全教育施

設において「稼働率向上（利用者増加）のための数値目標の設定及び行動計画」を策定し、月次、

四半期、年度ごとに本部へ報告を行った。なお、本部においては、各教育施設から寄せられた利用

者獲得につながった広報の事例や利用者の満足度に繋がった事例をまとめ、全教育施設での情報共

有に努めた。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

青少年、青少年教

育指導者等に対し

て、広く学習の機

会、情報を提供する

とともに、指導・助

言等の教育的支援

を行い、利用者の研

修目的が達成され

るよう努めた。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたと

おり、概ね着実に業務が実施

されたと認められるため。 

一部、年度計画で設定した

目標値の未達成事項はある

ものの、以下の特に評価すべ

き取組を踏まえて総合的に

勘案し、自己評価書の「Ｂ」

との評価結果が妥当である

と確認できた。 
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（１）研修利用

の充実 

青少年、青少

年教育指導者

等に対する研

修のための利

用を促進し、毎

年度、青少年人

口（０歳～２９

歳）の１割程度

の利用実績を

確保する。 

（前中期目標

期間実績：青少

年人口の１０.

６％（年平均）） 

また、青少年、

青少年教育指

導者等の宿泊

利用団体数を

中期目標期間

中に３％増加

させ、集団宿泊

体験や研修を

促進する。 

（前中期目標

期間実績：１

８，８２７団体

（年平均）） 

【難易度：高】 

 近年、特に学

校数が減少し

ている中で、青

少年の宿泊利

用団体数を増

加させること

は難易度が高

い。 

 

 

（１）研修利用

の充実 

青少年、青少

年教育指導者

等に対する研

修のための利

用を促進し、毎

年度、青少年人

口（０歳～２９

歳）の１割程度

の利用実績を

確保するため、

全ての施設に

おいて「稼働率

向上（利用者増

加）のための数

値目標の設定

及び行動計画」

を策定し、着実

な実施に努め

る。 

また、全ての施

設で新規利用

団体の開拓や

閑散期の利用

者拡大を図り、

集団宿泊体験

や研修を促進

するために広

報活動の工夫・

充実に努め、青

少年、青少年教

育指導者等の

宿泊利用団体

数を中期目標

期間中に３％

増加させる。 

 

 

 

（１）研修利用

の充実 

青少年、青少

年教育指導者

等に対する研

修のための利

用を促進する

ため、新規利用

団体の開拓や

閑散期の利用

者拡大等に向

けた「稼働率向

上（利用者増

加）のための数

値目標の設定

及び行動計画」

を全施設で策

定し、着実な実

施に努め、青少

年人口（０歳～

２９歳）の１割

以上の利用実

績を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

 

＜その他の指標＞ 

【研修に対する支援

の推進】 

・学校教育への支援

を推進するため、現

在、施設で実施され

ている体験活動プロ

グラムについて、教

育課程への位置付け

を教科毎に分類・整

理しているか。 

１．研修利用の充実 

令和元年度の利用者数（教育事業による利用者を除く）は、3,989,423 人（対前年度比 334,780 人

減）であり、宿泊・日帰り別で見ると、宿泊利用者数は 2,256,005 人（対前年度比 189,631 人減）、

日帰り利用者は 1,733,418 人（対前年度比 145,149 人減）であった。 

また、利用者数のうちセンターを除く全教育施設では、2,205,541 人（対前年度比 168,644 人減）

であり、そのうち、宿泊利用者数は 1,909,278 人（対前年度比 123,440 人減）、日帰り利用者数は

296,263 人（対前年度比 45,204 人減）であった。 

なお、令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、文部科学省からの

「主催事業の中止及び団体の受入れの停止について」（令和 2年 2月 26 日、令和 2年 3月 11 日 事

務連絡）の要請に基づき令和 2 年 2 月 28 日（金）～3 月 24 日（火）までの全教育施設を休館とし

た。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による利用団体側からのキャンセル等によ

り、推定で 3,972 団体 351,907 人の利用が減少した。他にも、令和元年度に発生した台風の被害に

より、29,842 人の利用が減少した。 

 

 

（１）青少年及び青少年教育指導者等の利用者数（表 5-1 参照） 

令和元年度は新規利用獲得のための広報などを行ったが、総利用者数は4,652,358人とな

り、青少年人口34,548,355人（「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」平成31

年1月1日現在 総務省）の1割以下の3,440,681人（対前年度比223,229人減）に留まった。 

 

【取組事例】令和元年房総半島台風被害による宿泊体験活動実施困難校の支援（赤城） 

東京都足立区では、千葉県内に保有する区立の青少年教育施設が令和元年房総半島台風により

被害を受け、同区立小学校の約半数の小学校において宿泊体験活動の実施が困難となった。本部

ではこの状況を踏まえ、足立区教育委員会と密に連絡を取り、赤城と調整した結果、これを支援

するため、11月～3月にかけて 34校約 8,500 人の集団宿泊体験を受け入れた。 

赤城では、初めて施設を利用する教員の負担や不安を軽減するため、足立区教育委員会の担当

者を対象とした日帰りの説明会や引率教員を対象とした1泊 2日の事前打ち合わせ会を開催する

とともに、各小学校の目的に対応できるよう 4つのパッケージプログラムを用意するなどの配慮

をした。 

施設を利用した引率教員からは、「あかぎアドベンチャープログラム、館内フォトラリー、朝・

夕のつどいなど児童にとって効果的な活動だった」、「事前打ち合わせ会も、利用当日も、こち

らの疑問や急な変更にも、笑顔で対応して頂き、とてもありがたかった」、「FAX に対しての返

答も丁寧で早く、準備期間の短かった本校にとってはとてもありがたかった。」といった声が聞

かれた。また、足立区長からも、機構からの提案によって集団宿泊活動を実施できたことに対す

る感謝をいただいた。 

   

（２）利用団体数（表 5-1 参照） 

令和元年度の利用団体数は、54,869 団体（対前年度比 7,839 団体減）であり、宿泊・日帰り別で

は、宿泊利用数は 17,386 団体（対前年度比 1,486 団体減）、日帰り利用数は 37,483 団体（対前年

度比 6,353 団体減）であった。 

特に、令和元年度

における青少年利

用 者 数 は

3,440,681 人であ

り、年度計画に定め

る数値目標（青少年

人口 34,548,355 人

の 1 割以上の利用

者確保）に対して、

14,155 人 下回っ

た。 

年度計画に定め

る数値目標（利用団

体から 84％以上の

「満足」の評価を得

る）については、

87.4％と達成する

ことができた。更

に、台風被害のあ

った足立区、新規

利用団体を教育委

員会単位（渋谷区・

千葉市など）で取

りまとめ事前説明

会を 1 泊 2 日で実

施するなど、利用

団体に応じた柔軟

な対応を行った。 

また、令和2年度

より全面実施され

る小学校学習指導

要領に対応した体

験活動プログラム

の実施と令和 3 年

度より全面実施さ

れる中学校学習指

導要領に対応した

体験活動プログラ

ムの試行事業を通

した学習指導案の

 

○新型コロナウイルス感染

症拡大による未曽有の緊急

事態下において、令和 2 年 2

月 28 日～3 月 24 日までの約

1 ヶ月間、全教育施設を休館

し、この影響による利用団体

側からのキャンセル等もあ

り 、 推 定 で 3,972 団 体

351,907 人の利用が減少とな

った。また、令和元年度に相

次ぎ発生した台風の被害に

より、29,842 人の利用が減少

した。その結果、総利用者数

は 4,652,358 人となった。こ

のうち、青少年利用について

は、青少年人口（34,548,355

人）の約 9.95％にあたる

3,440,681 人に留まり、1 割

にわずかに届かなかった。 

 

○一方、台風被害によって宿

泊体験活動の実施が困難と

なった小学校 34 校約 8,500

人を国立青少年教育施設で

受け入れたり、被災した子供

たちを対象としたリフレッ

シュキャンプや出前事業等

を実施したりし、今後の青少

年教育施設の役割として期

待される取組を行った。 

 

○さらに、令和 2年度より全

面実施される小学校学習指

導要領に対応した体験活動

プログラムの実施、及び令和

3 年度より全面実施される

中学校学習指導要領に対応

した体験活動プログラムの

試行事業を通した学習指導
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（２）研修に対

する支援の推

進 

地方施設の

利用者に対し

て、事前打ち合

わせ等で青少

年、青少年教育

指導者等の研

修目的達成へ

の適切な指導・

助言等の教育

的支援を行う。

また、学校教育

との緊密な連

携を図るため

の支援を推進

する。 

なお、利用者

サービスの向

上に取り組み、

利用団体から、

毎年度平均８

４％以上の「満

足」の評価を得

ることとする。 

（前中期目標

期間実績：８

４.３％（年平

均）） 

 

（２）研修に対

する支援の推

進 

地方施設の

利用者に対し

て、事前打ち合

わせ等で青少

年、青少年教育

指導者等の研

修目的達成へ

の適切な指導・

助言等の教育

的支援を行う。

また、学校教育

との緊密な連

携を図るため

の支援を推進

する。 

利用団体の

研修目的に応

じ、より効果的

に研修が実施

できるように

するため、事前

打ち合わせ等

で教育的なね

らいを踏まえ

た研修計画を

作成・実施する

など、利用者サ

ービスの向上

に取り組み、利

用団体から毎

年 度 平 均 ８

４％以上の「満

足」の評価を得

られるよう努

める。 

（２）研修に対

する支援の推

進 

利用団体の

研修目的に応

じ、より効果的

に研修が実施

できるよう、事

前打ち合わせ

等で教育的な

ねらいを踏ま

えた研修計画

を作成・実施す

るなど、利用者

サービスの向

上に取り組み、

利用団体から、

平均８４％以

上の「満足」の

評価を得られ

るよう努める。 

また、学校教

育への支援を

推進するため、

施設で準備を

進めている教

科等と関連付

けた体験活動

プログラムに

ついて、教育委

員会や学校等

と連携し、有効

性等を検証す

る試行事業を

実施するとと

もに、プログラ

ムの提供に向

けた準備を進

める。 

青少年・一般別では、青少年利用団体数は 41,940 団体（対前年度比 5,684 団体減）、一般利用団

体数は 12,929 団体（対前年度比 2,155 団体減）であった。 

このほか、利用者数が増加している教育施設については、広報や環境整備、利用者対応等の好事

例を機構職員用ポータルサイトに掲載し、全教育施設で情報共有している。 

 

表 5-1 利用状況（教育事業による利用者を除く）  

区    分 
青少年利用 一 般 利 用 合   計 

団体数 利用者数(人) 団体数 利用者数(人) 団体数 利用者数(人) 

宿 

 

泊 

令和元年度 15,827 2,118,005 1,559 138,000 17,386 2,256,005 

平成 30年度 17,153 2,269,531 1,719 176,105 18,872 2,445,636 

増△減 △1,326 △151,526 △160 △38,105 △1,486 △189,631 

日 

帰 

り 

令和元年度 26,113 1,322,676 11,370 410,742 37,483 1,733,418 

平成 30年度 30,471 1,394,379 13,365 484,188 43,836 1,878,567 

増△減 △4,358 △71,703 △1,995 △73,446 △6,353 △145,149 

合 

 

計 

令和元年度 41,940 3,440,681 12,929 548,742 54,869 3,989,423 

平成 30年度 47,624 3,663,910 15,084 660,293 62,708 4,324,203 

増△減 △5,684 △223,229 △2,155 △111,551 △7,839 △334,780 

（注 1）「青少年利用」とは、青少年及び青少年教育指導者等の研修利用である。 

（注 2）「一般利用」とは、青少年以外のグループや団体等の一般の研修利用である。 

 

 

２．研修に対する支援の推進 

各教育施設では、職員が利用団体の指導者・引率者に対して、利用団体の目的に応じ、より効果

的に研修ができるよう教育的ねらいを踏まえ、事前打ち合わせ等で研修計画や活動プログラムの指

導・助言を行った。その結果、アンケート調査による利用団体の満足（4段階評価の最高）は 87.4％

であり、年度計画で定められた数値目標 84.0％を上回った（表 5-2 参照）。 

また、各教育施設で実施している体験活動プログラムについては、利用促進の観点も踏まえ、教

科等の位置付けを明確にした学習指導案を作成・試行実施するなど、次期学習指導要領を見据えた

準備を行った。 

 

（１）利用者サービスの一層の向上 

各利用団体の目的に合わせたプログラムを立案するため、利用団体の指導者・引率者との事前打

ち合わせを実施している。その際、プログラムの紹介だけではなく、研修全体が団体のねらいに則

した内容・流れになっているかどうか、具体的なプログラムの立案まで支援し、各団体に対応した

取組を実施している。 

また、教育機能と利用者サービスの一層の向上を図るため、各教育施設における利用団体の施設

利用に対する意見の把握、及び集約した意見をより効果的に施設運営に反映させることができるよ

う、肯定的な意見を得られなかったアンケート項目については、全教育施設で情報を共有するとと

もに、業務の改善を図っている。  

① 教育的ねらいに則した事前打ち合わせ等の実施 

作成など、利用者の

増加に向けた中・長

期的な取組を推進

したことから、B評

定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

新型コロナウイ

ルス感染症の感染

拡大の影響により

利用者が減少した

が、各施設において

地域の実情に応じ

た受入マニュアル

を作成すること等

によって、学校や団

体が安全・安心に利

用できるよう努力

していく。 

前例のない学校

の臨時休業によっ

て、学習面や生活面

で児童生徒に様々

な課題も生じてい

ると考えられる。ま

た、教員の働き方改

革も含め、教科等に

関連付けた体験活

動プログラムにつ

いて、学校が利用し

やすい指導案を示

しながら、引き続き

内容の充実に向け

取り組んでいく。 

今後は、第４期中

期目標・計画に向け

た準備として、各教

育施設の特色化を

図りながら、活動プ

ログラムだけでは

案の作成や、文部科学省や大

学の研究者と連携して「教科

等に関連付けた体験活動プ

ログラム事例集」を発行する

など、利用者の増加に向けた

中・長期的な取組を推進し

た。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・近年、宿泊利用者数は減少

傾向にあることから、新型コ

ロナウイルス感染症や台風

被害による減少のみならず、

他にも減少要因が無いか分

析を行うとともに、引き続き

各国立青少年教育施設の特

色を活かした独自の事業や

プログラムを追求するなど

方策を検討し、特に宿泊で施

設を利用したいという需要

を創出することに努めてい

ただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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【取組事例】新規利用団体向けの事前打合せ会の実施（那須甲子） 

那須甲子では、新規利用団体である渋谷区立小学校 17校と千葉市立中学校 24校を対象に、施

設利用方法等の理解を深めてもらうことを目的とした 1 泊 2 日の事前打合せ会を特別に実施し

た。利用方法の説明の他、施設利用の理解がより深まるよう各種活動プログラム（登山・ハイキ

ング・だるまの絵付け 等）の体験会も実施した。 

その結果、利用した学校教員からは、「事前打合せ会で施設案内、レストランの使用方法、登山・

ハイキング、朝のつどいの見学など様々な体験ができたことで、実際の利用においてプログラム

や施設利用に関する指導等に大いに役立った」といった声が聞かれた。 

 

② アンケート調査の結果（表 5-2 参照） 

センターを除く総合的な満足度については、アンケート調査の「満足」が 87.4％であった。 

また、総合的な満足度以外の項目については、表 5-2 のとおりであった。 

 

表 5-2 センターを除く教育施設を利用した団体の満足度 

質 問 項 目 満 足 やや満足 やや不満 不 満 

事前の情報提供 81.1% 17.6% 1.2% 0.1% 

職員等の教育的支援 87.8% 10.9% 1.1% 0.2% 

職員の電話や窓口での対応 90.5% 8.4% 0.9% 0.1% 

活動プログラム 86.6% 12.6% 0.7% 0.1% 

教育施設を使用しての総合
的な満足度 87.4% 11.6% 0.9% 0.1% 

（注 1）アンケート調査、項目ごとの回答数と割合を算出。 

（注 2）アンケート調査の回答のうち、項目ごとに小数点 2 位以下を四捨五入しているため、満足度の合計

が 100％にならない場合がある。 

 

③ 利用者サービス向上の主な取組状況 

各施設においては、アンケートに記載された利用者の意見や要望を基に、利用者サービス向上及

び満足度向上のために様々な取組を通年で実施している。 

 

【取組事例】「キッズスペース」の設置（淡路） 

淡路では、これまで乳幼児が安心して過ごせるスペースがなく、乳幼児を含む利用団体からキ

ッズスペースを設けて欲しいとの声があった。そこで、乳幼児が気軽かつ安全に活動できるよう、

絵本や遊具、おむつ交換台などを備えた「キッズスペース」を設置した。 

また、これに伴い、地元自治体や近隣の幼稚園・保育園等に広報を行うとともに、スタンプカ

ードを作り、複数回利用した家族に体験の風をおこそう普及啓発グッズを配布するなどの工夫を

した結果、年間で 1,800 人以上の利用があった。 

利用者からは「（私たちのように）乳幼児を連れた親にとって足を運ぶ場所が増えた」「特に乳

児スペースは、スポンジ素材の積み木や傾斜の緩いマットがあり、安心して遊べる」などの好評

を得ている。 

 

なく、ESD や防災な

どの教育テーマを

定めたプログラム

（活動プログラム

と活動プログラム

の組み合わせ）の充

実に取り組んでい

く。 
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（２）教科等に関連付けた体験活動プログラムの推進 

平成 28 年度に作成した「集団宿泊活動サポートガイド」を踏まえ、令和 2 年度から全面実施と

なる次期小学校学習指導要領及び令和 3年度全面実施となる次期中学校学習指導要領に併せ、集団

宿泊活動で行う体験活動を教科等と関連付けるため、文部科学省教科調査官や大学の研究者などを

交え、「教科等に関連付けた体験活動プログラム事例集」の小学校版と中学校版を発行した。 

また、教科等に関連付けた体験活動プログラムは、文溪堂が出版する月刊誌「道徳と特別活動」

に 12回シリーズで各教育施設が試行実施した小学校版の代表的な事例が掲載された。なお、令和 2

年度は中学校の取組についても教育施設の事例が掲載される予定である。 

 

【取組事例】「教科等に関連付けた体験活動プログラム」の実施〈小学校〉 

能登では、羽咋市教育委員会と連携し、羽咋市内全小学校 5・6年生を対象に「外国語活動」の

位置付けで「イングリッシュキャンプ」を 1 泊 2 日で実施した。本事業は、ALT や国際交流員が

一緒にオリエンテーリングや野外炊飯を行いながら英語でコミュニケーションを図るキャンプ

であるが、食事や入浴など宿泊に必要となる日常英会話（イングリッシュキャンプで使ってほし

い表現 23+10）も習得できるよう工夫している。この取組自体は、前年度に中央が開発した「イ

ングリッシュウォークラリー」を発展させたもので、教育委員会と協定を結ぶことにより、学校

利用増大につながった。 

また、吉備では、クライミングウォール（ボルダリング）と図画工作の学習を掛け合わせた「ク

ライミングアート」を実施した。壁にしがみついている友達の様子を写真に収め、写真と絵の組

み合わせを考え作品にするものであ

る。 

令和元年度は、全国の小学生を対象 

に、仕上げた作品を表彰する「クライ 

ミングアートコンクール」を各施設の 

協力を得て実施した。その結果、全国 

から 314 人から応募があり、乗鞍を利 

用した小学生が描いた「忍者、雲の上 

の城へ」が理事長賞を受賞した。 

 

 

 

【取組事例】「教科等に関連付けた体験活動プログラム」学習指導案の作成〈中学校〉 

中学校については、教科担任制であることを踏まえ、主に理科、家庭科、保健体育科、総合的

な学習の時間、特別活動の 5 つの教科等に絞り、平成 30 年度に開催した「教科等に関連付けた

体験活動プログラム検証・作成研修会」で作成した学習指導案を基に試行実施を行い、プログラ

ムの成果と課題を把握するための報告会を開催した。 

岩手山では、商工会議所と連携し、地域の職場体験学習受け入れ可能事業所及びグリーンツー

リズム受け入れ可能農家の登録（約 70箇所）を行い、職場体験学習を宿泊しながら行うことので

きるプログラムとして作成した。通常の学校で実施する際には職場体験の後に生徒相互で情報を

共有したりする場と時間の確保が容易ではなく、学びの深まりを蓄積することがなかなか難しい

図 5-1 クライミングアートコンクール作品 
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が、このプログラムでは職場体験後の夜活動にてグループワークを実施できることから、すでに

６校が実施をするなど取組が発展している。実施した学校からは「ねらいに則した学習シートを

提供してもらい、その日のうちに振り返りをすることによって、よりねらいに近づくことができ

た」、「職場体験学習と宿泊研修を併せて行うことにより、自分の生き方について考えるように

したい。また、集団生活で協力することやルールを守ることなどの規範意識も高めたいため、来

年度も実施したい」との感想を得ている。 

 

表 5-3 各教育施設における「教科等に関連付けた体験活動プログラム（小学校）」実施一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設

乗鞍

三瓶

曽爾

大雪

磐梯

花山

那須甲子

淡路

江田島

信州高遠

吉備

淡路

三瓶

妙高

岩手山

乗鞍

三瓶

大洲

信州高遠

曽爾

室戸

大隅

能登

中央

沖縄

日高

能登

妙高

若狭湾

岩手山

赤城

山口徳地特別活動（学級活動） 徳地アドベンチャー教育プログラム 5・6年 宿泊学習で学級の仲間の力を高めよう

※単元名については、現行の学習指導要領で示されている内容を基に設定している。

特別活動（学級活動） ファーストエイドオリエンテーリング 4・5年 けがの防止

特別活動（学級活動） あかぎアドベンチャープログラム 5年 仲間とともに

総合的な学習の時間 源流探検 4年 つながる・支える森と人

総合的な学習の時間 スノーケリング 5・6年 〇〇活性化プロジェクト

総合的な学習の時間 プログラミング 5･6年 コンピュータを操作しよう

道徳 私の木 5年 自然の素晴らしさや自然の不思議さを感じ取る

外国語 イングリッシュウォークラリー 5年 Turn right　～イングリッシュウォークラリーで道案内をしよう！～

道徳 平和学習 5・6年 命の尊さ

保健体育 スポーツクライミング 5年 スポーツクライミングで高める柔軟性と巧緻性

外国語 館内オリエンテーリング（英語版） 5・6年 Where is the treasure?　位置と場所

保健体育 フィールドアスレチック 5年 体つくり運動

保健体育 シーカヤック 5年 シーカヤックにチャレンジ

保健体育 カヌー 5年 チャレンジカヌー　IN　肱川

保健体育 オリエンテーリング 5年 体つくり運動

保健体育 ハイキング 5年 心をほぐし体をつくるハイキング

保健体育 地域連携プログラム（カヌー体験） 5年 水辺活動～カヌーをしよう～

保健体育 ファーストエイドオリエンテーリング 5年 けがの防止

家庭 地域連携プログラム（銀山プログラム） 5年 食べて元気！ご飯とみそ汁

家庭 びっくり野外炊事 6年 朝食から健康な一日を

図画工作 クライミングアート 1～6年 その場・その時・そのポーズ～クライミングアートに挑戦～

家庭 野外炊事 5年 食べて元気！ご飯とみそ汁

図画工作 焼きものづくり 5年 使って楽しい焼き物

図画工作 クラフト活動 5年 つくりだす喜びを味わう

図画工作 砂の造形 5年 砂浜に表そう　自分たちの　キモチ　カタチ　～自然学校～

理科 沢活動 5年 沢活動で観察する流れる水のはたらき

理科 沢歩き・自然観察

理科 自然観察 5年 流れる水のはたらき

5年 流れる水のはたらき

理科 植物を観察・分類してみよう 5年 植物の発芽、成長

社会 地域連携プログラム（晩市：夕方のせり見学） 5年 私たちの生活と食料生産

社会 森林調査隊 5年 わたしたちの生活と森林

教科 活動プログラム名 学年 単元

社会 森林学習 5年 わたしたちの生活と森林
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表 5-4 各教育施設における「教科等に関連付けた体験活動プログラム」中学校学習指導案作成一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

決算額増の理由：寄附金収入等を財源とした事業費の増及び施設整備費補助金補正予算等の追加交付による増。 

  

施設

磐梯

阿蘇

乗鞍

中央

三瓶

大洲

若狭湾

吉備

山口徳地

室戸

大隅

大雪

江田島

信州高遠

諫早

岩手山

淡路

沖縄

赤城

能登

日高

花山

那須甲子

妙高

立山

曽爾

夜須高原

SUP（スタンドアップパドルボード）でトレーニング

エアロビクス 全学年 現代的なリズムのダンス（チームエアロビクス）

サンゴを通して学ぼう！人とサンゴの過去・現在・未来

登山 1年 体の動きを高める運動

海辺の遠足 2年

シーカヤックでつくる健やかな心と体～感じよう「自然・仲間・自分」～

仲間づくりゲーム・食材ＧＥＴオリエンテーリン
グ・ふりかえりり活動

1年 自分にチャレンジ、仲間にチャレンジ

夜須アドベンチャーウォーク 1年 夜須アドベンチャーウォークで自分のよさを知ろう

防災を通して、自分の生き方を考えよう

日高アクティブラーニング

学級活動

学級活動

単元

高めよう、クラスの力

体つくり運動～心をほぐし体をつくる～

災害時の住まいとくらし

登山～動きを持続する能力を高める運動～

2年 日高ALを生かした学級や学校の生活づくり

妙高アドベンチャープログラム

※単元名については、現行の学習指導要領で示されている内容を基に設定しています。

1年 仲間と育む学校生活

仲間づくり活動 2年 ナゾ解きゲームを活かした仲間づくり

話合い活動 1年 学級目標の見直しをしよう学級活動

心身の機能の発達と心の健康

学級活動

理科

保健体育

野外炊事 1年 野外炊事で見付ける友達のよさ

職場体験活動

学級活動

学級活動

活動プログラム名 学年

登山 1年

大地の変化

カッター活動で体つくり運動

天体観察をしよう 2年 太陽系と恒星

イーハトーヴに働く大人に学ぶ　～未来の君へ～

振り返り活動 1年 よりよい学校生活に向けて

野外炊事 全学年 日常食の調理〜栄養満点！パーフェクトカレーを作ろう～

みやぎアドベンチャープログラム 1年 自分のよさを知ろう，仲間のよさを知ろう

集団行動 1年 集団行動による体つくり運動（体の動きを高める運動）

教科

総合的な学習の時間

幼児の生活と家族　幼児とのふれ合い

保健体育

保健体育

理科 ジオパーク学習プログラム

1年

シーカヤック 1年

SUP（スタンドアップパドルボード） 1年

2年

徳地アドベンチャー教育プログラム 1年

学級活動

保健体育

保健体育

学級活動

家庭

総合的な学習の時間

学級活動 あかぎアドベンチャープログラム 1年

1年

カッター活動 1年保健体育

家庭

保健体育

環境学習（スノーケリング）

保健体育 オリエンテーリング 1・2年

家庭

総合的な学習の時間

野外炊事 2年

保健体育

道徳

1年

淡路の防災プログラム

・ふりかえり活動 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ 青少年教育に関する関係機関・団体等との連携促進 

業務に関連する政策・

施策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

全国的

な会議

や研究

集会数 

計画値 

中期目標期

間中に延 25

事業 

― 5 事業 5 事業 5 事業 5 事業  予算額（千円） 48,999 47,308 46,247 46,466  

実績値 ― ― 8 事業 7 事業 7 事業 7 事業  決算額（千円） 57,936 55,371 51,451 56,339  

達成度 ― ― 160％ 140％ 140％ 140％  経常費用（千円） ― ― 48,901 50,260  

全国的

な会議

や研究

集会参

加者数 

計画値 

中期目標期

間中に延

5,000 人 

― 1,000 人 1,000 人 1,000 人 1,000 人  

経常利益（千円） 

― ― 0 △865  

実績値 ― ― 2,173 人 2,032 人 1,378 人 1,672 人  行政コスト（千円） ― ― 47,299 73,153  

達成度 ― ― 217％ 203％ 138% 167％  従事人員数 26 28 24 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 昨今の目まぐる

しく変化する青少

年に関する諸課題

について、青少年教

育のナショナルセ

ンターとして迅速

かつ円滑に対応し、

青少年教育の発展・

充実を図る。 

各関係機関・団体相

互の連携を促進す

ることを目的とし

て、「全国青少年教

育施設所長会議」等

の全国的な事業を

実施し、中期目標期

間中に延べ２５事

業、延べ参加者数

５，０００人を目指

す。 

（前中期目標期間

実績：５事業、９４

９人（年平均）） 

 

昨今の目まぐる

しく変化する青少

年に関する諸課題

について、青少年教

育のナショナルセ

ンターとして迅速

かつ円滑に対応し、

青少年教育の発展・

充実を図る。 

各関係機関・団体

相互の連携を促進

させることを目的

として、「全国青少

年教育施設所長会

議」等の全国的な事

業を中期目標期間

中に延べ２５事業

実施するとともに、

延べ参加者数５，０

００人とする。 

また、全国的な協

議会等において、効

果的な取り組み事

例等の情報提供や

各関係機関・団体が

抱えている諸課題

等の協議の場を提

供し、最新情報の共

有や活発な意見交

換を促す。 

青少年に関する

関係機関・団体相互

の連携を促進する

ため、全国的な会議

や研究集会として

５事業を実施し、参

加者を１，０００人

以上とする。 

＜主な定量的指標＞ 

・青少年に関する関

係機関・団体相互の

連携を促進するた

め、全国的な会議や

研修会として 5 事業

を実施し、参加者を

1,000 人以上確保し

ているか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

機構では、昨今の目まぐるしく変化する青少年に関する諸課題につい

て、青少年教育のナショナルセンターとして迅速かつ適切に対応し、青

少年教育の充実・発展を図っている。  

 平成 29 年度に設置した民間企業等連携促進室を中心に、民間企業と

の連携を進めており、企業と連携した事業の実施や物品等の提供を受け

ている（第 9章参照）。 

 また、教育施設においても、地元の関係団体等と連携したフォーラム

等の事業を実施している（「体験の風をおこそう」運動、「早寝早起き

朝ごはん」国民運動の取組については第 3章参照）。 

 

１．全国的な会議や研究集会の実施 

青少年に関する関係機関・団体相互の連携を促進するため、全国的な

会議や研究集会として、全国の青少年教育施設の職員を対象とした会議

や集会、青少年の読書活動や相談業務に関わる担当者のためのフォーラ

ムや集会等の事業を 5事業実施し、参加者数は 1,146 人であった。 

さらに、令和元年度は新たに ESD を推進していくための全国フォーラ

ムやボランティアコーディネーションに携わる人々が全国から集う研究

集会を共催し、全国的な会議や研究集会については計 7 事業、参加者数

は 1,672 人であった。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い当初予定していた

2事業を中止した。 

・子どもの読書活動推進フォーラム（平成 31年 4月 23 日、参加者 437

人） 

・全国青少年教育施設所長会議・施設研究集会（令和元年 11 月 28 日

～29日、参加者 145 人） 

・体験の風をおこそうフォーラム（令和元年 11 月 29 日、参加者 126

人） 

・全国中学生・高校生防災会議 

①東北会場（令和元年 8月 17日～19 日、参加者 91 人） 

②熊本会場（令和元年 11月 15 日～17 日、参加者 75 人） 

・ESD 推進ネットワーク全国フォーラム（令和元年 12 月 20 日～21日、

参加者 297 人） 

・全国青少年相談研究集会（令和 2 年 1 月 16 日～17 日、参加者 272

人） 

・全国ボランティアコーディネーター研究集会 2020 東京（令和 2 年

2月 22 日～23日、参加者 229 人） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

全国的な会議や研

究集会としては、新型

コロナウイルス感染

症の感染拡大のため 2

事業を中止したが、全

国の青少年教育施設

の職員を対象とした

事業や「体験の風をお

こそう」運動を普及す

るための事業、新たに

ESD やボランティアに

関連した事業等を 7事

業（数値目標 5事業）

実施し、1,672 人（数

値目標 1,000 人）の参

加者を集め、年度計画

で定めている数値目

標を大幅に上回った。

特に、平成 30年度から

実施している「全国中

学生・高校生防災会

議」では 2会場で実施

することで参加者が

増加するなど充実を

図ることができた。な

お、中期目標期間の数

値目標についても 4年

間で 29事業（数値目標

25 事業）実施し、7,255

人（数値目標 5,000 人）

参加者を集めるなど、

すでに目標を上回っ

ている。 

 青少年教育に関する

関係機関・団体等との

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に定

められた以上の業務の進捗が認めら

れるため。 

 

○全国的な会議や研究集会の実施 

・新たに ESD を推進していくための

全国フォーラムやボランティアコー

ディネーションに携わる人々が全国

から集う研究集会を共催し、全国的

な会議や研究集会等を 7 事業実施し

（目標値：5事業）、目標値（1,000 人）

の 167.2％となる 1,672 人が参加し

た。 

 

・平成 30 年度から実施している「全

国中学生・高校生防災会議」について

は、近年多発する災害に対し社会全

体で取り組むべきという政府の方針

に対応した取組であり、令和元年度

は東北会場及び熊本会場の 2 か所で

実施し、参加者数は 72 人増え、166

人となり、これからの防災・減災の担

い手である中学生・高校生を対象に、

地域防災を担う「防災ジュニアリー

ダー」の育成に寄与した。 

 

○「民間企業等連携促進室」を中心と

した民間企業との連携 

・前年度連携企業との関係を継続す

ることに加え、新たな連携促進に取

り組み、継続・新規合わせて 52 の事

業や広報等を実施した。 

 

・新たな取組として、「国立青少年教

育振興機構と民間企業等との連携の
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・第 2回全国学生ボランティアフォーラム（令和 2年 3月 2日～3日、

中止） 

・早寝早起き朝ごはん全国フォーラム（令和 2年 3月 13 日、中止） 

 

【取組事例】全国中学生・高校生防災会議 

これからの防災・減災の担い手である中学生・高校生を対象に、地

域防災を担う「防災ジュニアリーダー」を育成することを目的に、平

成 30年度から「全国中学生・高校生防災会議」を実施している。 

2 年目となる令和元年度は、東北会場（花山）及び熊本会場（阿蘇）

の 2 か所で実施した。平成 30 年度と比較し、参加者数は 72 人増え、

166 人となった。 

参加した生徒たちは、普段から学校で防災についての活動に取り組

んでいるが、改めて災害や防災についての講義を受け、実際に被災地

に足を運んで見学した。 

現地見学のガイド役は、地元の高校生が担当した。東北会場では、

宮城県多賀城高等学校の生徒たちが、平成 23 年の東日本大震災によ

る津波の被害を受けた市内を案内した。同校では、市内の史跡を巡る

ボランティア活動が生徒会を中心に受け継がれている。iPad の動画

や、同校が中心となって電柱に設置した津波波高標識などを他の参加

者たちと見て、実際の被害状況をともに体感した。 

また、宮城県栗駒市の「荒砥沢地すべり」の案内は、宮城県築館高

等学校の生徒が担当した。同校生徒たちは、この日のために 4 月から

全 6回の栗駒山麓ジオパークガイドの養成研修を受けてきた。平成 20

年岩手・宮城内陸地震により発生した日本最大級の地すべりを一望で

きる公園で、クイズを取り入れながら説明を行った。 

ガイドを担当した生徒からは、事業後に「ガイドとしての体験をと

おして、人前で話すことや人に伝えることの難しさを感じたが、やり

がいがあった」などの声があった。 

また、各地で防災に取り組む学校の生徒同士が活発に情報交換を行

い、今後のアクションプラン等を作成し、共有し合うことで、各校に

おける今後の取組の充実に繋がる機会となった。 

参加者からは「今回の合宿で学んだことを、自分のものだけにせず、

学校や地域に伝えて防災についての意識を皆で高めていきたい」、「日

頃から行っていることが災害時に生かされるので、自身も災害時に役

立てる事を見つけ、防災を日常と関連付け、取り入れていきたい」な

どの声があった。 

 

【取組事例】全国ボランティアコーディネーター研究集会 

機構では、認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネー

ター協会（以下、JVCA）と連携し、「全国ボランティアコーディネータ

連携促進としての計画

に加え、民間企業等と

新たに連携し、事業等

を実施したためＡ評定

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も、青少年教育

のナショナルセンター

として迅速かつ円滑に

対応し、青少年教育の

発展・充実を図るため、

関係機関・団体相互の

更なる連携促進に努め

る。特に、平成 30年度

から実施している「全

国中学生・高校生防災

会議」については、防災

教育に積極的に取り組

む高等学校等との連携

促進をさらに充実させ

ることにより、災害が

頻発する我が国におけ

る防災・減災の担い手

（防災ジュニアリーダ

ー）の育成に努めると

ともに、令和 2 年度は

新たに防災を学ぶ大学

生や大学などの高等教

育機関との連携を図っ

ていく予定である。 

また、民間企業等と

の連携において、「民間

企業等連携促進室」を

中心に、引き続き企業

が抱える課題やニーズ

を正確な把握に努める

とともに、機構の具体

的な関わり方を検討す

るとともに、ガイドラ

ための情報交換会」を本部において

実施し、今後の具体的な連携を検討

する機会となり、機構が企業等との

連携に取り組んでいることを広くア

ピールする機会とした。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、各関係機関・団体相互の

連携を促進・強化することで、より一

層、実効性のある取組が展開される

ことを期待する 。 

 

・公立の青少年教育施設等との連携

をさらに深化させるため、機構が開

発したプログラムを全国47都道府県

の公立施設等で活用されるよう努め

ていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・民間や自治体等で行う体験活動と、

機構がナショナルセンターとして提

供する体験活動との違いを明確にし

た上で、官と民の役割分担・協力体制

を構築する必要がある。 

 

・企業との連携促進のため、企業に対

して機構がどのような強みを発揮で

きるのか、機構が有する知見や人材

などをアピールしていく必要があ

る。 
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ー研究集会」を共催事業として実施した。 

本事業は、ボランティア活動の推進を図っている団体の職員等で実

行委員会を組織し、約 1 年をかけて企画段階から協議等を重ね、全プ

ログラムの運営を図っていく事業である。今回、実行委員長を青少年

教育研究センター長が務め、若手職員が実行委員として、全協議に参

加し、全体運営に携わった。また、施設でのボランティア活動がより

充実するよう、全教育施設のボランティア・コーディネーターが研究

集会に参加した。 

当日は、「いま、あらためてボランティアの価値を問う～多様性をチ

カラに、TOKYO から未来へ～」をテーマにオープニング全体会・分科会

（計 22 テーマ）・クロージング全体会などを実施し、開催が 2 月下旬

であったため新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響があっ

たものの、229 名が参加した。 

JVCA からは、青少年教育研究センター長等が実行委員会に参画した

ことに対し、「“子ども”をテーマとした分科会について、機構の実績

を活かした有意義なものとすることができた」といった感想があった。

また、全教育施設のボランティア・コーディネーターが参加したこと

については「機構のボランティア・コーディネーターが積極的に参加

してくれたことで有意義な分科会や全体会を実施することができた」

といった感想もあり、機構・JVCA 双方にとって、有益な連携となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インを作成するなどよ

り多くの企業との連携

を可能にするための工

夫と持続可能な連携の

ためのネットワークの

構築に向けて準備して

いく必要がある。 

 

４．その他参考情報 

決算額増の理由：寄附金収入等を財源とした事業費の増及び施設整備費補助金補正予算等の追加交付による増。 

 

  

図 6-1 分科会の様子 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５ 青少年教育に関する調査研究 

業務に関連する政策・

施策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

重要度：高 

（我が国の青少年教育に関する調査研究や研究成果の普及等は、公

立・民間施設等からも期待されているナショナルセンターとしての

役割・機能であり、我が国の青少年をめぐる諸課題に対応するプロ

グラムの根拠となる情報や、国民に対して青少年教育の効果を示す

ための重要な取組である。） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

全国的

な調査

研究数 

計画値 
中期目標期間

中に 12 以上 
― 3 2 3 2  予算額（千円） 298,297 288,578 282,109 283,443  

実績値 ― ― 5 2 5 2  決算額（千円） 357,020 337,762 313,854 343,667  

達成度 ― ― 167％ 100％ 167% 100％  経常費用（千円） ― ― 298,294 306,585  

調査結

果に関

する記

事の掲

載数や

全国的

な会議

等にお

ける発

表数 

計画値 

中期目標期間

中に 30％以

上増加（20 回

以上） 

― ― ― ― ―  経常利益（千円） ― ― 9 △5,273  

実績値 ― ― 7 3 4 4  行政コスト（千円） ― ― 288,513 446,234  

達成度 ― ― ― ― ― ―  従事人員数 8 8 10 10  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 青少年教育のナ

ショナルセンター

としてこれまで実

施し、関係機関で

活用されてきた調

査を踏まえ、青少

年教育に関するよ

り充実した基礎

的・専門的な調査

研究を計画的に行

うとともに、内外

の調査結果等を広

く提供することに

より青少年教育の

振興を図る。 

【重要度：高】 

我が国の青少年

教育に関する調査

研究や研究成果の

普及等は、公立・

民間施設等からも

期待されているナ

ショナルセンター

としての役割・機

能であり、我が国

の青少年をめぐる

諸課題に対応する

プログラムの根拠

となる情報や、国

民に対して青少年

教育の効果を示す

ための重要な取組

である。 

 

（１）基礎的及び

専門的な調査研

究の計画的実施 

青少年教育に関

するより充実した

基礎的・専門的な

調査研究を計画的

に実施し、その成

果を報告書やパン

フレット等に取り

まとめ、関係機関・

団体等に提供し、

青少年教育の振興

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基礎的及び

専門的な調査研

究の計画的実施 

体験活動の重要

性等青少年教育に

関する調査を国内

外で実施し、その

成果を報告書やパ

ンフレット等に取

りまとめ関係機

関・団体等に周知

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基礎的及び

専門的な調査研

究の計画的実施 

＜主な定量的指標＞ 

【体験活動の重要性

等青少年教育に関す

る調査】 

・国内外で実施し、そ

の成果を報告書やパ

ンフレット等に取り

まとめ関係機関・団

体等に周知している

か。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・平成 28年度に実施

した「青少年の体験

活動等に関する意識

調査」の結果を踏ま

え、報告書等をまと

めているか。 

 

・日本、米国、中国、

韓国の高校生の意識

に関する比較調査を

行い、日本の青少年

の意識の特徴を分析

しているか。 

 

・平成 28年度に実施

した調査結果等をも

とに体験カリキュラ

ムの検討を行い取り

まとめているか。 

 

・青少年期の読書活

動が、大人になった

ときに与える影響に

ついての調査研究を

＜主要な業務実績＞ 

機構では、我が国の青少年教育のナショナルセンターとしての役割を果たすため、

青少年教育における体験活動の重要性や教育効果に関する調査研究を実施し、その

研究成果を広く周知するため、報告書やパンフレット等に取りまとめて関係機関・

団体等に配布している。また、調査結果の引用や個票データの二次利用等、広く調

査研究成果の普及・活用に努めている。 

 

１．基礎的及び専門的な調査研究の計画的実施 

（１）基礎的な調査研究 

①青少年の体験活動等に関する意識調査（令和元年度調査） 

機構では、青少年教育の充実を図るための基礎資料を得ることを目的として、

平成 18 年度から青少年の自然体験、生活体験、生活習慣の実態や自立に関する意

識等について 2年に 1度（平成 31 年度（令和元年度）調査から 3年に 1度）、全

国規模の調査を実施している。 

令和 2年 2月から 3月にかけて、全国の小学校（4～6年生）や中学校（2年生）、

高等学校（2年生）の計 900 校の児童・生徒約 18,000 人と、小学生（1～6年生）

の保護者約 16,000 人を対象とした調査を実施した。この調査結果については、令

和 2年度に集計・分析し、令和 3年度に公表する予定である。 

 

②日本、米国、中国、韓国の高校生の意識に関する比較調査 

機構では、日本の青少年の意識の特徴を把握することを目的として、4か国（日

本、米国、中国、韓国）の青少年を対象とした調査を、毎年調査テーマを変えて

実施している。 

令和元年度は、日本、米国、中国、韓国の普通科に在学する高校生約 8,000 人

を対象に平成 30 年 9 月から 12 月までに「高校生の留学に関する意識調査」を行

い、この結果について集計・分析を行い公表した。 

本調査からは、日本の高校生は、他の三か国の高校生と比較し、短期の語学留

学志向が強く、長期留学による外国での学位取得や就職希望が弱く、外国への関

心も低い傾向が明らかとなった。一方、自国への満足度は高く、自己肯定感は他

国よりも低いが改善傾向が見られることが明らかとなった。 

これらの調査結果について、令和元年 6 月 25 日に報道発表を行い、10 件（新

聞 4件、Web 記事 6件）のメディアで取り上げられた。 

また、「高校生のインターネット時代の学習意識に関する調査」をテーマに、

令和元年 9月～11月に日本、米国、中国、韓国の普通科に在学する高校生約 8,000

人を対象に調査を行った。この調査結果は、令和 2 年度に集計・分析し報告書と

して取りまとめ公表する予定である。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

令和元年度に報告

書として取りまとめ

た調査研究の結果に

ついては、報告書を作

成し、機構ホームペー

ジへの掲載、関係機

関・団体等への配布、

機構が実施する全国

規模の会議や事業等

での解説・紹介を行

い、成果の普及を行っ

たほか、文部科学省等

の関係機関・団体が作

成する広報誌に調査

結果に関する記事を

掲載することができ

た。また、日本、米国、

中国、韓国の青少年を

国際比較研究した「高

校性の留学に関する

意識調査」及び成人

（20代から 60代）の

計5,000人を対象に読

書活動の実態と現在

の意識・能力に関して

調査した「子供の頃の

読書活動の効果に関

する調査研究（速報

版）」の 2つの調査の

結果をプレスリリー

スしたことで、多数の

新聞・インターネット

等のメディアに取り

上げられた。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画

に定められた以上の業務の進捗

が認められるため。 

 

・令和元年度においては、全国的

な調査研究を 2 件実施したこと

に加え、8件の基礎的及び専門的

な調査研究事業に取り組んだ。

このうち、年度計画で具体的な

計画を定めた 6 件の調査につい

ては、計画を上回る業務の進捗

が確認された。 

 

・年度計画では予定していなか

った調査研究として、ESD（持続

可能な開発のための教育）の視

点を考慮し、SPS（感覚処理感受

性）の高低が、自然体験の効果に

与える影響を明らかにするため

「子供の感受性の差を踏まえた

自然体験活動の効果に関する調

査研究」を実施した。また、教育

施設で起きた事故や傷病の発生

状況を把握・検証し、教育施設の

安全管理の改善や安全対策の充

実を図るため「青少年教育施設

におけるけが・病気等の発生状

況に関する調査研究」を実施す

るなど、積極的な取組も評価で

きる。 

 

・新たに、青少年の発達段階に応

じた体験カリキュラムに関する

調査研究を進めるため、過去の

研究成果を基に各年齢期で求め
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国内外の青少年や

青少年教育に関す

る情報を収集・分

析し、これまでの

実績を踏まえ、体

験活動を実施する

際に指針となる体

験カリキュラムを

中期目標期間中に

新たに作成すると

ともに、青少年の

体験活動と意識等

に関する全国的な

調査研究を前中期

目標期間の実績以

上に実施する。 

（前中期目標期間

実績：１２調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の基本的な

生活習慣や様々な

体験活動と意識等

に関する基礎的な

調査研究を行うと

ともに、その相互

の関係について調

査分析する。 

また、これら子

供の頃の体験等が

大人になった時の

資質・能力等に及

ぼす影響について

調査研究を進め、

発達段階に応じた

体験カリキュラム

を新たに作成す

る。なお、これら

に係る全国的な調

査研究を１２以上

実施する。さらに、

国内外における青

少年や青少年教育

に関する情報を収

集・分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「青少年の体

験活動等に関する

意識調査（平成３

１年度（2019 年

度）調査）」を実施

する。 

② 日本、米国、

中国、韓国の高校

生の意識に関する

比較調査を行い、

日本の青少年の意

識の特徴を分析す

る。 

③ 平成３０年度

のとりまとめ結果

等をもとにした青

少年の発達段階等

に応じた体験カリ

キュラム案を作成

する。 

④ 平成３０年度

に実施した青少年

期の読書活動が、

大人になったとき

に与える影響につ

いての調査結果を

分析する。 

⑤ 平成３０年度

に実施した大学生

のボランティア活

動等に関する調査

結果を分析する。 

⑥ 平成３０年度

に実施した青年海

外協力隊帰国者の

青少年期の体験活

動と現在の意識等

に関する調査結果

を分析し、報告書

を作成する。 

実施しているか。 

 

・大学生のボランテ

ィア活動等と、これ

を推進する大学等の

取組に関する調査研

究を実施している

か。 

 

・青年海外協力隊帰

国者の青少年期の体

験活動と現在の意識

等に関する調査研究

を実施しているか。 

 

【調査研究成果の普

及及び活用】 

・体験活動の重要性

等に関する調査結果

を簡潔に取りまとめ

たパンフレット等を

作成・配布し、調査研

究の成果の普及に努

めているか。 

 

・機構が実施した調

査結果については、

個票データをデータ

ベースに追加するな

ど、ホームページ等

を活用して広く提供

するか。 

 

・調査結果に関する

記事を雑誌等へ積極

的に掲載するほか、

全国規模の会議等で

の発表や説明の機会

を設け、調査結果の

普及に努めている

③青少年期の読書活動の実態とその影響・効果に関する調査研究 

機構では、青少年の読書活動に関する調査を、5年ごとに実施することとしてい

る。 

平成 31 年 2 月に 20 代から 60 代の成人を対象に Web 調査を実施し、各 1,000

人、合計 5,000 人の回答を得られた。 

令和元年度は、この調査結果の集計・分析を行い、中間報告として取りまとめ

た結果、平成 25 年度と平成 30 年度の比較では年代に関係なく、①本（紙媒体）

を読まない人が増えている、②スマートフォンやタブレットなどのスマートデバ

イスを使った読書は増えている、③読書のツールに関係なく、読書している人は

していない人よりも意識・非認知能力が高い傾向があるが、本（紙媒体）で読書

している人の非認知能力は最も高い傾向がある、ということが明らかとなった。 

これらの調査結果について、令和元年 12 月 23 日に報道発表を行い、9 件（新

聞 3件、Web 記事 6件）のメディアで取り上げられた。 

 

（２）専門的な調査研究 

①青少年の発達段階等に応じた体験カリキュラムに関する調査研究 

将来、社会を生き抜く資質能力を身に付けた大人になるためには、子供の頃か

ら様々な活動に挑戦し、多様な経験を積み重ねていくことが必要である。そのた

めには、周りにいる大人が、子供の生活環境の中に意図的、計画的に多様な体験

の場や機会を作っていくことが大切になる。しかし、そのような場や機会を作る

といっても、どの時期に、どういった体験を、どのようにさせたらいいのかなど、

発達段階に応じた望ましい体験の在り方については未だ明らかにされていない状

況にあるといえる。 

機構では、平成 21 年度から子供の頃の体験と大人になった現在の意識や資質能

力との関係について研究を開始し、子供の頃の体験が育む力やその成果について

検証を重ねてきた。本研究は、そうした過去の研究成果を基に各年齢期で求めら

れる体験やそれによって育まれる力を改めて検証し、それらを体系的に整理する

ことで、発達段階に応じた望ましい体験の在り方（体験カリキュラム）を明らか

にすることを目的にしている。 

令和元年度は、発達段階に応じた望ましい体験の在り方を検討するためには、

体験活動を通じて育まれる人間像を検討する必要があると考え、過去の答申や報

告で提言された人間像や機構が行った研究の成果等を基に、社会を生き抜くため

に求められる資質・能力やそれらを育むために必要な子供の頃の体験について検

討を行った。その結果、社会を生き抜くために体験を通じて育成したい資質・能

力として 12 の資質・能力、それらの成長を支える体験として 20の体験を選定し、

「多様な体験を土台とした子供の成長を支える環境」として整理した（図 7-1）。 

この図は、自立した大人へと成長する過程において大切になる子供の頃の体験

と、将来、社会を生き抜くために必要となる資質・能力の関係を体系的に整理し、

「発達段階に応じた望ましい体験の在り方（体験カリキュラム）」の枠組みとして

このほか、①「青少

年教育施設における

けが・病気等の発生状

況に関する調査研究」

では、その分析結果を

概要版として作成し、

各教育施設の次長が

会する会議及び全国

青少年教育施設所長

会議で報告すること

で、教育施設及び利用

団体の安全管理意識

を高める（7-4 参照）

ことに寄与し、②教育

関係雑誌「SYNAPSE（シ

ナプス）」5月号、「月

刊『日本教育』」10月

号、「社会教育」10月

号において、これまで

の調査結果から体験

活動の重要性と体験

活動を通した青少年

の自立を支援する機

構の取組について掲

載し（7-9 参照）、③

これまでの調査結果

の成果を文部科学省

等が開催する研修会、

会議等で報告や講義

を行う（7-9 参照）な

どを通じ、成果の普及

及び活用を図ること

ができた。 

上記のとおり、年度

計画における全ての

目標を達成したほか、

有用な知見を得ると

ともにその成果の普

及及び活用につなげ

る等所期の目標を上

られる体験やそれによって育ま

れる力を改めて検証し、それら

を体系的に整理した。また、社会

を生き抜くために体験を通じて

育成したい資質・能力として 12 

の資質・能力、それらの成長を支

える体験として 20 の体験を選定

し、「多様な体験を土台とした子

供の成長を支える環境」として

整理した報告書（中間まとめ）を

機構ホームページに掲載した。

今後は、報告書を基に研究成果

の活用や普及を行う予定であ

り、子供の生活環境の中に意図

的、計画的に多様な体験の場や

機会を作っていく際の指標にな

ることが期待される。 

 

・平成 30年度に作成した「社会

を生き抜く力」を構成する 4 つ

の資質・能力（へこたれない力・

意欲・コミュニケーション力・自

己肯定感）をテーマにしたパン

フレットに、新たに「子どもの読

書活動の実態とその影響・効果

に関する調査研究」と「子供の頃

の読書活動の効果に関する調査

研究（速報版）」の調査結果を加

え、読書活動の大切さや親子で

の読書活動のつながりについて

の内容を改定し、機構ホームペ

ージに掲載するとともに各教育

施設を通じて青少年団体等への

普及を図った。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・青少年教育のナショナルセン

ターとして、引き続き、現代の青

少年を取り巻く課題や国の施策
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（２）調査研究成

果の普及及び活

用 

 調査研究の成果

等を、機構が実施

する各種事業の企

画・立案に適切に

反映させるととも

に、中期目標期間

中に、青少年教育

に関する資料や調

査結果等に関する

データベースを拡

充し、広くこれら

成果の活用を図

る。 

また、調査研究

の成果を普及する

ため、調査結果に

関する記事を雑誌

等へ積極的に掲載

するほか、学会や

全国的な会議等に

おける発表の機会

を前中期目標期間

の実績の３０％以

上増加させる。 

（前中期目標期間

実績：１５回） 

 

 

（２）調査研究成

果の普及及び活

用 

調査研究の成果

等を活用し、機構

が実施する事業の

企画・立案等に適

切に反映させるな

ど、事業の検証改

善を図る。 

また、研究機関

等における青少年

教育に関する研究

が推進されるよ

う、青少年教育に

関する資料や、機

構が実施した調査

研究の個票データ

などをデータベー

スに追加するな

ど、調査研究の成

果等を広く提供す

る。 

さらに、調査研

究の成果等を普及

するため、調査結

果に関する記事を

雑誌等へ積極的に

掲載するほか、学

会や全国的な会議

等における発表の

機会を前中期目標

期間実績の３０％

以上増加させる。 

 

（２）調査研究成

果の普及及び活

用 

① 体験活動の重

要性等に関する調

査結果を簡潔に取

りまとめたパンフ

レット等を作成・

配布するととも

に、Web 掲載等を

活用した調査研究

の成果の普及に努

める。 

② 機構が実施し

た調査結果につい

ては、個票データ

をデータベースに

追加するなど、ホ

ームページ等を活

用して広く提供す

る。 

③ 調査結果に関

する記事を雑誌等

へ積極的に掲載す

るほか、全国規模

の会議等での発表

や説明の機会を設

け、調査結果の普

及に努める。 

 

か。 表したものであり、今後、子供の生活環境の中に意図的、計画的に多様な体験の

場や機会を作っていく際の指標になると考えている。 

以上の研究成果は報告書（中間まとめ）として取りまとめ、機構ホームページ

に掲載した。令和 2年度は、この報告書を基に研究成果の活用や普及に努める予

定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②大学生のボランティア活動等に関する調査 

青少年の発達段階に応じた体験活動の充実方策を検討する上での基礎資料を

得るため、大学や短期大学の学生たちのボランティア活動や社会貢献活動に関

する意識についての現状を把握することを目的として本調査を実施した。 

平成 30 年度に、30 年 3 月に開催された「第 6 回学生ボランティアと支援者

が集う全国研究交流集会」において実施したアンケートによる予備調査の分析

を行った。これを踏まえて、31年 2月に全国の 4年制大学及び短期大学に通う

学生（大学院生、研究員等を除く）を対象として、Web 調査を実施し、有効とな

る 2,176 人を分析の対象とした。 

その結果、大学生のボランティア活動等への参加状況や、ボランティア活動、

社会貢献活動の実施状況等と子供の頃の体験、社会を生き抜く資質・能力の関

係等について明らかになった。 

例えば、大学生のボランティア活動・社会貢献活動について、「自主的に参

加」したものと「授業等で参加」したものの双方について調査したところ、大

学入学後に、ボランティア活動・社会貢献活動に参加したことがある学生は全

体の 37.5％であり、全体では、「自主的に参加」したことがある割合は合計で

回る成果が得られた

ためＡ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

実施した調査研究

の結果やデータ等が

さらに普及啓発の根

拠として全国に活用

されるように、分かり

やすい調査概要資料

の作成、調査データを

引用したリーフレッ

ト等の作成、配布に加

え、教育関係誌等への

寄稿や機会を捉えた

プレスリリース、調査

研究報告書等の Web

上での情報発信に取

り組む。 

さらに、現代の青少

年教育の課題に対応

した調査研究を今後

も引き続き、計画的に

実施していく。今後

は、企業や民間団体・

研究機関、大学等の教

育機関との連携を積

極的に行い、多角的な

視野で調査研究して

いくことも必要であ

る。 

を踏まえつつ、今後の青少年教

育の振興に資する調査研究を実

施していただきたい。 

 

・調査研究による成果やデータ

を活用し、事業の企画・立案や体

験活動プログラムの開発に反映

するよう努めていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

図 7-1 【多様な体験を土台とした子供の成長を支える環境】 
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30.7%（「自主的に参加」のみ＋両方）、「授業等で参加」したことがある割合は

合計で 14.4％（「授業等で参加」のみ＋両方）であった。一方、今まで参加した

ことがない学生の 6 割が、今後、活動を「可能ならしてみたい」と回答してお

り、大学や青少年教育施設・団体等が連携しながら、こうした学生に活動の機

会を提供することの重要性が示唆された。 

令和元年度は、前述の調査結果をとりまとめ、報告書を作成し、公表した。 

 

③JICA 等関係機関と連携した、青年海外協力隊帰国者の青少年期の体験活動と現

在の意識等に関する調査研究 

我が国の青少年の内向き指向が指摘される中にあって、自らの意思で日本を

飛び出して発展途上国での協力活動に取り組んだ青年海外協力隊・日系社会青

年ボランティア（以下「青年海外協力隊等」という。）の帰国者を対象に、幼少

期の体験が青年海外協力隊等への参加の意思決定にどのように影響している

か、また、当該対象者が現地での協力活動等を通じて感じた意識・行動等の変

化を調査し、帰国後の人生にどのような影響があったかを把握することを目的

として、本調査を企画した。 

平成 30 年度は、平成 7年度～26 年度の間、海外で任務された男女 14,509 人

に郵送による質問紙法で調査を実施し、4,763 人からの回答を得られた（回収率

32.7％）。  

令和元年度では、調査結果を取りまとめ、報告書を作成した。令和 2年度に、

その調査結果を公表する予定である。 

 

④ 子供の感受性の差を踏まえた自然体験活動の効果に関する調査研究 

都市化による気候変動や環境問題の深刻化等が進む中、自然環境と向き合う

意識を育むために自然体験を通じてその感性を涵養する必要性が指摘されてい

る。本調査研究では、環境教育的視点を考慮し、SPS（感覚処理感受性）の高低

が、自然体験の効果にどのような影響を与えるかを明らかにする。また、SPS が

自然体験の効果を促進し、豊かな感性を育み、心身の健康を良好な状態にする

可能性を仮定し、個人の SPS 差異を意識したプログラム開発や指導方法開発に

発展させることを見据えている。 

令和元年度は、環境教育の視点をもつ大学や教育機関との連携体制を構築し、

令和 2 年度に、幼児期から青年期（中学生）までを対象に、各教育施設や他機

関のフィールドで調査を実施予定である。 

 

（３）その他の調査研究 

 ① 青少年教育施設におけるけが・病気等の発生状況に関する調査研究 

令和元年度も危機管理マニュアル策定指針に基づいた「危機管理マニュアル」

及び「危険度が高い活動プログラムにおける安全対策マニュアル」に基づく各

マニュアルの点検・見直し等を行い、利用者の安全性の確保に努めてきた。（第

9章参照） 
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さらに安心・安全な教育環境の提供を行うため、教育施設において発生した

傷病の分析を令和元年度も実施した。 

この調査研究は、教育施設で起きた事故や傷病の発生状況を把握するととも

に、その傾向や要因を検証し、教育施設の安全管理の改善や安全対策の充実す

ることを目的に、平成 30年度から実施している。 

令和元年度は、平成 30 年度（4 月～3 月）の利用団体を対象に調査を実施し

た。主な調査結果は以下のとおりである。 

・平成 30年度の傷病の発生件数は 3,469 件（負傷 1,141 件、疾病 2,328 件）で

あった。 

・負傷の発生が多かった活動ごとに発生した症状をみると、スポーツ活動（野

球、サッカー、テニス等）では「打撲」「ねんざ」「虫さされ」、野外炊事では

「やけど」「きり傷」「虫さされ」、自由時間では「打撲」「きり傷」「すり傷」

が多くなっていた。 

・疾病の症状をみると、発熱、頭痛、吐き気、腹痛、嘔吐が上位を占めており、

いずれの症状も「疲労」が主な要因として挙げられていた。 

・傷病者の年齢期ごとに傷病の発生件数をみたところ、負傷、疾病ともに「小

学生」（負傷 405 件、疾病 961 件）が最も多く、傷病の発生件数の 4割弱を占

めていた。  

以上の分析結果は、概要版を取りまとめ、各教育施設の次長が一堂に会する

会議及び全国青少年教育施設所長会議で報告し、各教育施設における安全管理

意識の向上に役立てた。 

なお、引き続き各教育施設で起きた事故や傷病の発生状況を把握するととも

に、分析を行うこととしている。 

 

②国立青少年教育施設での勤務経験による資質能力の向上に関する調査研究 

本調査研究は、国立青少年教育施設に都道府県等教育委員会から派遣される 

学校教員が減少傾向にあることを踏まえ、国立青少年教育施設における勤務に

より向上する資質能力等の有用性のエビデンスを得ることを目的としている。 

近年、学校には、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進や平

成 29・30 年改訂学習指導要領が示した「社会に開かれた教育課程」の実現のた

めに、地域社会との連携・協働が求められており、学校教員には教科等の指導

力や生徒指導力とともに、地域社会の方々とのコミュニケーション力や地域の

教育的資源を活用するマネジメント力が求められる。国立青少年教育施設で勤

務することによりこれらの資質能力が習得・向上することについて、根拠を持

って示すことができれば、学校教育と青少年教育の両方にとってメリットとな

る可能性がある。 

令和元年度は、機構の元企画指導専門職及び現職の企画指導専門職にインタ

ビュー調査を行い、令和 2年度で実施予定の質問紙調査の基礎的な知見を得た。

また、現職の企画指導専門職には、「勤務経験により向上する資質能力等」及

び「資質能力の向上につながった業務等」の自由記述による Web 調査を行った。 
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今後、得られた調査結果は、企画指導専門職等を派遣している都道府県等教

育委員会に提示する等、機構の教育委員会に対する人事施策に企てる他、機構

内の人材養成のための方策に企てる予定である。 

 

③ 学校利用における国立青少年教育施設利用感想文等を対象とした集団宿泊活

動の効果に関する調査研究 

子供たちが国立青少年教育施設を利用したことにより、内面にどのように受

け止められ、影響しているのかについて、感想文の記述内容から明らかにし、

今後の施設運営及び機構の存在意義を示す一助に資することを目的としてい

る。 

令和元年度は、国立施設を利用した学校の児童・生徒による感想文 1,500 程

度を定量化するために、テキストデータに変換した。今後は、計量テキスト分

析ソフトウェアを用いて量的分析を行うとともに、各施設の共通的事項及び施

設の特徴的事項について分類を行う等の質的分析を行う予定である。 

  

２．調査研究成果の活用及び普及 

（１）調査研究結果に関する広報物等の作成及び活用 

① 報告書 

令和元年度に公表した調査結果については、機構のホームページに掲載する

とともに、それぞれ報告書を作成し、文部科学省や都道府県の青少年行政主管

課・教育委員会、関係機関・団体等に配布している。 

 

表 7-1 調査研究等の公表状況 

調査研究名称 公表時期 

 高校生の留学に関する意識調査報告書-日本・米国・中国・韓国の比較- 6 月 

 子供の頃の読書活動の効果に関する調査研究報告(速報版) 12 月 

 大学生のボランティア活動等に関する調査 3 月 

 青少年教育研究センター紀要第 8 号 3 月 

 発達段階に応じた望ましい体験の在り方に関する調査研究(中間まとめ) 3 月 

 

 ② 研究紀要 

「青少年教育研究センター紀要」（以下「紀要」という。）は、青少年にかか

る調査研究の視点から青少年教育の振興に寄与するため、青少年教育関係者や

大学院生からの投稿原稿を募集し、掲載している。令和元年度は紀要第 8 号を

作成し、機構のホームページに掲載するとともに、文部科学省、大学、関係機

関・団体等に配布した。なお、当紀要は 1) 特集、2）投稿原稿、3）調査研究報

告で構成している。 

特集は、テーマを「成長の土台としての子供の遊び～大人の向き合い方と環

境の整え方～」にて、有識者によるミニレクチャーと座談会を開催した。投稿

原稿は 9 本あり、学者等による査読を経て、論文 4 本、報告 3 本を掲載した。
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調査研究報告は、当該年度に研究センター及び機構各部・各教育施設が、取り

まとめた調査研究事業等で、掲載しており、今号は 4 件の調査研究報告を掲載

した。 

 

③ 調査結果を活用したパンフレット等の作成・配布 

体験活動の重要性を啓発するため、「子供の頃の体験が育む力とその成果に

関する調査研究」「高校生の心と体の健康に関する意識調査」「インターネッ

ト社会の親子関係に関する意識調査」の調査結果を簡潔に取りまとめたパンフ

レット等を作成し、各教育施設を通じて自治体や地域の青少年団体等に配布し

ている。 

令和元年度では、平成 30年度に作成した「社会を生き抜く力」を構成する 4

つの資質・能力（へこたれない力・意欲・コミュニケーション力・自己肯定感）

をテーマにしたパンフレットに、新たに「子どもの読書活動の実態とその影響・

効果に関する調査研究」と「子供の頃の読書活動の効果に関する調査研究（速

報版）」の調査結果を加え、読書活動の大切さや親子での読書活動のつながり

についての内容を改定し、機構ホームページに掲載するとともに各教育施設を

通じて青少年団体等への普及を図った（図 7-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 【「社会を生き抜く力（パンフレット）」改訂版】 
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④ 調査結果の活用 

新たな調査結果を公表した際には、機構の調査研究報告書検索のデータベー

スに加えホームページに掲載するとともに、調査の個票データを研究者等が活

用できるようにするため、個票データの二次利用申請を受け付けている。令和

元年度は、個票データの二次利用申請が 26件あった。 

 

⑤ その他 

機構のホームページには、機構が実施した調査結果に加え、青少年施策に関

わる法令・審議会等の答申・各種統計データなどの情報を随時更新している。 

 

（２）調査結果の普及 

機構が実施した調査の結果については、前項記述の報告書、紀要、パンフレッ

トの作成等による調査研究結果の活用促進のほか、報道発表を通じて広く社会に

普及を行っている。 

令和元年 8 月に公表した「高校生の留学に関する意識調査」は、読売新聞、産

経新聞等全国紙を含む 4 紙、共同通信や日本経済新聞 Web 等の Web サイトでの掲

載 6件の合計 10 件が引用・掲載された。 

また、同年 12 月に公表した「子供の頃の読書活動の効果に関する調査研究（速

報版）」では、読売新聞、産経新聞等全国紙を含む 3 紙、共同通信や日本教育新

聞 Web 版等の Web サイトでの掲載 6件の合計 9件に掲載された。 

この他、これまでに機構が実施した他の調査結果についても、教育委員会や関

係機関・団体等の資料に新たに引用され、新聞記事にも掲載されるなど、調査結

果の普及が図られている。 

また、公益社団法人日本教育会が発行している「月刊『日本教育』」では 10 月

号に、これまでの調査結果を基に機構の自然体験をはじめとした体験活動の重要

性についての調査結果と体験活動を通した青少年の自立を支援する機構の取組を

掲載し、「SYNAPSE（シナプス）」では 5月号に「小中学校の集団宿泊活動に関す

る全国調査」の調査結果を、「社会教育」では 10月号に「高校生の留学に関する

意識調査」の調査結果を掲載した。 

さらに、本部で実施する全国規模の会議や研究集会（「全国青少年教育施設所

長会議・施設研究集会」「全国青少年相談研究集会」）で参加者に対して解説・紹

介を行ったほか、「日本野外教育学会第 22回学会大会」等に機構職員が参加して

の調査結果発表、文部科学省等が開催する研修会、会議等で報告や講義を行う（7-

7 参照）など、成果の普及に努めた。 

 

４．その他参考情報 

決算額増の理由：寄附金収入等を財源とした事業費の増及び施設整備費補助金補正予算等の追加交付による増。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－６ 青少年教育団体が行う活動に対する助成 

業務に関連する政策・

施策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

活 動 機

会 の 提

供人数 

計画値 通年で 40 万

人程度 
― 400,000 人 400,000 人 400,000 人 400,000 人 

 予算額（千円） 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000  

実績値 ― ― 665,569 人 664,222 人 599,385 人 537,516 人  決算額（千円） 2,341,159 2,219,444 2,178,065 2,164,134  

達成度 ― ― 166％ 166％ 150％ 134％  経常費用（千円） ― ― 2,185,312 2,166,337  

         経常利益（千円） ― ― ― 21  

         行政コスト（千円） ― ― 2,100,582 2,180,330  

         従事人員数 12 11 11 14  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 子供たちの健

全育成のために

は、ＮＰＯ、企業

など民間の役割

が 不 可 欠 で あ

り、特に地域に

おける民間主導

の子供の健全育

成のための活動

は重要であるこ

とから、主に地

域レベルで青少

年教育団体が行

青少年教育

団体が行う①

子供の体験活

動の振興を図

る活動、②子

供の読書活動

の振興を図る

活動、及び③

インターネッ

ト等を通じて

提供すること

ができる子供

向けの教材の

青少年教育

団体が行う体

験活動や読書

活動に対して

助成金を交付

し、４０万人

程度の子供に

活動機会を提

供する。 

また、１活

動あたりの子

供の参加人数

を増加させる

＜主な定量的指標＞ 

【青少年教育団体が

行う体験活動や読書

活動に対する助成】 

・40万人程度の子供

に活動機会を提供し

ているか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・１活動あたりの子

供の参加人数を増加

させるため、助成活

＜主要な業務実績＞ 

「子どもゆめ基金」は、衆議院・参議院の超党派の国会議員により構成される「子どもの未来を考え

る議員連盟」が子供の未来のために有意義な基金の創設を発意し、平成 13 年 4 月に創設されたもので

ある。 

青少年の健全育成のため、民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験教室等の体験活動、

絵本の読み聞かせ等の読書活動、子ども向け教材を開発・普及する活動への支援を行っている。令和元

年度助成においては、5,744 件（対前年度比 784 件減）の応募があり、4,491 件（対前年度比 19 件増）

を採択し、4,127 件（対前年度比 52件減）に交付した（表 8-1 参照）。なお、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響による助成活動の取下が 51件、活動の廃止が 149 件あり、活動数が減少した。 

この助成により、537,516 人（対前年度比 61,869 人減）の子供たちに様々な体験活動や読書活動の機

会を提供する事業に対し支援を行うことができた。また、子供の体験活動や読書活動を支援する指導者

等を対象とした活動には、48,003 人（対前年度比 3,556 人減）が参加した（表 8-2 参照）。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

民間団体が行

う地域に密着し

た草の根的な活

動等に対して助

成金を交付し、

体験活動や読書

活動の機会や場

の充実を図り、

民間団体の活動

の一層の活性化

を 図 る と と も

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期

計画に定められた以上の業

務の進捗が認められるた

め。 

 

・中期計画で定める目標値

（毎年 40 万人程度）の

134.4％となる537,516人の

子供に活動機会を提供し、

民間団体の活動の一層の活

性化につながった。 
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う①子供の体験

活動の振興を図

る活動、②子供

の読書活動の振

興を図る活動、

及び③インター

ネット等を通じ

て提供すること

ができる子供向

けの教材の開発

を行う活動に対

して助成金を交

付し、体験活動

等の機会や場の

充実を図る。 

 これにより、

体験活動と読書

活動に対する助

成については、

中期目標期間中

に子供（０歳～

１８歳）の人口

の１割程度に活

動機会を提供す

る。 

 なお、上記目

標を達成するた

めの助成団体の

選定等具体的な

取組内容等につ

いては、中期計

画において記載

する。 

（前中期目標期

間実績：471,301

人 （ 年 平 均 ）

2,356,505 人／

21,001,000 人

（ ０ 歳 ～ １ ８

歳）人口＝１１.

開発を行う活

動に対して助

成金を交付す

る。 

こ れ に よ

り、体験活動

と読書活動に

対する助成に

ついては、毎

年４０万人程

度の子供（０

歳～１８歳）

に活動機会を

提供する。 

また、毎年の

応募状況等を

踏まえ、新規

に応募する団

体数の増加、

事業内容の質

の向上、１活

動あたりの子

供の参加人数

の増加等の観

点から、戦略

的に広報活動

を実施する。 

なお、助成団

体の選定にあ

たっては、客

観性の確保に

努めるととも

に、助成団体

のコンプライ

アンスの確保

の観点から、

募集説明会や

現地調査等に

おいて、適正

な会計処理及

ため、助成活

動 の 実 施 時

期・場所など

の情報をホー

ムページで広

く提供する。 

なお、助成

団体の選定に

あたっては、

外部有識者で

構成する委員

会を設置し、

選定基準を定

めて客観性の

確 保 に 努 め

る。助成団体

のコンプライ

アンスについ

ては、募集説

明会や現地調

査 等 に お い

て、適正な会

計処理及び罰

則等について

の周知徹底を

図る。 

動の実施時期・場所

などの情報をホーム

ページで広く提供し

ているか。 

 

・都道府県の体験活

動等担当者会議を開

催し、助成金の趣旨

について理解増進を

図り、助成団体への

支援を要請している

か。 

 

・助成団体の選定に

あたっては、外部有

識者で構成する委員

会を設置し、選定基

準を定めて客観性の

確保に努めている

か。 

 

・助成団体のコンプ

ライアンスについて

は、募集説明会や現

地調査等において、

適正な会計処理及び

罰則等についての周

知徹底を図っている

か。 

表 8-1 助成金の応募・採択状況 

助成対象 

活動区分 
年度 

応募状況 採択状況 確定状況 

応募
件数 

交付申請額 
採択件数 

交付決定額 
確定件数 

交付確定額 

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） 

体験活動 

令和元年度 5,042 2,406,376 3,957 1,429,406 3,622 1,132,737 

平成 30 年度 5,774 2,879,945 3,976 1,373,932 3,697 1,161,112 

増 △ 減 △732 △473,569 △19 55,474 △75 △28,375 

読書活動 

令和元年度 671 278,805 524 178,194 496 151,429 

平成 30 年度 708 292,466 487 147,899 473 132,446 

増 △ 減 △37 △13,661 37 30,295 23 18,983 

教材開発 

・ 

普及活動 

令和元年度 31 186,995 10 52,426 9 46,730 

平成 30 年度 46 298,849 9 49,274 9 43,146 

増 △ 減 △15 △111,854 1 3,152 0 3,584 

合  計 

令和元年度 5,744 2,872,176 4,491 1,660,026 4,127 1,330,896 

平成 30 年度 6,528 3,471,260 4,472 1,571,105 4,179 1,336,704 

増 △ 減 △784 △599,084 19 88,921 △52 △5,808 

 

表 8-2 助成活動への参加状況                                          

（単位：人） 

区  分 
平成 30 年度 令和元年度 増 △ 減 

体験活動 読書活動 計 体験活動 読書活動 計 体験活動 読書活動 計 

子供を対象とす
る活動 

782,014 73,861 855,875 693,945 73,427 767,372 △88,069 △434 △88,503 

 

うち子供の 
参加人数 

554,436 44,949 599,385 493,927 43,589 537,516 △60,509 △1,360 △61,869 

うち大人の 

参加人数 
227,578 28,912 256,490 200,018 29,838 229,856 △27,560 926 △26,634 

フォーラム等振興

普及活動・指導者

養成 

18,454 33,105 51,559 12,912 35,091 48,003 △5,542 1,986 △3,556 

合    
計 

800,468 106,966 907,434 706,857 108,518 815,375 △93,611 1,552 △92,059 

 

１．助成活動の募集 

（１）募集に係る広報の状況 

① 募集説明会の実施等 

令和元年度に実施した助成の募集説明会は、近年の応募件数の減少を踏まえ、全国 37 都道府県

55 か所（対前年度比 10か所増）での開催を計画した。しかしながら、台風の接近等の影響により

2会場で中止となった。同説明会では、応募書類の作成方法や対象経費等について説明するととも

に、適正な会計処理及び罰則等についての周知徹底を図った。 

これまでも各教育施設や一部の都道府県教育委員会と連携して全国各地で広く開催し、説明及

び情報交換を行ってきたが、平成 30 年度において最も申請件数が少なかった富山県で機構主催の

説明会を開催したところ、同県における令和 2年度（1次募集）は対前年度比 6件増の 20 件の申

請があった。さらに、江田島青少年交流の家、親子でつくろう体験の和実行委員会（事務局：能

登青少年交流の家）、鳥取県「体験の風をおこそう」実行委員会の 3つの団体と連携することに

より、新たに広島市、羽咋市、倉吉市の 3か所において開催することができた。 

に、約 54 万人の

子供に活動機会

を提供し、年間

計画に定める数

値目標（40 万人

程度）を大幅に

上回って達成し

た。 

平成 27年度か

らは子供の貧困

対策の一環とし

て、通常は助成

対象外とされて

いる参加者の交

通費・宿泊費な

どの自己負担経

費を助成対象と

することで、経

済的に困難な状

況にある子供の

負担が軽減され

るよう措置を講

じており、令和

元年度は 137 件

の活動を支援し

た。 

助成活動の周

知を図るため、

助成活動の事例

と申請時のポイ

ントをまとめた

「子どもゆ基金

ガイド」を作成

し、情報提供を

図ったほか、「子

どもゆめ基金助

成活動情報サイ

ト」において、助

成活動の実施時

期・場所などの

 

・助成金の募集説明会を全

国 35 都道府県 53 か所（対

前年度比 8 か所増）で開催

し、応募書類の作成方法や

対象経費等について説明す

るとともに、適正な会計処

理及び罰則等について周知

徹底を図った。 

 

・平成 30 年 3 月から運用開

始した 「子どもゆめ基金助

成活動情報サイト」に活動

内容を掲載し、広く情報提

供することにより、1活動あ

たりの子供の参加人数は、

130 人となった。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、新規団体への広

報の充実など、応募件数の

拡大及び参加者の増加に努

めていただきたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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２％） び罰則等につ

いての周知徹

底を図る。 

そのほか、他団体主催会議にも出向くなど、様々な機会を活用して子どもゆめ基金の広報を行

った。 

 

② 周知を図る取組 

 図 8-1【子どもゆめ基金助成金活動情報サイト】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助成金の応募状況（表 8-1、8-3、8-4 参照） 

令和元年度助成活動の分野別の応募件数は、体験活動 5,042 件、読書活動 671 件、教材開発・普

及活動 31件の合計 5,744 件（対前年度比 784 件減）であった。 

なお、応募団体数は、3,037 団体（対前年度比 274 団体減）であり、このうち新規の応募団体数

は、655 団体（対前年度 52 団体減、全体の 21.6％）であった。 

 

表 8-3 助成金の応募状況                            （団体種別団

体数・割合） 

 

   

 

 

 

 

表 8-4 助成金の応募状況（新規団体数）        （単位：団体） 

団体種別 平成 30 年度 令和元年度 増 △ 減 

新規団体数 
707 655 △52 

(21.4%) (21.6%) （0.2%） 

 

（３）助成金応募団体の分布状況（表 8-5 参照） 

令和元年度の助成金応募団体数は合計 3,037 団体であり、都道府県別に見ると、東京都（424 団体）、

大阪府（233 団体）、北海道（145 団体）の応募が多かった。 

 

団 体 種 別 
平成 30 年度 令和元年度 増 △ 減 

応募団体数 割合(％) 応募団体数 割合(％) 応募団体数 

財団法人・社団法人 551 16.6 298 9.8 △253 

特定非営利活動法人 800 24.2 688 22.6 △112 

法人格を有しない団体等 1,960 59.2 2,051 67.5 91 

合     計 3,311  3,037  △274 

情報を広く提供

している。 

これらのことか

ら、年度計画に

おける所期の目

標を上回る成果

が得られたため

Ａ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、多

くの子供たちに

様々な体験活動

等の機会を増加

させるため、助

成活動の実施時

期・場所などの

情報をホームペ

ージで広く提供

するとともに、

助成金の一層の

周 知 を 図 る た

め、地域の関係

機関・団体へ働

きかけを行って

いく。特に、応募

の少ない県に対

しては重点的に

募集案内などを

行 う 必 要 が あ

る。 

助成活動の事例と申請時のポイントをまとめた
「子どもゆめ基金ガイド」を作成し、全国の関係機
関等へ配布するとともに、ホームページに掲載し広
く情報提供を行った。 

また、1 活動あたりの子供の参加人数を増加させ
るため、平成 30 年 3 月から「子どもゆめ基金助成活
動情報サイト」の運用を開始し、助成活動の実施時
期・場所などの情報を広く提供している。これらの
取組により、1 活動あたりの子供の参加人数は、130
人であった。なお、令和元年度のトップページアク
セス数は 78,964 件であった。 
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表 8-5 助成金の応募状況（団体所在地都道府県別） 

都道府県 
令和元年度 

応募団体数 

令和元年度 

応募件数 

令和元年度 

採択件数 

令和元年度 

確定件数 

北海道 145 289 244 218 

青森県 33 63 42 36 

岩手県 29 41 33 31 

宮城県 38 65 56 49 

秋田県 14 24 20 20 

山形県 26 36 28 26 

福島県 28 56 47 46 

茨城県 60 94 72 68 

栃木県 61 109 73 67 

群馬県 32 58 45 44 

埼玉県 102 204 174 167 

千葉県 114 273 220 204 

東京都 424 799 644 587 

神奈川県 165 268 200 174 

新潟県 58 96 74 71 

富山県 13 19 16 15 

石川県 37 58 43 40 

福井県 25 28 26 25 

山梨県 37 75 53 51 

長野県 57 91 65 59 

岐阜県 46 85 61 59 

静岡県 67 121 86 73 

愛知県 111 199 138 121 

三重県 38 60 55 47 

滋賀県 37 62 49 49 

京都府 73 147 121 115 

大阪府 233 471 340 320 

兵庫県 122 248 179 172 

奈良県 45 84 66 61 

和歌山県 41 67 54 41 

鳥取県 14 25 23 22 

島根県 19 27 22 20 

岡山県 58 106 82 78 

広島県 26 44 32 27 

山口県 31 47 42 42 

徳島県 41 69 57 54 

香川県 34 62 41 37 

愛媛県 51 106 91 83 

高知県 18 45 44 41 

福岡県 143 270 215 186 

佐賀県 15 43 38 38 

長崎県 22 40 35 35 

熊本県 46 71 51 47 

大分県 17 31 23 21 

宮崎県 30 81 69 68 

鹿児島県 134 347 269 242 

沖縄県 27 40 33 30 

合計 3,037 5,744 4,491 4,127 
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２．選定手続き等の客観性の確保 

（１）選定手続きの状況  

①  審査委員会組織及び審査体制 

助成の審査を専門的見地から行うため、審査委員会の下に、自然体験活動専門委員会（4 委員

会）、科学体験活動専門委員会（1委員会）、交流体験活動専門委員会（3 委員会）、社会奉仕・

職場・その他の体験活動専門委員会（3委員会）、読書活動専門委員会（1 委員会）、教材開発・

普及活動専門委員会（1委員会）の各専門委員会（13 委員会・41 人）を設置している。 

 

② 審査委員会委員及び専門委員会委員の選任 

審査委員の任期は、子どもゆめ基金審査委員会規程により 2年としている。令和元年度助成は、

男性 12 人、女性 3人の計 15 人が審査委員として審査に当たった。また、男性 30 人、女性 11 人

の計 41 人が専門委員として審査を行った。 

 

③ 審査委員会及び各専門委員会の審査状況 

令和元年度助成の審査については、平成 30 年 11 月から翌 3 月にかけて実施した。審査は、審

査委員会が定めた助成金交付のための基本方針を踏まえ、各専門委員会が審査の方法等について認

識の共有を図った上で助成対象活動の評定を行い、その結果を審査委員会へ報告している。 

審査委員会においては、各委員会の評定結果に基づき、助成対象活動の採択を行うことで、客観

性の確保に努めた。 

 

（２）選定手続き等の客観性の確保に関する取組 

審査状況や採択結果のほか、助成金交付の基本方針（選定基準）、審査委員・専門委員名をホー

ムページに掲載するなど、客観性の確保に努めた。 

 

３．助成金の交付 

助成金交付に際しては、外部有識者から構成される「子どもゆめ基金審査委員会」に審査を諮問し、

特色ある活動を中心に助成するという基本方針のもと審査が行われ、5,744 件、2,872,176 千円の応募

に対し、4,491 件（採択率 78.2％）、1,660,026 千円の交付決定を行った。 

 

（１）特色ある活動への助成 

特色ある活動として次のような取組に対して助成を行った。 

① 小学生から大人までを対象に、SGDs 目標 3「すべての人に健康と福祉を」への理解を深めると  

ともに地域の健康課題の解決方法や健康的な生活習慣を考えることを目的として、スタンプラリ

ーやディスカッションによる SGDs についての学習やニュースポーツの体験を実施する取組。 

② 視覚に障がいのある子供を対象とし、自身の手で実験や観察等の科学活動を行い、学ぶ喜びを体  

験することを目的として、花や葉の香りの抽出液を用いたアロマ作成や、標本・化石に直接触れ、

その特徴を発表する活動。 
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（２）経済的に困難な状況にある子供を対象とした活動への助成 

「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26 年 8 月 29 日閣議決定）を踏まえ、経済的に困難な状況

にある子供を対象とした活動について、通常は助成対象外とされている参加者の交通費・宿泊費など

の自己負担経費を特に助成の対象とすることで、参加者の負担が軽減されるよう平成 27 年度から措

置を講じている。令和元年度においては、137 件（対前年度比 11件増）の活動に支援し、家庭ではな

かなか行えないキャンプ体験やマリンスポーツ体験、幅広い年齢層のボランティアとの交流等を通し

て、自然への感謝や自然と触れ合うことの楽しさ、共に考え協力し合うことの大切さを学んでもらう

などの取組を推進した。 

 

４．適正な助成に向けた取組 

助成活動の実施状況と経理状況を確認するため、対前年度比 6 件増の 79 件を抽出し調査を行い、適

正な会計処理及び罰則等についての周知徹底を図った。なお、調査結果は概ね適正であったが、関係書

類の管理に不備が見受けられた団体については、改善するよう指導した。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－７ 共通的事項 

業務に関連する政策・

施策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 
政策目標 1-5 家庭・地域の教育力の向上 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人国立青少年教育振興機構法第３条 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間 最終 年度値

等） 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

 平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

ホ ー ム

ペ ー ジ

総 ア ク

セ ス 件

数 

計画値 通年で 340 万

件 
― 3,400,000 件 3,400,000 件 3,400,000 件 3,400,000 件 

 予算額（千円） 
7,199,953 7,030,783 6,924,733 6,946,615 

 

実績値 ― ― 5,139,632 件 5,285,786 件 5,700,000 件 6,000,000 件  決算額（千円） 8,237,812 7,841,395 7,415,414 7,868,263  

達成度 ― ― 151％ 155％ 168％ 176％  
経常費用（千円） ― ― 7,183,543 7,268,128 

 

         経常利益（千円） ― ― 362 △74,701  

         行政コスト（千円） ― ― 6,830,840 9,571,447  

         従事人員数 368 372 372 363  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 上記の１～６に

掲げる各業務間の

有機的な連携を推

進するとともに、各

業務の性質に応じ

て、以下の内容につ

いて取り組む。 

 

（１）広報の充実 

国民の青少年教

育に対する理解を

上記の１～６に

掲げる各業務間の

有機的な連携を図

るとともに、各業務

の性質に応じて、以

下の事項を行う。 

 

 

（１）広報の充実 

機構が実施する

各種事業や調査研

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）広報の充実 

① 教育事業や調

査研究の結果等に

＜主な定量的指標＞ 

・ホームページ総ア

クセス件数 340 万件

を達成できている

か。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・プレスリリース等

を行いマスメディア

で取り上げられるよ

＜主要な業務実績＞ 

機構は、我が国の青少年教育に対する理解増進や体験活動を推進する

社会的気運の醸成のため、様々なエビデンスを基にその必要性を発信し

ていくことが求められている。令和元年度は、理事長のリーダーシップ

の下、広報官（平成 29 年 4 月設置）を中心に広報計画を策定し、機構

横断的に必要な情報を集約するとともに、「民間企業等連携促進室」（平

成 30 年 2 月設置）を中心に機構全体で民間企業等との連携を強化し、

教育事業等の質的及び量的な拡充及び広報の充実に取り組んだ。 

また、各業務及び事業に関する自己点検・評価を実施するとともに、

その結果について外部検証を行い、業務の改善に反映させている。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

広報の充実とし

ては、「高校生の留

学に関する意識調

査」や「子供の頃の

読書活動の効果に

関する調査研究報

告（速報版）」の成

果について、文部

科学省の記者クラ

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中期計画に

定められた以上の業務の進捗が

認められるため。 

 

（１）広報の充実 

・民間企業等の広報力を活用した

鉄道の中吊り広告や各駅構内の

チラシ配架、連携企業の広報冊

子、WEB サイト、記者会見など、
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増進し、体験活動を

推進する社会的気

運を醸成するため、

機構の業務全体に

ついて、インターネ

ットやマスメディ

ア等を積極的に活

用した広報を広く

展開する。具体的に

は、機構ホームペー

ジやマスメディア

を活用した最新情

報の発信、体験活動

や基本的な生活習

慣等の重要性に関

する啓発資料の作

成・配布、各種フォ

ーラム等の開催、更

に企業との連携に

よるＰＲ活動など

の取組を策定した

計画に基づき実施

する。 

また、各業務の成

果について、事例の

収集に努め、公立の

青少年教育施設や

関係機関・団体等へ

の普及を積極的に

推進し、本部及び機

構が設置する２８

施設のホームペー

ジ総アクセス件数

について年間平均

３４０万件を達成

する。 

（前中期目標期間

実績：３３７万件

（年平均）） 

 

究の結果等につい

ては、①インターネ

ットやマスメディ

アを活用した情報

発信、②体験活動や

基本的な生活習慣

等の重要性に関す

る啓発資料の作成・

配布、③各種会議や

フォーラム等の開

催、④企業との連携

によるＰＲ活動等

を策定した計画に

基づき実施し、「体

験の風をおこそう」

運動や「早寝早起き

朝ごはん」国民運動

の理解増進に努め

る。 

また、各業務の成

果について、事例の

収集に努め、公立の

青少年教育施設や

関係機関・団体等へ

の普及を積極的に

推進する。これらの

取組を通して、本部

及び機構が設置す

る２８施設のホー

ムページ総アクセ

ス件数年間平均３

４０万件を達成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、プレスリ

リース等を行いマ

スメディアに取り

上げられるよう努

める。 

② 体験活動を推

進する社会的気運

を醸成するため「体

験の風をおこそう

フォーラム」や、「早

寝早起き朝ごはん

全国フォーラム」を

実施する。 

③ 体験活動や基

本的な生活習慣等

の重要性について

広く周知するため

に、リーフレット等

の各種啓発資料を

作成し、全国規模の

会議やイベント等

を通して関係機関・

団 体や保護者等へ

配布する。 

④ 機構の取組に

賛同する企業のCSR

活動と連携した広

報活動の充実を図

る。 

⑤ 本部ホームペ

ージのリニューア

ルを図るとともに、

各施設のホームペ

ージの掲載情報を

随時見直し、最新情

報の掲載に努める

ことにより、ホーム

ページ総アクセス

件数３４０万件を

達成する。 

う努めているか。 

 

・リーフレット等の

各種啓発資料を作成

し、全国規模の会議

やイベントを通じて

関係機関・団体や保

護者等へ配布すると

ともに、機構の取組

に賛同する企業と連

携したＰＲ活動の充

実を図っているか。 

 

・体験活動を推進す

る社会的気運を醸成

するため「体験の風

をおこそうフォーラ

ム」や、「早寝早起き

朝ごはん全国フォー

ラム」を実施してい

るか。 

 

・本部及び 28 施設

のホームページの掲

載情報を随時見直し

たか。 

 

・アンケート調査を

もとに事業参加者の

ニーズ等を分析し、

事業の質の向上、改

善に反映させたか。 

 

・外部有識者からな

る評価委員会による

外部評価を行い、そ

の評価結果を「自己

点検・評価報告書」

としてまとめ、公表

しているか。 

 各業務の実施にあたっては、利用者、関係者及び職員等の安全の確保

を図り、日常的な点検・改善整備等を通じて、安全安心な教育環境を確

保している。 

 

１．広報の充実 

（１）メディアの活用 

① 調査研究結果等のプレスリリース（第 7章再掲） 

機構が実施した調査の結果について、報告書、紀要、パンフレッ

トの作成等による調査研究結果の活用のほか、報道発表を通じて広

く社会に普及を行っている。 

令和元年６月に報道発表を行った「高校生の留学に関する意識調

査」は、読売新聞、産経新聞等全国紙を含む４紙、日本経済新聞 Web

等の Web サイトでの掲載６件、合計 10 件のメディアで取り上げら

れた。 

また、「子供の頃の読書活動の効果に関する調査研究報告(速報

版)」も、令和元年 12 月に報道発表を行い、９件（新聞３件、Web

記事６件）のメディアで取り上げられた。 

 

 ② 雑誌・新聞等への掲載 

ア. 各教育施設においてプレスリリースを行い、教育施設が所在する

地域の地方新聞に、事業等を通した各教育施設の体験活動推進の

取組等が掲載された（延べ 60紙、299 回）。 

イ．当機構の事業等に関する記事や写真を 4紙・誌（「日本教育新聞」

（発行：株式会社日本教育新聞社）、「教育ジャーナル」（発行：

株式会社学研教育みらい）、「SYNAPSE（シナプス）」（発行：株

式会社ジダイ社）、「月刊公民館」（発行：公益社団法人全国公

民館連合会））に年間を通じて連載している。また、令和元年度

より「マナビィ・メールマガジン」（発行：文部科学省）におい

て、各教育施設の紹介記事を掲載している。 

 ウ．「毎日新聞」（６月 23日、９月８日、３月 26 日掲載）に夏休み

の過ごし方や生活リズム等について理事長のインタビューを掲

載した。また、「内外教育」（時事通信社発行）の 6803 号（１

月）の巻頭に「全国高校生体験活動顕彰制度」についての理事長

コラムを掲載した。 

エ．「月刊日本教育」（公益社団法人日本教育会発行）10月号、「社

会教育」（一般社団法人日本青年館）10 月号、「初等教育資料」

（文部科学省教育課程課・幼児教育課）8月号、「中等教育資料」

（文部科学省教育課程課）10月号等において、当機構が実施した

調査結果や、体験活動を通した青少年の自立を支援する当機構の

取組について掲載した。また、「青少年問題」7月 675 号（一般

ブを利用して積極

的にプレスリリー

スした結果、新聞

やＷｅｂサイトに

取り上げられ、広

く国民に周知でき

たほか、日本教育

新聞等（４誌）に機

構の取組を連載す

ることに加え、新

たに「マナビィ・メ

ールマガジン」（発

行：文部科学省）に

おいて、各教育施

設の紹介記事を掲

載し、ＰＲ活動の

充実を図った。ま

た、広報官を中心

に、機構と東武鉄

道株式会社と連携

した結果、「育パパ

＆育ママ応援ファ

ミリーキャンプ」

を赤城で共催事業

（１回から２回に

拡大）として継続

実施することや、

募集告知の中吊り

ポスターを東武鉄

道路線（東京都、埼

玉県、神奈川県、群

馬県、栃木県）に掲

示するなど、企業

の広報力を活用す

ることができた。

平成 30 年度のホ

ームページ改良以

降、スマートフォ

ン対応、ＳＮＳで

の動画発信も取り

広報媒体の広がりと充実がうか

がえる。特に、令和元年度は新た

にスポーツ団体の全国総会を活

用した広報や、放送大学の番組制

作協力による広報など、多岐に渡

る広報活動を実施した。 

 

・機構ホームページ総アクセス件

数は、年度計画で定める目標値

（340 万件）の 176.5％となる約

600 万件となった。 

 

・新たな取組として、全教育施設

の職員を対象とした、効果的なプ

レスリリースの実施方法につい

ての研修や機構全体の発信力の

向上を目的とした広報研修を実

施し、広報に関する基礎や実施方

法を身に付ける機会を提供した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・より深化した広報研修の実施な

どにより、必要な知識や技術を身

に付けることで組織全体として

の広報力の強化に努めていただ

きたい。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・SDGｓや ESD を推進する組織の

モデルとなるよう、SDGs 各目標に

対する目標を設定し、プログラム

のみならず組織体としての達成

度を指標とすることも検討して

いただきたい。 

 

・機構の多くの施設で実施されて

いる長期自然体験活動事業こそ

が、機構にしかできない事業であ

り、このような独自の魅力をマス
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（２）各業務の点

検・評価の推進 

各業務及び事業

に関する自己点検・

評価を実施すると

ともに、自己点検・

評価の結果につい

て外部検証を行い、

その結果を業務の

改善に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各業務におけ

る安全性の確保 

各業務の実施に

当たっては、安全に

関する情報の速や

かな共有に努め、利

用者、関係者及び職

員等の安全の確保

に万全を期する。 

 

 

（２）各業務の点

検・評価の推進 

各業務及び事業

の検証を行うため、

対象者や団体に対

してアンケート調

査等を行い、その結

果を随時改善に活

かす。 

また、毎年度、業

務全般に関する自

己点検・評価を行う

とともに、第三者に

よる外部評価を実

施し、評価結果を業

務の改善に反映す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各業務におけ

る安全性の確保 

各業務の実施に

当たっては、安全に

関する情報の速や

かな共有に努め、自

然災害等への対応

も含めて、利用者、

関係者及び職員等

の安全の確保を図

り、生活環境、安全

な野外活動環境の

整備に日々努める

とともに、日常的な

 

（２）各業務の点

検・評価の推進 

各業務及び事業

の検証を行うため、

アンケート調査を

もとに事業参加者

のニーズ等を分析

し、事業の質の向

上、改善に反映させ

る。 

また、毎年度の業

務全般について自

己点検・評価を行う

とともに、外部有識

者からなる評価委

員会による外部評

価を行い、その評価

結果を「自己点検・

評価報告書」として

まとめ、公表する。

評価結果について

は、次年度以降の業

務改善に適切に反

映させる。 

 

（３）各業務におけ

る安全性の確保 

利用者、関係者及

び職員等の安全の

確保を図るため、以

下の方策を講じる。 

① 「安全管理マニ

ュアル」や「危険度

の高い活動プログ

ラム安全対策マニ

ュアル」などの改

善・充実を図り、遵

守する。 

② 日常的な施設

 

・評価結果について

は、次年度以降の業

務改善に適切に反映

させているか。 

 

・「安全管理マニュ

アル」や「危険度の

高い活動プログラム

安全対策マニュア

ル」などの改善・充

実を図り、遵守して

いるか。 

 

・日常的な施設設備

及び教材教具類の保

守点検を実施してい

るか。 

 

・安全管理情報の共

有化を図るための

「事故データ集」を

改訂・配布している

か。 

 

・関係機関や民間団

体と連携し、国公立

青少年教育施設職員

や民間事業者等の安

全意識の高揚及び指

導技術向上のための

安全管理研修を実施

しているか。 

社団法人青少年問題研究会）で集団宿泊活動及び各教育施設の利

用促進や体験活動推進の広報を行った。 

オ．山陽新聞（岡山県）の子供新聞「さん太タイムズ」（6月 30日発

行）に「体験・遊びナビゲーター3～親子で遊ぼう～」で紹介して

いる親子で取り組める体験活動の記事「世界に一つだけの作品～

貝殻フォトフレーム～」が掲載された。併せて、紹介した活動の

動画を掲載している当機構のホームページについても併せて紹

介した。 

また、八百津町教育委員会（岐阜県）発行の「乳幼児期家庭教育

学級おたより」（6 月、7 月、11 月、12 月、1 月、2 月号）に、

「体験・遊びナビゲーター3～親子で遊ぼう～」で紹介している

「親子で遊ぼう（親子でできる幼児の運動遊び）」など、親子で

取り組める体験活動の記事を掲載された。 

 

 

（２）体験活動や基本的な生活習慣等の重要性に関する啓発資料の作

成・配布 

① 文部科学省における全国的な会議等での配布 

文部科学省主催の生徒指導担当者連絡会議、都道府県私立学校主

幹部課長会議等で、全国の教育行政関係者に教育施設や体験活動推

進に関するリーフレット等を配布した。また全国各地から幼稚園教

諭が参加する令和元年度幼稚園教育理解推進事業（中央協議会）に

おいて、機構の調査をまとめたリーフレット等を配布し、体験活動

推進と機構の利用促進を広報した。 

 

② 連携・協力団体等によるフォーラム・シンポジウム、イベント

等での配布 

公益社団法人全国幼児教育研究協会等の連携・協力団体が主催・

実施するイベント・フォーラム等において、全教育施設を紹介する

とともに、体験活動の推進に関するリーフレット等を参加者に配布

するなどして広報活動を実施した。 

 

③ 配布資料の活用 

 体験活動や基本的な生活習慣等の重要性に関する啓発資料は、地

方自治体や地域の青少年団体、学校等にも提供している。 

 例えば、具体的な体験（読書、手伝い、外遊び）とその効果につ

いて、機構が実施した調査結果を取りまとめた「読書 手伝い 外

遊び」を提供した幼稚園長から、「保護者会で配布し、家庭での体

験の重要性について伝えたい」との声があった。 

 

組んでいる。これ

らの取組を行った

結果、本部及び全

教育施設のホーム

ページ総アクセス

数については、数

値目標（340 万件）

を大幅に上回る

600 万件を達成し

た。 

また、「民間企業

等連携促進室」（平

成 30年 2月設置）

を中心に、本部及

び各教育施設にお

いて教育事業等の

質的及び量的な拡

充を図るため民間

企業等との連携に

継続して取組み、

継続企業及び複数

の新たな企業や関

連団体との共催事

業の実施や広報協

力、物品提供等を

得るとともに、企

業との連携により

広報やプログラム

を充実させた。ま

た、令和元年度は

連携促進のための

事業を新たに実施

し、連携の可能性

のある様々な企業

のＣＳＲ等担当者

に機構の取組を広

報するとともに情

報交換を行い、当

機構との連携をと

おした企業の青少

メディアの活用に加え、ホームペ

ージやＳＮＳでの動画配信など

の情報発信を積極的に行い、存在

感をアピールしていただきたい。 

 

・特に、研修支援や教育事業を実

施する際、子供に気付かせる、マ

ナーを身に付けさせるといった、

指導者の青少年に対する関わり

方についても引き続き検討し、よ

り高い教育効果が得られるよう

努めていただきたい。 

 

・広報においては、機構で専門性

を有する様々な人材をアピール

すると良い。 

 

・今後、教育委員会や大学だけで

なく、民間企業とも人事交流を行

い、機構の取組を周知すべきであ

る。 
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点検・改善整備等を

通じて、安心安全な

教育環境を確保す

る。 

設備及び教材教具

類の保守点検を実

施する。 

③ 安全管理情報

の共有化を図るた

めの「事故データ

集」を改訂・配布す

る。 

④ 関係機関や民

間団体と連携し、国

公立青少年教育施

設職員や民間事業

者等の安全意識の

高揚及び指導技術

向上のための安全

管理研修を実施す

る。 

（３）企業と連携した広報活動 

民間企業等連携促進室を中心に様々な形で民間企業と連携し、企

業の広報力を活用した広報活動に取組み、その充実を図っている。 

 

① 企業との事業共催による広報 

ア.列車中吊りポスター及び各駅構内のチラシ配架による広報 

令和元年度で２回目となる東武鉄道株式会社との共催事業「育パ

パ＆育ママ応援ファミリーキャンプ」（親子対象 1 泊 2 日）にお

いては、事業実施回数を秋・冬 2回に増やすことにより企業の広報

力を活用した情報発信の機会を増やした。沿線の各駅構内へのチラ

シ配架に加え、池袋・渋谷などの首都圏及び横浜まで直通する都市

部と、埼玉県・群馬県・栃木県で走行する列車内の全車両 1か所ず

つに約 4,000 部の募集告知ポスターを 2週間、秋と冬の 2回中吊り

告知したことにより、広く一般に機構の取組の一つを周知する広報

活動となった。 

また、旅行会社のホームページからの募集告知や、遠方の沿線地

域の学校への施設からのチラシ配布など、新たな地域への施設利用

広報も行い、鉄道沿線の広範囲から当機構の施設や取組を初めて知

った家族の参加が多くあり、新たな利用者確保にもつながるととも

に本事業をとおして新たな冬の活動場所や活動を開拓し、活動プロ

グラムの充実につながった 

「乗ってみたかった特急列車に乗ることができた」「家族単位

の旅行では体験できないことができて充実していた」「施設の職

員やボランティアの方が子供の相手をしてくれて助かった。」

「泊まってみたかった交流の家に宿泊するよい機会になった」な

ど、鉄道会社と当機構の特徴を活かし、子育て家族応援事業を実

施することができた。 
 

イ．旅行会社連携による広域対象者事業企画の試行 

令和元年度の新たな取組として、JR 東日本株式会社のグループ

会社である株式会社びゅうトラベルと連携し、共同企画事業として

「体験トラベル「フレテミーナ」」を企画した。この事業は東京か

ら新幹線を利用した花山での親子ツアーで、旅行会社の WEB を活用

して体験ツアーに興味のある親子に絞り募集広報を実施した。令和

元年度は企画段階までとなり、今後、ツアー事業実施には募集期間

確保等の課題解決が必要であるが、観光資源等を活用した地域連携

プログラム開発や広域対象者への情報発信の取組試行となった。 

 

ウ．展示・体験ブースの共催実施による広報 

平成 30 年度に引き続き、公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振

年教育への参画を

促し、青少年教育

振興における継続

的な連携に向けて

取り組んだ。 

さらに、各業務

における安全性を

確保するため、「危

機管理マニュア

ル」及び「危険度の

高い活動プログラ

ムにおける安全対

策マニュアル」に

ついて、令和元年

度も全教育施設で

マニュアルの見直

しを図るととも

に、点検を実施し

た。 

これらのことか

ら年度計画におけ

る所期の目標を上

回る成果を得られ

たためＡ評定とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

広報について

は、組織内での意

識をさらに高め、

組織全体としての

広報力を強化して

いくとともに、よ

り効率的・効果的

な広報についても

検証することとし

ている。 

また、民間企業

等との連携におい

ては「民間企業等
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興財団と連携し、「全国児童水辺の風景画コンテスト」の作品展

示会と、「水辺のいきもの・のりもの折り紙＆塗り絵ワークショ

ップ」を、同時開催で 8月にセンターで実施した(21 日間、

27,057 人)。当機構は、ワークショップの運営を行うほか、水辺

でできる体験活動や、全国の国立青少年教育施設をパネルで紹介

し、機構本部施設の来場者に機構の地方施設を知ってもらうこと

ができた。また、同財団広報誌でも機構の取組が紹介された。 

 

② 企業のプロジェクトに協力することによる広報 

当機構の利用促進や体験活動推進を図ることを目的に、株式会社富

士フイルムの呼びかけで始まった「ほめ写プロジェクト」に賛同団体

としての加盟登録を継続した。同プロジェクトは、家庭に写真を飾り

子供をほめることで、自己肯定感を育む活動を推奨するものである。 

令和元年度末に計画していた報道発表は新型コロナウイルス感染

症の影響で延期となったが、「ほめ写プロジェクト」で令和元年度初

めて実施した全国４か所でのアンバサダー養成研修では、全参加者に

当機構の資料を配布し、親子活動に興味のある人を対象に機構施設や

取組を広報する機会を得た。 

 

③ 企業の情報誌等への掲載と配布による広報 

令和元年度の新たな取組として、株式会社日経 BP が発行する情報

誌に編集協力し、体験活動推進に関する記事のほか機構の施設や事業

の紹介ページを掲載した情報誌（図 9-2）4 万部が全国の国立・私立

小学校に無料配布され、機構の情報を届けることができた。 

 

図 9-2 【機構情報を掲載した夏休みの過ごし方情報誌】 

 

 

 

④ 教育施設での企業連携による広報 

昨年度に引き続き、三瓶のチチヤス乳業販売製品である牛乳パッ

ケージでの施設紹介掲載や諫早の地元プロサッカーチーム応援うち

わへの施設紹介掲載のほか、 

ア.岩手山では、商工会議所への入会により加入 3800 社へ利用促進

チラシを配付 

連携促進室」を中

心に引き続き、企

業の青少年教育へ

の参画を促し、SDG

ｓなどの共通の目

標の把握や共有に

努めるとともに、

その課題解決に向

けた連携方策を検

討する。さらに、ガ

イドラインを作成

して公表するなど

様々な分野の多く

の企業との連携を

可能にするための

工夫や、持続可能

な連携のためのネ

ットワーク構築に

向けて引き続き取

り組んでいく必要

がある。 
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イ.妙高では、えちごトキめき鉄道株式会社のサポータークラブに協

賛し、施設パンフレットを駅の待合室に設置 

ウ.吉備では、イオングループが実施している「幸せの黄色いレシー

トキャンペーン」参加団体として年間活動報告を店内に掲示な

ど、各教育施設でも独自に企業との連携・協力を図り新たな広報

に取り組んだ。 

また、山口徳地が緑書房「日本の星空ツーリズム・見方・行き

方・楽しみ方」に機構全施設の紹介とともに特に星空観察に適し

た場所として掲載されたほか、地元テレビ局やラジオ局との連携

協力を通して各教育施設の事業や取組がそれぞれの地域で放送さ

れた。 

 

（４）関係機関・団体等と連携した広報活動 

① 全国規模・広域ブロック団体との連携による広報活動 

日本 PTA 九州ブロック研究大会、保育教諭養成課程研究大会等に

おいて、理事長をはじめ職員が、講演や説明を通して全国に発信す

る広報を行った。日本 PTA 九州ブロック研究大会では、登壇した当

機構理事長から機構を紹介するとともに九州・沖縄ブロック 5施設

を紹介するチラシを参加者全員に配布し、機構の周知に努めた。ま

た、ESD 推進ネットワーク全国フォーラムや国土緑化推進機構等と

連携・協力し、全国規模のイベント・フォーラム等において、ブー

ス設置と機構資料配布により全国の教育施設を紹介するとともに、

体験活動の推進に関するリーフレット等を参加者に配布するなど

して機構の取組と親和性の高い活動を行っている人への広報活動

を行った。 

 

② スポーツ団体の全国総会を活用した広報活動 

令和元年度の新たな取組として、スポーツ団体の全国組織である

日本レディースバドミントン連盟の全国総会会場（東京）において、

各都道府県の幹部等約 80 名に機構の資料を配布し、利用説明を行

った。「近くの国立施設がスポーツ団体でも活用できることを初め

て知った。今後、使ってみたい。」「子供たちの指導者にももっと

知ってもらうべきだ」などの声があり、合宿等で利用可能な当機構

の施設の存在を周知することができた。 

 

③ 文部科学省主催事業での広報活動 

夏休みに実施された文部科学省主催「こども霞が関見学デー」に

おいて、体験型のブースを設置し、705 人の小・中学生が参加し、

保護者を含めて体験活動の意義と重要性について広報した。 
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④ 放送大学の番組制作協力による広報活動 

令和元年度の新たな取組として、機構本部と中央が放送大学の生

涯学習支援番組の特集企画「フランス高校生のニッポン体験～移民

の街からコンニチハ～」の事業企画・運営・取材に協力した。フラ

ンス貧困地区の高等学校の生徒 13 名が教員とともに２週間日本に

滞在する企画で、そのうちの２泊３日を中央で滞在し、日本式の教

育活動である集団宿泊や野外炊飯、キャンプファイヤーなどの体験

をとおして成長していく様子等を番組にしたものである。 

この番組は、令和元年６月から２年間に 10 回放映予定で制作さ

れており、令和元年度にも複数回放映され、当機構の取組及び教育

的な意義を伝える広報となった。 

 

 

⑤ 関連学会会員への広報活動 

当機構が団体会員として加入している野外教育学会において、

機構職員の研究発表や資料配布のほか令和元年度は学会誌への広

告掲載を行い、全国の施設や機構の取組について発信した。ゼミ

合宿等の具体的な利用を検討する大学教員や機構の取組に感心の

ある学生に焦点を当てあらためて機構を認識してもらう広報活動

となった。 

 

⑥ マスコミ関係者との連携 

本部では、効果的なプレスリリースの実施方法について、元新

聞記者の講師を招き、全施設の職員を対象とした研修を実施し

た。プレスリリースの重要性だけでなく、書き方の基本や取材さ

れる送り方など、各施設で実践しやすい内容とし、機構全体の発

信力向上を図った。 

 

【取組事例】施設業務運営委員会委員との連携による取組（岩手山） 

岩手山では、施設業務運営委員会委員が所属する IBC 放送と連携

し、「体験の風をおこそう」運動の PR と岩手県内の青少年教育施設

を PR するテレビコマーシャルを放映し、体験活動の重要性と各施設

の特色を発信している。また、IBC 放送が主催する「IBC まつり」の

ブース出展料と併せて契約することで、広告費の削減を図ると同時に

多様な広報の機会としている。 

 

【取組事例】新聞社と連携した取組（三瓶） 

三瓶では、島根日日新聞と連携し、2014 年 2月から毎月、交流の家

担当者が記事を執筆する「大田だより」を掲載している。事業の募集

や利用促進、施設でのできごとなど、幅広い内容を定期的に発信して
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いる。家族を対象とした事業の記事を掲載した際には、定員を大きく

上回る申込みがあり、効果的な発信の機会となっている。 

 

⑦ 各教育施設での取組 

各教育施設では商工会議所や観光協会、まちづくり協議会など

の協力を得て施設リーフレット等を配架するとともに、タウン誌

や観光マップ、各地のイベント配布物に各施設利用案内や取組に

ついて掲載している。 

 

【取組事例】民間団体と協働して実施する広報（沖縄） 

沖縄では、一般財団法人沖縄県観光コンベンションビューローの

協力により施設所在地の渡嘉敷村と連携し、東京・代々木公園での

沖縄まつりや、修学旅行フェア（東京・有楽町交通会館）にブース

出展し、施設利用を検討する来場者からの具体的な相談に応じなが

ら資料を配布するなど広範囲での広報に取り組んだ。 

 

（５）フォーラムの開催 

 ① 体験の風をおこそうフォーラム 

機構では、青少年教育関係者のみならず、広く一般に対しても体

験の重要性について理解を深める機会を設けるため、体験の風をお

こそう運動推進委員会と連携して「体験の風をおこそうフォーラ

ム」を毎年実施している。令和元年度は、長野オリンピックモーグ

ル日本代表の三浦豪太氏を講師に迎え、青少年期に様々な体験をす

ることの大切さをテーマにした基調講演のほか、地域ぐるみで「体

験の風をおこそう」運動推進事業の実施団体による実践報告を行

い、青少年教育関係者を始め 126 人が参加した。 

また、「体験の風をおこそう」運動が発足して 10年目の節目であ

ることから、長年「体験の風をおこそう運動推進月間」に登録し、

同運動を推進していただいている 24 団体の表彰を行った。 

 

② 「早寝早起き朝ごはん」全国フォーラム 

機構では、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会や企業、学校等

と連携し、「早寝早起き朝ごはん」全国フォーラムを毎年実施し

ている。 

令和元年度は、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会副会長の陰山

英男氏による基調講演のほか、「早寝早起き朝ごはん」運動のこれ

までの成果とこれからの展望をテーマとした研究発表及びトーク

セッションを 3月に実施する予定であったが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止とした。 
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（６）広報研修の実施 

令和元年度は新たな取組として、機構全体の発信力の向上を目的

に、外部の専門家を招いた広報研修を実施した。全職員を対象とした

オンライン形式で実施し、機構における広報の重要性の認識、職員一

人ひとりが広報担当であるという意識の高揚、及び広報の実践として

プレスリリースと SNS の活用において、それぞれの特徴や目的設定な

どといった基本的な考え方から実施方法を身に付ける機会とした。 

 

（７）ホームページのアクセス数 

機構及び各教育施設のホームページでは、事業の参加者募集、事業

報告、各教育施設の利用促進に関する情報など提供しており、令和元

年度のトップページ総アクセス件数は約 600 万件であった。 

各施設においては、更新頻度の向上による最新情報の掲載やユーザ

ビリティの向上、スマートフォン対応、ＳＮＳでの動画発信など、ア

クセス数の増加を図った。また、アイキャッチ画像を活用することで、

利用者の興味を引く魅力的なホームページの構築に取り組んでいる。

このほか、事業等の申込み手続きの Web 化により、利用者の利便性向

上にも努めている。 

機構本部においては、利用者目線に立った効果的・効率的な情報提

供を行うため、各施設が提供している体験活動を検索できる「活動検

索サイト」を新たに開設した。サイトでは、体験活動をカテゴリごと

に分類することで、活動から目的に合った施設を検索することができ

るようになった。 

 

（８）「民間企業等連携促進室」を中心とした民間企業との連携 

民間企業等との連携を強化し、教育事業等の質的及び量的な拡充を

図るため、平成 30 年 2 月に設置された「民間企業等連携促進室」を

中心に、令和元年度は前年度連携企業との関係を継続させるとともに

新たな企業との連携促進に取組み、継続・新規合わせて 52 の事業や

広報等に結びついた。その他、その企業の本業を活かした機構との今

後の連携の可能性について、10 以上の企業の担当者と新たに検討・協

議した。 

また、令和元年度は、ホームページに新たに民間企業等連携促進室

のページを設置し、情報を掲載するとともに、企業のＣＳＲ担当者等

を対象とした事業を初めて実施するなど連携促進のための具体的な

活動を展開した。 

 

① 連携促進のための事業の実施 

ア．事業の実施 
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令和元年度新たな取組として、企業等との連携継続と新たな企

業等との関係構築を図るため「国立青少年教育振興機構と民間企

業等との連携のための情報交換会」を本部において実施した。講

演「青少年教育における企業と機構の連携の可能性について～

SDGs 時代における目標１７『パートナーシップ』の実践～」と名

刺交換会を行い、26企業等の担当者と当機構職員合わせ 50名を

超える参加を得た。参加企業等の担当者に機構の取組を伝え、よ

り深い理解を得るとともに、機構職員と企業等担当者、青少年教

育に関心のある企業等担当者同士の交流を図り情報交換を行っ

た。 

「機構の方々の想いを聞く機会となった。」「機構の施設・活動・

役割など新たに知り得たことがたくさんあった」、「機構との連携

の可能性は十分あると思った」「ＳＤＧｓの講演は連携のベース

になる訓示となった」「機構や青少年教育に興味のある企業同士

の情報交換の機会をもっと増やしてほしい」「社内に共有し勉強

したい」「もっと規模を拡大してほしい」などの前向きな声を多

く聞くことができ、今後の具体的な連携を検討する機会となっ

た。また、参加者募集告知することにより機構が企業等連携に取

組んでいることを広める機会となった。 

 

イ．ホームページ等での広報 

民間企業等との連携促進を図るため、機構ホームページに新た

にページを設定し、民間企業等と共催事業や広報等で連携した実

績等を情報公開するなど、新規企業との連携に取組んだ。共催事

業の実施や物品提供等、具体的な実績にはまだ至っていないが、

上記以外に、令和元年度に新たに 10 社以上の企業等担当者と具

体的な連携企画を検討した。 

 

② 共催事業等の実施（「1．広報の充実」参照） 

東武鉄道株式会社との連携による「育パパ＆育ママ応援ファミリ

ーキャンプ」（秋・冬計 2回）、ESD 推進ネットワーク全国フォー

ラム、株式会社びゅうトラベルとの連携による体験ツアーの企画試

行、などの共催事業に取り組んだ。 

 

③ 出前事業等の実施 

「体験の風をおこそう」運動の一環である春・秋のキッズフェス

タにおいて、令和元年度に新たにソニー企業株式会社、株式会社エ

アウィーヴ、ほめ写プロジェクト、株式会社パイロットコーポレー

ションが連携出展し、日本マクドナルド株式会社、株式会社 CA Teck 

Kids 、株式会社ミライ LABO、株式会社ポプラ社、株式会社セブン



69 
 

銀行の継続企業と共に各企業の特徴を活かした体験教室を展開し

た。また、令和元年度新たにヨネックス株式会社との連携でバドミ

ントン教室を実施したほか、前年度に引き続き、株式会社大塚製薬

工場による熱中症予防対策講座を当機構 12 教育施設で実施し、熱

中症における啓発活動を展開した。 

 

【取組事例】「大迫力！３Ｄ映像で体験する美ら海の世界」（ソニー企

業株式会社） 

春のキッズフェスタにおいて、ソニー企業社員によって青少年総合

センターの研修室に３Ｄ映像機材が設置され、沖縄の海と生き物の３

Ｄ映像を見ながら環境について考える 30 分間の講座を６回実施し

た。親子を含む 247 名の参加があり、「きれいな海の３Ｄ映像とクイ

ズで実際の海で本物の生き物に触ってみたいと思った」などの声が聞

かれ、体験活動への意識付けをすることができた。 

 

【取組事例】「眠りを整えて成績・運動能力も大幅ＵＰ～成長期に必要

な眠りのチカラ～」（株式会社 エアウィーヴ） 

株式会社エアウィーヴの協力により、睡眠健康指導士による講座と

東京  2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村に設

置予定の寝具を体験する 45 分間の睡眠教室を実施した。「今日から

しっかり眠ろうと思う」などの声があり、参加した親子 50 組に規則

正しい生活習慣への意識付けをすることができた。 

 

【取組事例】教育施設におけるバドミントン教室の実施（ヨネックス株

式会社） 

ヨネックス株式会社に所属する全国大会で優勝経験をもつ選手等

を指導者として派遣してもらい、那須甲子にて 1泊 2日のバドミント

ン教室を実施した。75 名の参加があり、参加者から「プロの選手と試

合ができてうれしかった」などの声も聞かれ、企業の特徴を活かした

事業となった。また、用具のレンタル提供もあり、バドミントン競技

に日頃から親しんでいる子供だけでなく、初めてバドミントンの楽し

さに触れる子供も交流しながらスポーツ体験する宿泊体験となった。 

 

④ 物品等の提供 

出前事業や研修支援等において、株式会社大塚製薬工場（経口補

水液配布による熱中症予防啓発）、常盤薬品工業株式会社（日焼け

止め配布によるスキンケア啓発）のほか佐藤製薬株式会社から物品

提供を得た。また、春・秋キッズフェスタにおいては、日本マクド

ナルド株式会社、ほめ写プロジェクトからスタンプラリーの参加賞

等としての物品提供があった。  
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秋と冬の 2回実施した東武鉄道株式会社との共催事業「育パパ＆

育ママ応援ファミリーキャンプ」では、昨年度に引き続き、事業の

趣旨に賛同する株式会社ミキハウス、アサヒ飲料株式会社、富士フ

イルム株式会社から参加者特典の提供があった。 

 

⑤ 広報協力（「1．（３）企業と連携した広報活動」参照） 

  

⑥ その他 

公益財団法人 伊藤忠記念財団との連携により、機構が編集・発

行した「体験・遊びナビゲーター」が電子化され、電子書籍版（DVD）

が全国約 1300 か所の特別支援学校等に無償提供され、障害のある

子供の体験の一助となる活用が可能となった。 

  

（９）各施設での民間企業との連携 

各教育施設においても民間企業等との連携を図っており、令和元年

度は、「46 憶年地球の命」（大雪・東山動物園など 3企業等と連携）、

「森の探検隊 2019」（吉備・株式会社おもちゃ王国と連携）など教育

事業の共催実施や、「ＩＢＣまつり」（岩手山・ＩＢＣ岩手放送と連

携）、「トレジャーハンターになろう！伝説の海賊の宝箱を探せ in ゆ

めタウン徳島」（淡路・株式会社イズミ等と連携）、「きゅうでんプ

レイフォレスト」（夜須高原・九州電力株式会社と連携）など各教育

施設がイベント会場に出向いて展開する事業実施、合わせて 20 教育

施設が民間企業等と連携した事業を実施し、プログラムや広報の充実

を図った。また、施設開放事業等に物品提供を得るなど各教育施設独

自で各地域の民間企業等との連携を促進している。 

 

 

（１０）機構内部における情報共有の取組 

 「理事長室の窓」を定期的に職員ポータルサイトに掲載し、理事長

から全職員に向けて情報発信を行っている。さらに令和元年度は、新

たに環境教育プロジェクトチームが内部広報誌（季刊）を発行したほ

か、青少年教育情報センターから「青少年教育情報センターだより」

を発行し、機構役職員に対し情報発信を行い、組織全体での情報共有

を図った。 

 

 

２．各業務の点検・評価の推進 

（１）アンケート調査の実施と業務改善への反映状況 

① 教育事業 
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教育事業では、参加者のアンケート調査結果や聞き取りなどを踏

まえて、意見に対する工夫・改善を行い、より良い事業づくりに努

めている。 

 

【取組事例】ウリソツクラブ（吉備） 

吉備では、幼児を育てる家族を対象に平成 25 年 度から「ウーリ

ークラブ」を開始している。本事業は 1年間（複数回）の活動を終え

ると、次年度継続を希望する家族が「ウリソツクラブ」（ウーリー卒

業クラブの略）（平成 26 年度より実施）に参加し、子育ての情報交

換が引き続きできるようにしている。 

「ウリソツクラブ」と「ウーリークラブ」は年に１回、互いの子供

たちが一緒に活動して仲良くなることや保護者同士の交流を深める

機会を設けるため、合同イベントを開催している。 

合同イベントでは、「ウリソツクラブ」の保護者が毎年アイデア出

しを行い、活動に取り入れている。本年度は、「ウーリークラブ」で

お世話になったボランティア（大学生等）のように我が子が成長して

ほしいとの意見が反映され、ミニボラ制度（小学生の成長機会として

ボランティアのお手伝いを行うこと）が成立した。 

ミニボラの子供たちは、ミニボラの証である「ミニボラビブス（黄

色）」を着ながら、ボランティアのお手伝いを行った。黄色のビブス

は、吉備のボランティア・ユニフォームと同じ色のため、幼児たちに

も良い影響を与え、「自分も早くビブスが着たい」「あの黄色い服は

どうしたら着られるの？」と幼児たちにとってあこがれのビブスとな

り、子供たちのやる気を後押しすることができ

た。 

 

 

 

 

      

② 研修支援（第 5章・第 11章参照） 

教育機能と利用者サービスの一層の向上を図るため、利用団体の

代表者を対象とするアンケート調査を全教育施設で実施している。 

アンケート調査では、満足度を把握するとともに、施設利用に関

するアンケート調査結果を踏まえ、利用者が「不満」と回答した場

合の要因分析を行っており、要因及び対策を取りまとめ全教育施設

で共有している。さらに、「やや不満」、「やや満足」の回答であ

っても、窓口で細やかな聞き取りをしながら、利用者サービスの向

上に努めている。 

 

吉備のキャラクター 

「ウーリー」 
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【取組事例】海の活動プログラムの改善（室戸） 

室戸では、海の活動プログラムとして、シーカヤック・スノーケリ

ング・磯観察等を実施している。海の活動プログラムについては、利

用者からの需要が高いものの、外洋のため天候の影響を受けやすく、

中止になってしまうこともしばしばあり、利用者の不満につながって

いた。そこで、比較的天候の影響を受けにくい漁港内の安全な場所も

活動エリアとして実施できるようにした結果、天候の影響によるプロ

グラム変更が少なくなり、利用者の不満要因を解消することができ

た。 

 

 

（２）業務全般に関する自己点検・評価の実施状況 

文部科学大臣による業務の実績等に関する評価を受けるにあたっ

て、業務全般について自己点検・評価を行うとともに、外部有識者か

らなる機構評価委員会において評価や指摘等をいただき、その結果を

「自己点検・評価報告書」として取りまとめ、機構 Web サイトに掲載

することにより公表している。 

文部科学大臣や機構評価委員会の評価や指摘事項については、各部

署に速やかに伝達し対応を検討するとともに、フォローアップを行い

業務改善に努め、対応状況を機構評価委員会へ報告している。 

また、機構の運営諮問委員や評価委員が実際に教育施設や教育事業

を視察する機会を設け、所長をはじめ職員と意見交換を行うことで、

教育施設の実態や運営についても意見や助言を得るなどして、教育施

設の運営の改善に努めている。 

 

 

３．各業務における安全性の確保 

（１）安全管理マニュアル等の改善・充実やその遵守 

各教育施設においては、危機管理マニュアル策定指針に基づいた

「危機管理マニュアル」及び「危険度が高い活動プログラムにおける

安全対策マニュアル」を遵守している。 

平成 30 年度に策定した「危機管理関係マニュアル点検方針」に基

づき点検・見直しをするとともに、研修・訓練を行うことで、職員の

危機管理意識と対応能力の向上を図り、利用者の安全確保に取り組ん

だ。 

また、本部においては、各教育施設のマニュアルの更新状況やその

内容、研修内容について点検を行い、その結果を全教育施設で共有す

ることで、教育施設の安全性の確保に努めている。 
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（２）日常的な施設整備及び教材教具類の保守点検の実施状況 

各教育施設では、施設整備や教材教具の安全・衛生管理について、

「危機管理マニュアル」及び「危険度の高い活動プログラムにおける

安全対策マニュアル」に基づき日常的な点検に取り組んでいる。 

さらに、文部科学省が青少年教育施設の管理者向けに作成した「青

少年教育施設の施設管理者点検マニュアル」や職員ポータルサイトに

掲載している各教育施設の安全点検チェックリスト踏まえ、安全点検

の実施を徹底した。 

 

（３）事故データ集等の改訂、外部への発信 

本部では、安全管理に関する情報として、「事故事例集」「事故デー

タ・事例集」を作成し、ポータルサイトで共有するだけでなく、機構

ホームページにて公立の青少年教育施設等が活用できるよう掲載し

ている。 

令和元年度には研究センターが分析を行った上で「国立青少年教育

施設における傷病の概況」を作成し、施設利用中に起こった負傷や疾

病の状況をまとめた。例えば、表 9-1 のように負傷は、利用最終日前

日に発生しやすい傾向があることが明らかとなった。 

なお、この結果については、事故事例集等と同様にポータルサイト

での共有やホームページでの掲載をするとともに、全国青少年教育施

設所長会議・施設研究集会で報告するなど外部にも積極的に発信して

いる。 

 

 

表 9-1 【泊数別・発生日別負傷発生件数・割合】 

 

 

 

 

 

 

（４）体験活動安全管理研修の実施（第 4章参照） 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 業務の効率化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．業務の効率

化 

（１）一般管理

費等の削減 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）等を踏

まえ、調達の合

理化等を推進す

ることなどによ

り、一般管理費

については、中

期目標期間中に

１５％以上、業

務経費について

も、中期目標期

間中に５％以上

の効率化を図

る。 

１．業務の効率

化 

（１）一般管理

費等の削減 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）等を踏

まえ、中期目標

期間中に、一般

管理費について

は１５％以上、

業務経費につい

ても、５％以上

の効率化を行

う。 

なお、利用者

の安全を確保す

るために必要な

人員配置や施

 

 

（１）一般管理

費等の削減 

業 務 の 効 率

化・見直し等に

より、平成２７

年度と比較して

一般管理費（安

全確保に関する

保守・修繕費等

を除く）につい

ては１２％以

上、業務経費（基

金事業費及び安

全確保に関する

保守・修繕費等

を除く）につい

ては４％以上の

効率化を行う。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・業務の効率化・見直

し等により、平成 27

年度と比較して一般

管理費（安全確保に

関する保守・修繕費

等を除く）について

は 12％以上、業務経

費（基金事業費及び

安全確保に関する保

守・修繕費等を除く）

については 4％以上

の効率化を行ってい

るか。 

 

・政府における人件

費削減の取組や独立

行政法人制度改革等

＜主要な業務実績＞ 

１．一般管理費等の削減  

毎年、運営費交付金が削減されており、経費等の削減・効率化等について計画的に行っていると

ころである。 

一般管理費及び業務経費については、中期計画において、「一般管理費については 15％以上、業

務経費についても、5％以上の効率化を行う。なお、利用者の安全を確保するために必要な人員配

置や施設・設備のメンテナンスには十分配慮し、ナショナルセンターとしての機能が損なわれない

ようにする。」としている。中期計画を踏まえた令和元年度計画においては、「平成 27 年度と比較

して一般管理費（安全確保に関する保守・修繕費等を除く）については 12％以上、業務経費（基

金事業費及び安全確保に関する保守・修繕費等を除く）については 4％以上の効率化を行う。」と

している。 

令和元年度においては、表 10-1 のとおり、利用者の安全確保に関する経費及び基金事業費を除

き、一般管理費については 14.0％の削減、業務経費については 6.4％の削減をしており、目標どお

り達成している。 

 

表 10-1 一般管理費及び業務経費(利用者の安全確保に関する経費及び基金事業費を除く)の縮減状況                      

（単位：千円） 

区   分 平成 27 年度決算額 令和元年度決算額 増減額（増△減率） 

一 般 管 理 費 2,532,886 2,178,537 △354,349（△14.0%） 

業 務 経 費 2,102,656 1,967,684 △134,972（△6.4%） 

合   計 4,635,542 4,146,221 △489,321（△10.6%） 

【経費の削減に向けた主な取組】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

一般管理費の削

減については、一

般管理費及び業務

経費ともに所期の

目標を達成した。 

役職員の給与に

ついては、国家公

務員の給与水準を

十分に考慮し、機

構の業務の特殊性

を踏まえたうえで

適正な水準を維持

している。 

契約の適正化に

ついては、調達等

合理化計画を策定

し、公正性・透明

性を確保しつつ、

自律的かつ継続的

に調達等の合理化

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたと

おり、概ね着実に業務が実施

されたと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評

価結果が妥当であると確認

できた。 

 

＜今後の課題＞ 

・財務省が実施した令和元

年度予算執行調査において、

「支出の効率的な取組とし

て、施設共通的な物品類につ

いて、一括調達の実施ととも

に競争入札の実施による効

率化を徹底するべき。」との

指摘を踏まえ、一括調達や他

法人との共同調達などの費

用対効果や効率化について、

引き続き検証を行う必要が

ある。 
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 なお、利用者

の安全を確保す

るために必要な

人員配置や施

設・設備のメン

テナンスには十

分配慮し、ナシ

ョナルセンター

としての機能が

損なわれないよ

うにする。 

 

（２）給与水準

の適正化 

給与水準につい

ては、国家公務

員の給与水準等

を十分考慮し、

役職員給与の在

り方について厳

しく検証した上

で、機構の業務

の特殊性を踏ま

え、適正化に取

り組むととも

に、その検証結

果や取組状況を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）契約の適

正化 

契約について

設・設備のメン

テナンスには十

分配慮し、ナシ

ョナルセンター

としての機能が

損なわれないよ

うにする。 

 

 

 

 

 

（２）給与水準

の適正化 

役職員の給与に

関しては、人事

院勧告に伴う一

般職の職員の給

与に関する法律

の改正などを踏

まえた国家公務

員の給与水準等

を十分に考慮

し、手当を含め

役職員給与の在

り方について厳

しく検証した上

で、機構の業務

の特殊性を踏ま

えた適正な水準

を維持するとと

もに、その検証

結果や取組状況

についてはホー

ムページ上で公

表する。 

 

（３）契約の適

正化 

契約について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）給与水準

の適正化 

政府における人

件費削減の取組

や独立行政法人

制度改革等を踏

まえた給与水準

の適正化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）契約の適

正化 

主務大臣や契

を踏まえた給与水準

の適正化を図ってい

るか。 

 

・主務大臣や契約監

視委員会によるチェ

ックの下、一者応札

の点検・見直し及び

調達に関するガバナ

ンスの徹底等に取り

組むことにより、公

正性・透明性を確保

しつつ、合理的な調

達を実施するため、

「平成 31年度（2019

年度）調達等合理化

計画」を策定してい

るか。 

 

・共同実施を決定し

た業務について、順

次実施したうえで費

用対効果及び効率化

等の検証を行う。ま

た、更なる業務運営

の効率化を図るた

め、新たな共同実施

の対象品目及び対象

業務について検討を

行っているか。 

 

・保有資産について

は、保有資産等利用

検討委員会により定

期的に利用実態等を

把握するとともに、

その必要性や規模の

適正性についての検

証を不断に行ってい

るか。 

予算については、年度計画に基づき一定の削減を行う等、予算統制を図っている。 

また、業務運営上必要となる外部委託費等について、業者への積極的な声掛けを行うとともに、

業者からの意見聴取を踏まえた仕様の見直し等により、競争性を確保し、経費の削減に取り組ん

だ。 

 

２．給与水準の適正化 

役職員の給与体系・給与水準については、平成 26年度の国家公務員の給与制度の総合的見直し

を踏まえ、経過措置を含め、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 95号。以下「給

与法」という。）等に準じて取り扱っている。なお、令和元年度についても、国家公務員の給与水

準を十分に考慮し、適正な水準を維持するため、これまでと同様に国の給与法等に準じた改正を行

った。 

なお、当機構のラスパイレス指数（対国家公務員）は94.1である。 

また、諸手当に関しても国の給与法等に準じたものとなっており、勤勉手当及び昇給においては

勤務成績を反映した仕組みを取り入れている。 

表 10-2 【経年比較】ラスパイレス指数（対国家公務員） 

年  度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ラスパイレス指数 94.8 96.7 94.7 94.9 94.1 

 

３．契約の適正化  

（１）調達等合理化計画 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年 5 月 25 日総務大

臣決定）（以下「総務大臣決定」という。）に基づき、令和元年度調達等合理化計画（以下「調

達等合理化計画」という。）を策定し、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り組んだ。 

また、調達等合理化計画の策定等にあたっては、監事及び外部有識者によって構成する契約

監視委員会による点検及び見直しを行った。 

 

① 調達の現状と要因の分析 

 

表 10-3 平成 30 年度及び令和元年度に締結した契約の状況   

（単位：件、億円）  

 
平成 30 年度 令和元年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（43.8％） 

91 

（74.1％） 

28.1 

（65.8％） 

183 

（86.0％） 

35.7 

（101.1％） 

92 

（26.8％） 

7.5 

企画競争・

公募 

（19.7％） 

41 

（3.3％） 

1.2 

（14.4％） 

40 

（2.7％） 

1.1 

（△2.4％） 

△1 

（△10.9％）

△0.1 

競争性のあ

る契約（小計） 

（63.5％） 

132 

（77.4％） 

29.4 

（80.2％） 

223 

（88.7％） 

36.8 

（68.9％） 

91 

（25.2％） 

7.4 

競争性のな

い随意契約 

（36.5％） 

76 

（22.6％） 

8.6 

（19.8％） 

55 

（11.3％） 

4.7 

（△27.6％） 

△21 

（△45.4％） 

△3.9 

合 計 
（100％） 

208 

（100％） 

38.0 

（100％） 

278 

（100％） 

41.5 

（33.7%） 

70 

（9.2％） 

3.5 
（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、令和元年度の対平成 30 年度伸率である。 

に取り組んだ結

果、内部統制の体

制強化や契約事務

の適正化など一定

の効果が得られ

た。 

間接業務等の

共同実施につい

ては、共同実施を

決定した業務につ

いて、実施可能な

ものから着実に実

行するとともに、

費用対効果及び効

率化が見込まれな

いものは取りやめ

を決定し、更なる

業務運営の効率化

を図るため、新た

な対象品目及び対

象業務についても

引き続き検討を行

い、順次実行を開

始した。 

保有資産の見直

しについては、前

年度に引き続き保

有資産等利用検討

委員会を開催し、

施設等が有効利用

されていることを

確認した。 

上記のとおり、

年度計画における

所期の目標を達成

していることか

ら、Ｂ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

一般管理費等

 

＜その他事項＞ 

― 
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は、「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進につい

て」（平成２７年

５月２５日総務

大臣決定）に基

づく取組を着実

に実施すること

とし、公正性及

び透明性を確保

しつつ合理的な

調達等を推進

し、業務運営の

効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

（４）間接業務

等の共同実施 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）を踏ま

え、国立特別支

援教育総合研究

所、国立女性教

育会館、教職員

支援機構、機構

の４法人は効果

的・効率的な業

務運営のために

間接業務等を共

同で実施し、中

期目標期間中に

は、「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進につい

て」（平成２７年

５月２５日総務

大臣決定）に基

づく取組を着実

に実施し、「調達

等合理化計画」

に沿って、公正

性・透明性を確

保しつつ合理的

な調達を推進す

るとともに、契

約監視委員会に

おいて点検を行

うことにより、

業務運営の効率

化を図る。 

 

（４）間接業務

等の共同実施 

「独立行政法

人改革等に関す

る基本的な方

針」（平成２５年

１２月２４日閣

議決定）を踏ま

え、国立特別支

援教育総合研究

所、国立女性教

育会館、教職員

支援機構、機構

の４法人は効果

的・効率的な業

務運営のために

間接業務等を共

同で実施し、中

期目標期間にお

約監視委員会に

よるチェックの

下、一者応札の

点検・見直し及

び調達に関する

ガバナンスの徹

底等に取り組む

ことにより、公

正性・透明性を

確保しつつ、合

理的な調達を実

施するため、「平

成３１年度（２

０１９年度）調

達等合理化計

画」を策定する。 

 

 

 

 

 

（４）間接業務

等の共同実施 

共同実施を決

定した業務につ

いて、順次実施

したうえで費用

対効果及び効率

化等の検証を行

う。また、更なる

業務運営の効率

化を図るため、

新たな共同実施

の対象品目及び

対象業務につい

て検討を行う。 

 

 

 

 

   

令和元年度の契約状況は、表 10-3 のとおりであり、契約件数は 278 件、契約金額は 41.5 億

円である。また、競争性のある契約の件数・金額は、223 件（80.2%）・36.8 億円（88.7%）、競争

性のない随意契約の件数・金額は、55件（19.8%）・4.7 億円（11.3%）となっている。 

令和元年度は、平成 30年度と比較して、地方教育施設の清掃及び警備業務等の契約更新を行

ったことにより、競争入札等の契約件数が増加（101.1%）している。 

 

          表 10-4 平成 30 年度及び令和元年度の一者応札・応募の状況   （単位：件、億円）  

 平成 30 年度 令和元年度 比較増△減 

複数者 

応札・応募 

件数 107 （81.1％） 164 （73.5％） 57（53.3％） 

金額 24.5 （83.5％） 25.6 （69.5％） 1.0（4.3％） 

一者 

応札・応募 

件数 25 （18.9％） 59 （26.5％） 34（136.0％） 

金額 4.9 （16.5％） 11.2 （30.5％） 6.4（130.9％） 

合 計 
件数 132 （100％） 223 （100％） 91 （68.9％） 

金額 29.4 （100％） 36.8 （100％） 7.4 （25.2％） 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
（注 2） 合計欄は、競争性のある契約の件数及び金額である。 
（注 3） 比較増△減の（ ）書きは、令和元年度の対平成 30 年度伸率である。 

 

令和元年度の一者応札・応募の状況は、表 10-4 のとおりであり、契約件数は 59件（26.5%）、

契約金額は 11.2 億円（30.5%）である。 

令和元年度は平成 30 年度と比較して、業者に対する意見徴収や積極的な声掛けなどに取り組

んだが、一者応札・応募による件数、金額ともに増加している。（それぞれ 136.0％、130.9％の

増） 

主な要因は、地方教育施設における契約更新において、参加業者が限定的となったことなどに

よるものである。 

 

② 重点的な取組分野 

令和元年度については、以下の項目について重点的に調達等の合理化に努めた。 
 

ア. 仕様書についての幅広い意見の収集  

 イ. 公告期間及び業務等準備期間の十分な確保  

ウ. 入札説明書受領業者のうち入札不参加であった業者への聴き取り  

 

③ 調達に関するガバナンスの徹底  

ア. 随意契約に関する内部統制の確立  

競争性のない随意契約を締結した案件については、調達内容を十分把握し、会計規程等に

おける「随意契約によることができる事由」との整合性を確認のうえ、事前に契約事務の執

行に携わらない監査室により内部監査を受けた。 

イ. 不祥事の発生の未然防止のための取組 

会計検査院等が指摘した不適切事例の把握に努め、研修を実施するなど、内部統制の体制

強化及び契約事務の適正化を図った。 

の削減について

は、今後も一般管

理費及び業務経費

ともに削減に取

り組む。 

契約の適正化

については、今後

も調達等合理化

計画に基づき、公

正性、透明性を確

保しつつ合理的

な調達の推進に

努めることとす

る。 

間接業務等の

共同実施につい

ては、共同実施を

決定していた業

務の一部につい

て、検証の結果、

見直しを行った

が、これにより共

同実施が縮小す

ることのないよ

う新たな対象業

務の検討及び実

施を開始した。 

保有資産の見

直しについては、

今後も組織的か

つ不断に自主的

な見直しを行う。 
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１５業務以上の

実施について検

討するととも

に、その取組を

一層推進する。 

（前中期目標期

間実績：９件） 

 

（５）保有資産

の見直し 

保有資産につ

いては、引き続

き、その保有の

必要性について

不断に見直しを

行う。 

 

いて１５業務以

上の取組を一層

推進する。 

 

 

 

 

 

（５）保有資産

の見直し 

保有資産につ

いては、引き続

き、利用実態等

を的確に把握

し、その必要性

や規模の適正性

についての検証

を行い、適切な

措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）保有資産

の見直し 

保有資産につ

いては、保有資

産等利用検討委

員会により定期

的に利用実態等

を把握するとと

もに、その必要

性や規模の適正

性についての検

証を不断に行

う。 

 

 

４．間接業務等の共同実施 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、 

効果的・効率的な業務運営のため、国立特別支援教育総合研究所、国立女性教育会館及び教職員

支援機構の 3 法人と共同して実施することを決定した下記の業務について、着実に実行し経費

の削減及び業務の効率化が図られた。 

（１）物品（蛍光管、事務用品（ドッチファイル等））の共同調達 

（２）間接事務（会計事務等の内部監査）の共同実施 

（３）職員研修（新規採用職員研修、独立行政法人制度研修等）の共同実施 

また、4法人の連携を推進する場として設置された「間接業務等の共同実施に関する協議会」

において、費用対効果及び効率化が見込まれない業務については取りやめを決定し、更なる業務

運営の効率化を図るため、新たな共同実施の対象品目及び対象業務について引き続き検討を行

い、実施可能なものから順次実行を開始した。 

 

５．保有資産の見直し  

（１）資産の保有状況 

法人の目的を達成するための業務として、機構法第 11条に「青少年教育指導者その他の青

少年教育関係者に対する研修及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修のための

施設を設置すること」が規定されており、これを実施する資産として、建物・構築物（延べ床

面積：453,687 ㎡、資産額：40,879 百万円、宿泊定員：センター1,500 人、その他の教育施設

は 160 人～500 人）、土地（延べ面積：291,395 ㎡、資産額：36,914 百万円）を保有してい

る。このほか、機構の業務を実施するために必要な機械器具、車両、船舶等の資産を保有して

いる。 

 

（２）保有資産の見直し状況 

保有資産の具体的な見直しとして、各教育施設の使用する土地及び建物（以下「施設等」とい

う。）の有効利用に関して、組織的かつ不断に把握・検討を行う体制を整備して、施設等の適正

かつ効率的な運用管理を図るべく、平成 25年度に、独立行政法人国立青少年教育振興機構保有

資産等利用検討委員会を設置した。 

令和元年度は 11 月に同委員会を開催し、施設等の利用状況の把握を行い、事務事業を実施す

る上で、必要最小限のものとなっているかの検討を行った。 

その結果、施設等が有効利用されていることを確認するとともに、今後も継続して有効に利用

されているか等、利用状況を把握していくこととした。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２ 効果的・効率的な組織の運営 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

利用団体か

らの満足度 

計画値 通年で 80％以上 ― 80％ 80％ 80％ 80％   

実績値 ― ― 81% 85% 86.2％ 86.7％   

達成度 ― ― 101% 106% 108％ 108％   

宿泊稼働率

の全施設平

均値 

計画値 通年で 55％以上 ― 55％ 55％ 55％ 55％   

実績値 ― ― 60.7％ 59.2％ 58.4％ 58.1％   

達成度 ― ― 110％ 108% 106％ 106％   

  

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）各施設

の役割の明確

化及び運営の

改善 

本部を中心

として、各施

設の役割分担

を行い、施設

ごとに果たす

べき役割を明

確にするとと

もに、各施設

の自己評価を

適切に行い、

運営の改善を

行う。 

 

（１）各施設

の役割の明確

化及び運営の

改善 

本部を中心

として、各施

設の役割分担

を行い、一定

の機能分化を

図るなど、施

設ごとに果た

すべき役割を

明確化する。 

また、施設

の役割を踏ま

え、各年度の

業務実績につ

（１）各施設

の役割の明確

化及び運営の

改善 

平成２３年

度に設置した

「国立青少年

教育施設の管

理運営の在り

方等に関する

調査研究協力

者会議」にお

いて検討され

た結果を踏ま

え、施設の特

色化により一

層努める。 

＜主な定量的指標＞ 

・利用団体から平均

80％以上の「満足」

の評価を得ている

か。 

 

・宿泊室稼働率の全

施設平均 55％以上

を確保しているか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・平成 23年度に設

置した「国立青少年

教育施設の管理運営

の在り方等に関する

調査研究協力者会

＜主要な業務実績＞ 

１．各教育施設の役割の明確化及び運営の改善 

文部科学省の「国立青少年教育施設の在り方に関する検討会」では、「今後の国立青少年教育施

設の在り方について」（平成 23 年 2 月）において、国立青少年教育施設が取り組むべき事項とし

て①効果的・効率的な施設配置のための各施設の特色・機能を明確にすること、②「新しい公共」

型の管理運営の導入に向けた試行的実施に着手することなどが示された。 

  これを踏まえ、機構では、平成 23 年 6 月に「国立青少年教育施設の管理運営の在り方等に関す

る調査研究協力者会議」（以下「協力者会議」という。）を設置し、①教育施設の管理運営や事業

の企画・実施への多様な主体の参画（「新しい公共」型の管理運営）、②教育施設の特色や役割を

踏まえた効果的・効率的な教育施設の配置及び管理運営の 2点について調査研究を実施した。 

  そして、平成 24年 3月に「国立青少年教育施設の管理運営の在り方等について（第一次報告）」、

平成 27 年 3 月に「国立青少年教育施設の管理運営の在り方等について（第二次報告）」を取りま

とめ、令和元年度はこれらの結果を踏まえ以下の取組を実施した。 

 

（１）各教育施設の役割の明確化 

今期 中期目標期間の目標達成及び次期中期目標期間を見据え、各教育施設の特色を踏まえた施

設運営を行うため、平成 30 年度に各教育施設において検討を行った今後の重点化事項について、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

効果的・効率的

な組織の運営のた

め、各教育施設の

役割の明確化及び

運営の改善をはじ

め、地域と連携し

た施設の管理運営

に努めた。 

ブロック拠点の

有効性の検討につ

いては、平成 29 年

度までは「北陸・

東海」や「中国・

四国」等の近隣す

る都道府県でのブ

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたと

おり、概ね着実に業務が実

施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「Ｂ」との

評価結果が妥当であると確

認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・平成 30年度までに全施

設で導入した「新しい公
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（２）地域と

連携した施設

の管理運営 

効果的・効率

的な管理運営

を目指すため

に、地域の青

少年教育団

体・ＮＰＯ・

企業・自治体

等の委員が、

実際に施設の

管理運営や事

業の企画・実

施に参画する

「運営協議

会」方式を中

期目標期間中

に全ての施設

において導入

する。 

また、施設の

連携による利

用促進及び体

験活動の充実

を図るため、

全国をブロッ

ク化した域内

において、関

係機関・団体

いて各施設の

自己評価を行

い、評価結果

を各施設の運

営の改善に反

映する。 

 

 

 

 

（２）地域と

連携した施設

の管理運営 

地域における

体験活動の充

実を図るとと

もに、地域と

施設が一体と

なった管理運

営を目指すた

め、地域の青

少年教育団

体・ＮＰＯ・

企業・自治体

等多様な主体

が施設の管理

運営や事業の

企画・実施へ

参画する形の

管理運営に向

け、中期目標

期間中に全て

の施設におい

て「運営協議

会」方式を導

入する。 

また、施設の

連携による利

用促進及び体

験活動の充実

また、業務実

績について各

施設の自己評

価を行い、結

果及び課題を

取りまとめ、

各施設の業務

改善に反映さ

せる。 

 

（２）地域と

連携した施設

の管理運営 

施設の管理運

営や事業の企

画・実施へ多

様な主体が参

画する形の管

理運営を目指

すため、引き

続き、地域の

多様な人材発

掘に努めると

ともに、「運営

協議会」方式

の活用による

施設の運営に

努める。 

また、広域的

な観点から施

設の特色化の

推進や連携強

化をより一層

進めるため、

全国のブロッ

ク化に向けた

ブロック拠点

の有効性（ブ

ロックの範

囲、拠点施設

議」において検討さ

れた結果を踏まえ、

施設の特色化により

一層努めているか。 

 

・業務実績について

各施設の自己評価を

行い、結果及び課題

を取りまとめ、各施

設の業務改善に反映

させているか。 

 

・地域の多様な人材

発掘に努めるととも

に、「運営協議会」

方式の導入に向けた

手法について検討を

進めているか。 

 

・全国のブロック化

に向けたブロック拠

点の有効性（ブロッ

クの範囲、拠点施設

の在り方、拠点施設

と他の施設の関係

等）の検討、及びブ

ロックでのマネジメ

ントに当たる広域主

幹の配置等を進めて

いるか。 

令和元年度は各教育施設において一部試行を実施した。 

引き続き、各教育施設から出された提案について、機構本部で精査し、各教育施設の特色化に向

け今後実施の可否を判断していく予定である。 

 

（２）業務実績の自己点検・評価（第 9章参照） 

    

 

２．地域と連携した施設の管理運営 

（１）「新しい公共」型の管理運営の導入 

先述のとおり、「今後の国立青少年教育施設の在り方について」（平成 23 年 2 月）において、

「新しい公共」型の管理運営（「運営協議会」方式）の導入が言われており、機構においては、様々

な地域課題の解決方策として青少年の体験活動の機会の活用を進められるよう、地域の青少年教育

団体や NPO、企業、自治体等の様々な人材を委員として委嘱する「運営協議会」方式を平成 30 年度

までに全地方教育施設が導入した。 

令和元年度も、各地方教育施設において、運営協議会委員と協働し、様々な知見や協力を得なが

ら教育事業の企画・運営や研修支援の利用促進、施設整備等を実施した。 

 

 

【取組事例】運営協議会を活用した事業企画（那須甲子） 

那須甲子では、「新しい公共」型運営協議会の委員と職員で構成される「なすかしの森ファミリ

ーフェスティバル企画運営委員会」を組織し、広報宣伝、協賛企業開拓、体験活動ブース、出展団

体開拓、会場整備の 5チームに分かれて協働した。 

これまでのフェスティバルは、職員のみで企画運営しており、地元関係団体との協力体制の弱さ

や固定化されたブース出展団体、広報先の新規開拓等に課題があったため、委員と職員が一体とな

ったチームを編成し、それぞれのチームで課題の洗い出し、計画実行できる体制を整えた。 

例えば、「体験活動ブース」チームでは、委員の持つネットワークにより、新たな団体に声をか

け参加いただき、ブース数は昨年度の 2倍の 26に増加した。また、「環境整備」チームでは、活動

エリアの草刈りや当日のテント設営等に協力いただき、円滑な運営を行うことができた。 

企画運営委員会を立ち上げたことにより、多様で多くの体験活動機会が提供できた。参加者から

は、「これまでより色んな体験ができて楽しかった」、「小さな子供や家族でも楽しめた」などの

声があった。また、委員のネットワークの活用により、今後も協働できる可能性がある新たな団体

と関係を構築する機会となった。 

 

（２）ブロック拠点の有効性の検討 

広域的な観点から、施設の特色化や連携を一層強めるために、ブロックでのマネジメントに当た

る広域主幹の配置や、ブロック拠点の有効性の検討等を進めている。 

広域主幹は、毎月教育事業部が行っている各教育施設の利用者数に関する定例報告に参加し、

併せて広域主幹の業務の連絡・調整を行うことで、定期的に情報共有を図っている。 

各ブロックにおける広域主幹のマネジメントの取組として、各教育施設の特色化に努めるべ

く、各教育施設における利用者の状況やアンケートによる満足度について職員との意見交換や、

ロック化を検討し

ていたが、施設の

立地環境や特色に

よるグループ分け

についても検討す

るため、海の体験

活動推進プロジェ

クトを実施した。

同プロジェクトチ

ームは「8 歳まで

の海遊プログラム

集」を平成３１年

３月に取りまと

め、同年４月に発

行した。令和元年

度は、これまでの

勉強会等をもと

に、各教育施設に

おいて研修支援等

で海遊プログラム

を実施したほか、

役職員が外部団体

主催の研修等で子

供の体験活動につ

いて講義する際に

説明資料として活

用するなど、外部

に向けた情報発信

も行った。 

教育施設の立地

環境等によるブロ

ック化を図ること

で、効果的に他の

教育施設の好事例

を展開し、事業の

相互評価を行うこ

とができた。 

また、施設の効

率的な利用の促進

として、利用者サ

共」型の管理運営におい

て、施設運営の効率化だけ

でなく、地域での情報発信

や災害対応など、地域拠点

としての役割を果たすこと

ができるよう、青少年教育

のナショナルセンターとし

て発展させていくことが重

要である。 

 

・国立青少年教育施設のブ

ロック化に向けた検討を進

めるに当たり、近隣県の地

域ブロック別が良いのか、

施設の立地環境や特色によ

るテーマ別が良いのか、マ

トリックス分析によるグル

ープ別が良いのかなど、引

き続き、次期中期目標に向

けてブロック化の有効性を

整理していただきたい。 



80 
 

等と連携の

下、広域的な

マネジメント

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施設の

効率的な利用

の促進 

青少年教育

に関する業務

の着実な遂行

により施設の

利用状況を向

上させるとと

もに、その業

務に支障のな

い範囲内で、

地域、民間団

体、家族等の

一般利用に広

く供し、施設

の効率的な利

用を促進す

る。更に、全

ての施設の効

果的・効率的

な利用を実現

するため、青

少年教育団体

の多様なニー

ズを踏まえ、

毎年度平均８

０％以上の

「満足」の評

を図るため、

広域的な観点

から全国のブ

ロック化を検

討し、そのマ

ネジメントに

当たる広域主

幹の配置等を

進める。 

 

 

（３）施設の

効率的な利用

の促進 

青少年教育

に関する業務

の着実な遂行

により施設の

利用状況を向

上させるとと

もに、その業

務に支障のな

い範囲内で、

地域、民間団

体、家族等の

一般利用に広

く供し、施設

の効果的・効

率的な利用を

実現するた

め、青少年教

育団体の多様

なニーズを踏

まえ、毎年度

平均８０％以

上の「満足」

の評価を得ら

れるよう、利

用者サービス

の在り方、拠

点施設と他の

施設の関係

等）の検討、

及びブロック

でのマネジメ

ントに当たる

広域主幹の配

置等を進め

る。 

 

（３）施設の

効率的な利用

の促進 

青少年教育

団体の多様な

ニーズを踏ま

え、利用者サ

ービスの向上

に取り組み、

利用団体から

平均８０％以

上の「満足」

の評価を得る

とともに、宿

泊室稼働率の

全施設平均５

５％以上を確

保する。 

 

 

各教育施設の看板事業をはじめとした教育事業の視察等を行い、各教育施設に対し、広域的な観

点から助言を行っている。 

このほか、各教育施設所長及び広域主幹は、機構が取り組む「体験の風をおこそう」運動や

「早寝早起き朝ごはん」国民運動等について、公立を含む各地区の青少年教育施設協議会での広

報や県を跨いで各地区の教育委員会や公立の青少年教育施設を訪問し、青少年教育施設としての

教育力向上に努めている。 

教育施設のブロック拠点について、平成 29年度までは「北陸・東海」や「中国・四国」等の近

隣する都道府県でのブロック化を検討していたが、施設の立地環境や特色によるグループ分けに

ついても検討するため、海の体験活動推進プロジェクトを実施した。このプロジェクトは主に海

型教育施設である 6教育施設（淡路・江田島・沖縄・若狭湾・室戸・大隅）を対象に、平成 26 年

度に作成した「新・機構元気プラン」を踏まえ、海の体験活動プロジェクトチームが「8歳までの

海遊（かいゆう）教室」を企画・立案し、先行事例を基にした試行事業や勉強会を実施してきた

取組である。同プロジェクトチームは「8歳までの海遊プログラム集」を平成３１年３月に取りま

とめ、同年４月に発行した。令和元年度は、これまでの勉強会等をもとに、各教育施設において

研修支援等で海遊プログラムを実施したほか、役職員が外部団体主催の研修等で子供の体験活動

について講義する際に説明資料として活用するなど、外部に向けた情報発信も行った。 

このように教育施設の立地環境等によるブロック化を図ることで、効果的に他の教育施設の好事

例を展開し、事業の相互評価を行うことができた。 

 

３．施設の効率的な利用の促進 

（１）青少年団体の多様なニーズに応えるサービス向上（第 5章参照） 

青少年団体の多様なニーズを踏まえ、利用者のサービス向上に取り組んだ結果、全教育施設の総

合的な満足度について、アンケート調査の「満足」が 86.7％であり、年度計画に掲げられた「平均

80％以上の利用団体から満足評価を得ること」という目標値を達成した（表 11-1 参照）。 

  

表 11-1 全教育施設を利用した団体の満足度（全施設）  

質 問 項 目 満 足 やや満足 やや不満 不 満 

事前の情報提供 
（79.9%） 

80.6%   

（18.9%） 

18.0%   

（1.2%） 

1.3%   

（0.1%） 

0.1%   

職員の電話や窓口での対応 
（89.9%） 

90.0%   

（8.8%） 

8.8%   

（1.1%） 

1.0%   

（0.2%） 

0.2%   

教育施設を使用しての総合的な満足度 
（86.2%） 

86.7%   

（12.5%） 

12.2%   

（1.2%） 

1.0%   

（0.1%） 

0.1%   

（注１） （ ）の通知は、前年度の数字である。 

 

【取組事例】入所時オリエンテーションの映像化（阿蘇） 

阿蘇では、入所時のオリエンテーションで使用している映像を、利用団体が予め視聴できるよう

無料動画サイトで公開した。これにより、オリエンテーションを簡略化することもでき、到着時間

が遅れた利用団体への対応等が柔軟にできるようになった。また、施設職員にとっては、オリエン

テーション対応の時間が短縮されたことにより、他の利用団体等の対応がより丁寧にできるように

ービスの向上に取

り組み、利用団体

から 86.7％の「満

足」（数値目標

80％）の評価を得

たとともに、宿泊

室稼働率について

も 58.1％（数値目

標 55％）と年度計

画で定める数値目

標を全て達成した

ためＢ評定とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

各教育施設の役

割の明確化につい

ては、今後も、特

色を踏まえた施設

運営を推進してい

く。 
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価を得られる

よう、利用者

サービスの向

上に取り組

む。 

（前中期目標

期間実績：８

０.３％（年平

均）） 

また、宿泊

室稼働率につ

いては、各施

設において、

地域の実情に

即し、毎年

度、「稼働率向

上（利用者増

加）のための

数値目標の設

定及び行動計

画」を策定

し、全施設平

均５５％以上

を確保する。 

（前中期目標

期間実績：５

９.６％（平

均）） 

【目標水準の

考え方】 

第２期中期目

標期間（平成

２７年度を除

く）の国立青

少年教育施設

の平均宿泊室

稼働率は５９.

６％であるも

のの、第３期

中期目標期間

の向上に取り

組む。 

また、毎年

度、「稼働率向

上（利用者増

加）のための

数値目標の設

定及び行動計

画」を策定

し、宿泊室稼

働率の全施設

平均５５％以

上を確保す

る。 

 

なり、業務効率化を進めることができた。 

（２）宿泊室稼働率（表 11-2 参照） 

令和元年度の全教育施設の宿泊室稼働率は 58.1％であり、年度計画に掲げる宿泊室稼働率の平

均 55.0％を上回った。 

 

表11-2 教育施設の総利用者数（全体）  

年度 
総利用者数 宿泊利用者数 日帰り利用者数 宿泊室 

稼働率 合計 教育事業 研修支援 合計 教育事業 研修支援 合計 教育事業 研修支援 

Ｈ30 5,051,337 727,134 4,324,203 2,551,420 105,784 2,445,636 2,499,917 621,350 1,878,567 58.4% 

R1 4,652,358 662,935 3,989,423 2,347,589 91,584 2,256,005 2,304,769 571,351 1,733,418 58.1% 

増減 △398,979 △64,199 △334,780 △203,831 △14,200 △189,631 △195,148 △49,999 △145,149 △0.3% 

（注１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、全教育施設が１ヵ月程度休館した。 
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においては、

今後の若年層

を中心とする

人口の減少に

より、1団体あ

たりの利用者

数は減少する

ことが見込ま

れるため、宿

泊室稼働率に

ついては５

５％以上を確

保することを

数値目標とし

た。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－３ 予算執行の効率化 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 独立行政法人

会計基準の改訂

等により、運営

費交付金の会計

処理として、業

務達成基準によ

る収益化が原則

とされたことを

踏まえ、収益化

単位の業務ごと

に予算と実績を

管理する体制を

構築する。 

 

収益化単位の

業務及び管理部

門の活動と運営

費交付金の対応

関係を明確にし

た上で、予算と

実績を管理する

体制を構築す

る。 

平成２８年度

に構築した体制

を基に、収益化

単位の業務ごと

に予算と実績を

適切に管理す

る。 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・平成 28年度に構

築した体制を基に、

収益化単位の業務ご

とに予算と実績を適

切に管理している

か。 

＜主要な業務実績＞ 

１．予算執行の効率化の状況 

予算執行の効率化について、年度計画において、収益化単位の業務ごと及び一般管理

費を区分した「予算」、「収支計画」及び「資金計画」を策定し、計画に基づいて執行

管理を行った。 

その結果、業務及び管理部門の活動と運営費交付金や事業収入等の対応関係が明確に

なり、適切に管理できている。 

 

表 12-1  令和元年度の予算（要約）                                

（単位：千円） 

区  別 

自立する青少年の 

育成の推進 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 

青少年教育指導者等研修及び 

青少年研修に対する指導及び

助言 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 

【収入】 運営費交

付金 
1,037,178 1,037,178 423,635 423,635 1,253,377 1,253,377 

 事業収入

等 
612,371 570,730 250,124 247,713 740,021 680,113 

 

 

施 設 整 備

費補助金 

その他 

- 

- 

224,616 

319,737 

- 

- 

91,744 

118,073 

- 

- 

271,436 

322,660 

計 1,649,549 2,152,261 673,759 881,165 1,993,398 2,527,586 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

予算執行の効率化

について、年度計画

において、収益化単

位の業務ごと及び一

般管理費を区分し、

計画に基づいて執行

管理を行った結果、

業務及び管理部門の

活動と運営費交付金

や事業収入等の対応

関係が明確になり、

適切に管理ができた

ことから、Ｂ評定と

した。 

 

＜課題と対応＞ 

限られた財源の活

用のため、今後とも

適切に管理していく

必要がある。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結

果が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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【支出】 業務経費 844,092 996,728 344,770 407,114 1,020,043 1,204,497 

 一般管理

費 
805,457 654,901 328,989 267,495 973,355 791,416 

 施 設 整 備

費補助金 
- 224,615 - 91,745 - 271,436 

 その他 - 176,047 - 68,541 - 149,588 

計 1,649,549 2,052,291 673,759 834,895 1,993,398 2,416,937 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 

 

（単位：千円） 

区  別 

青少年教育に関する施設及

び 

団体相互間の連絡及び協力

の促進 

青少年教育に関する 

専門的な調査研究 

青少年団体が行う 

活動に対する助成 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 

【収入】 運営費交

付金 

29,216 29,216 178,219 178,219 2,300,000 2,300,000 

 事業収入

等 

17,250 15,853 105,224 96,706 - 32,722 

 

 

施設整備費

補助金 

その他 

- 

- 

6,328 

7,521 

- 

- 

38,596 

45,879 

- 

- 

- 

1,068,656 

計 46,466 58,918 283,443 359,400 2,300,000 3,401,378 

【支出】 業務経費 23,777 28,076 145,041 171,269 2,037,718 1,927,438 

 一般管理

費 

22,689 18,448 138,402 112,532 262,282 236,696 

 施設整備費

補助金 

- 6,328 - 38,596 - - 

 その他 - 3,487 - 21,270 - - 

計 46,466 56,339 283,443 343,667 2,300,000 2,164,134 

 （注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 

（次ページに続く） 
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（単位：千円） 

区  別 
一般管理費 合 計 

予算額 決算額 予算額 決算額 

【収入】 運営費交付金 3,436,031 3,436,031 8,657,656 8,657,656 

 事業収入等 49,835 27,873 1,774,825 1,671,710 

 

 

施設整備費補助

金 

その他 

- 

- 
- 

61,845 

- 

- 
632,720 

1,944,371 

計 3,485,866 3,525,749 10,432,481 12,906,457 

【支出】 業務経費 - - 4,415,441 4,735,122 

 一般管理費 3,485,866 3,378,808 6,017,040 5,460,296 

 施設整備費補助

金 

- - - 632,720 

 その他 - - - 418,933 

計 3,485,866 3,378,808 10,432,481 11,247,071 

（注 1）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 

（注 2）収入のうち、「その他」については、大口の民間出えん金及び寄附金が含まれている。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．自己収入

の確保 

利用者、利

用の目的及び

形態等を踏ま

え、定期的に

料金体系を検

証する。その

際、施設設置

以来の青少年

利用は無料と

いう原則及び

学校教育にお

ける青少年の

体験活動等の

重要性を十分

考慮するもの

とする。 

また、積極

的に外部資金

や寄附金の増

加に努める。 

収入面に関し

ては、実績を勘

案しつつ、計画

的な収支計画に

よる運営を行

う。また、自己

収入の確保及び

受益者負担の適

正化の観点か

ら、定期的に料

金体系を検証す

る等の取組を行

うことにより、

事業収入につい

ては、中期目標

期間中に５％以

上の増収を図

る。 

さらに、国や

民間団体等から

の受託事業等の

積極的な受入れ

収入面に関し

ては、実績を勘

案しつつ、計画

的な収支計画に

よる運営を行

う。また、自己

収入の確保の観

点から、定期的

に料金体系を検

証する等の取組

を行うことによ

り、事業収入に

ついては、平成

２７年度と比較

して４％以上の

増収を図る。 

さらに、国や

民間団体等から

の受託事業等を

積極的に受け入

れ、外部資金の

確保及び寄附金

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・自己収入の確保の

観点から、定期的に

料金体系を検証する

等の取組を行うこと

により、事業収入に

ついては、平成 27年

度と比較して 4％以上

の増収を図っている

か。 

 

・収入面に関して

は、実績を勘案しつ

つ、計画的な収支計

画による運営を行っ

ているか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１．予算 

（１）事業収入等の確保の状況 

① 令和元年度事業収入等予算額    １,７７４,８２５千円 

② 令和元年度事業収入等決算額       １,６７１,７１０千円 

            （対予算比  △１０３,１１５千円、５.８％減） 

  なお、事業収入については、平成 27 年度と比較して 4%以上の増収を図った。 

           （対平成 27 年度予算比  ９２，３１５千円、５．８％増） 

 

（２）事業収入等の確保に係る主な取組状況 

   令和元年度は、センターの自動販売機に係る設置形態の変更により、事業収入等を確保した。 

一方で、文部科学省から令和 2年 2月 26 日付で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、機

構における教育事業の中止及び利用団体の受入停止の要請があり、令和 2年 2月 28 日から団体の受入

停止措置を講じた結果、事業収入等は、1,671,710 千円（対予算比 5.8％減）の確保に留まった。  

また、これまでの機構の健全な青少年の育成等に関する取組が最大限評価されたことにより、大口の

民間出えん金（8億円）及び寄附金（2億円）を受入れている。 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

自己収入の確保につ

いて、令和元年度はセ

ンターの自動販売機に

係る設置形態の変更等

による事業収入等の確

保を図った。 

一方で、文部科学省

から令和 2年 2月 26

日付で、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防

止のため、機構におけ

る主催事業の中止及び

利用団体の受入停止の

要請があり、令和 2年

2月 28 日から団体の

受入停止措置を講じた

結果、事業収入等は、

1,671,710 千円（対予

算比 5.8％減）の確保

に留まった。  

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、

中期計画に定められた

以上の業務の進捗が認

められるため。 

 

・事業収入等決算額は

1,671,710 千円であり、

平成 27 年度事業収入

等予算額の 4％（63,175

千円）以上の増収が目

標のところ、92,315 千

円の増収を図り、5.8％

増となった。 

 

・年度計画において、外

部資金の確保及び寄附

金の増加に努めること

としているところ、大

口 の 民 間 出 え ん 金
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さらに自己収

入の取扱いに

おいては、毎

年度に計画的

な収支計画を

作成し、当該

収支計画によ

る運営を行

う。 

 

２．固定経費

の節減 

 管理・運営

業務の効率化

を図るととも

に、効率的な

施設運営を行

うこと等によ

り、固定経費

の節減を目指

す。 

 

等により、外部

資金の確保及び

寄附金の増加に

努める。 

また、利用者の

安全を確保する

ために必要な人

員配置や施設・

設備のメンテナ

ンスには十分配

慮し、ナショナ

ルセンターとし

ての機能を維持

しつつ、管理・

運営業務の効率

化を図るととも

に、効率的な施

設運営を行うこ

と等により、固

定経費の節減を

行う。 

 

の増加に努め

る。 

また、利用者

の安全を確保す

るために必要な

人員配置や施

設・設備のメン

テナンスには十

分配慮し、ナシ

ョナルセンター

としての機能を

維持しつつ、管

理・運営業務の

効率化を図ると

ともに、効率的

な施設運営を行

うこと等によ

り、固定経費の

節減を行う。 

 

・国や民間団体等か

らの受託事業等を積

極的に受け入れ、外

部資金の確保及び寄

附金の増加に努めて

いるか。 

 

・利用者の安全を確

保するために必要な

人員配置や施設・設

備のメンテナンスに

は十分配慮し、ナシ

ョナルセンターとし

ての機能を維持しつ

つ、管理・運営業務

の効率化を図るとと

もに、効率的な施設

運営を行うこと等に

より、固定経費の節

減を行っているか。 

 また、これまでの機

構の健全な青少年の育

成等に関する取組が最

大限評価されたことに

より、令和元年度にお

いても更なる推進のた

めに引き続き大口民間

出えん金及び寄附金を

受け入れる事ができた

こと等により、年度計

画における目標を大き

く上回る民間出えん金

（805,639千円）及び寄

附金（231,418 千円）を

確保したことから、Ａ

評定とした。 

なお、固定経費につ

いては、外部委託費等

について競争性を確保

することにより削減し

た。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も自己収入の確保

が必要であることか

ら、引き続き、料金体

系の検証や寄附金の確

保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（805,639 千円）及び寄

附金 231,418 千円）を

確保することができ

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・財務省が実施した令

和元年度予算執行調査

において、「現行では利

用料が免除されている

青少年等利用者及び日

帰り利用者から利用料

をいただくことや稼働

率の改善によって、質

向上のための職員の意

識向上を図り、その財

源を施設整備に充て、

更なる利用者増につな

げるべき。」との指摘を

踏まえ、新たな利用料

金体系の見直しなどを

検討する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・中長期的な施設の維

持管理のため、寄附を

活用した施設の維持更

新経費の積立を行うな

ど、機構としての独自

財源を確保するよう努

めるべきである。 

 

・国立青少年教育施設

の老朽化などの課題

や、施設の新しい利用

形態（提供するプログ

ラム含む）について、施

設・事業に応じた検討

部会を設けて多様なス

 表 13-1 令和元年度の予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  別 

自立する青少年の 

育成の推進 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減

額 

【収入】 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

運営費交付金 1,037,178 1,037,178  -  423,635 423,635  -  

事業収入等 612,371 570,730 △ 41,641 250,124 247,713 △ 2,411 

施設整備費補助金  -  224,616 224,616  -  91,744 91,744 

寄附金収入  -  87,768 87,768  -  32,293 32,293 

受取利息  -   -   -   -   -   -  

雑益  -  32,503 32,503  -  9,810 9,810 

受託収入  -  34,793 34,793  -  9,016 9,016 

補助金  -  1,283 1,283  -  217 217 

民間出えん金  -   -   -   -   -   -  

前年度繰越金  -  163,390 163,390  -  66,737 66,737 

計 1,649,549 2,152,261 502,712 673,759 881,165 207,406 

【支出】 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

業務経費 844,092 996,728 △152,636 344,770 407,114 △62,344 

自立する青少年の 

育成の推進 
844,092 996,728 △152,636 - - - 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 
- - - 344,770 407,114 △62,344 

青少年教育指導者等 

研修及び青少年研修に 

対する指導及び助言 

- - - - - - 

青少年教育に関する 
施設及び団体相互間の 
連絡及び協力の促進 

- - - - - - 

青少年教育に関する 

専門的な調査研究 
- - - - - - 

青少年教育団体が行う 

活動に対する助成 
- - - - - - 

一般管理費 805,457 654,901 150,556 328,989 267,495 61,494 

人件費 805,457 654,901 150,556 328,989 267,495 61,494 

管理運営経費  -   -   -   -   -   -  

受託事業費  -  37,509 △ 37,509  -  10,342 △ 10,342 

補助金事業費  -  1,283 △ 1,283  -  217 △ 217 

 寄附金事業費等  -  137,255 △ 137,255  -  57,982 △ 57,982 

施設整備費補助金  -  224,615 △ 224,615  -  91,745 △ 91,745 

計 1,649,549 2,052,291 △ 402,742 673,759 834,895 
△ 

161,136 

（単位:千円） 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 
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タッフ・リソースを活

用することにより、さ

らなる利用者増につな

げていただきたい。 

 

・これまで、災害時に実

施したリフレッシュキ

ャンプのような被災地

支援は、今後も必要だ

と考えており、その運

営資金は、クラウドフ

ァンディングなどによ

り寄附を募るという方

法もある。寄附金の獲

得を通じて、機構のミ

ッションに基づく社会

的意義のある活動とし

て外部に情報発信して

いきながら、機構の存

在意義をアピールして

いくことも検討してい

ただきたい。 

 

・外部資金獲得に向け

て、機構内に専門チー

ムを設置して検討する

など、実効性のある取

組を期待したい。また、

取組を進める中で、企

業連携を進めつつ青少

年団体とつながった

り、有用な枠組みを作

ったりすることに努め

ていただきたい。 
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区  別 

青少年教育指導者等研修及び 

青少年研修に対する指導及び助言 

青少年教育に関する施設及び 

団体相互間の連絡及び協力の促進 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

【収入】 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

運営費交付金 1,253,377 1,253,377 - 29,216 29,216 - 

事業収入等 740,021 680,113 △ 59,908 17,250 15,853 △ 1,397 

施設整備費補助金 - 271,436 271,436 - 6,328 6,328 

寄附金収入 - 95,544 95,544 - 2,227 2,227 

受取利息 - - - - - - 

雑益 - 29,023 29,023 - 676 676 

受託収入 - - - - - - 

補助金 - 644 644 - 15 15 

民間出えん金 - - - - - - 

前年度繰越金 - 197,449 197,449 - 4,603 4,603 

計 1,993,398 2,527,586 534,188 46,466 58,918 12,452 

【支出】 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

業務経費 1,020,043 1,204,497 △184,454 23,777 28,076 △ 4,299 

自立する青少年の 

育成の推進 
- - - - - - 

青少年教育指導者等の 
養成及び資質の向上 

- - - - - - 

青少年教育指導者等 
研修及び青少年研修に 

対する指導及び助言 
1,020,043 1,204,497 △184,454 - - - 

青少年教育に関する 
施設及び団体相互間の 
連絡及び協力の促進 

- - - 23,777 28,076 △ 4,299 

青少年教育に関する 
専門的な調査研究 

- - - - - - 

青少年教育団体が行う 
活動に対する助成 

- - - - - - 

一般管理費 973,355 791,416 181,939 22,689 18,448 4,241 

人件費 973,355 791,416 181,939 22,689 18,448 4,241 

管理運営経費  -   -   -   -   -   -  

受託事業費  -   -   -   -   -   -  

 補助金事業費  -  644 △ 644  -  15 △ 15 

寄附金事業費等  -  148,944 △ 148,944  -  3,472 △ 3,472 

施設整備費補助金  -  271,436 △ 271,436  -  6,328 △ 6,328 

     計 1,993,398 2,416,937 △ 423,539 46,466 56,339 △ 9,873 

  （単位:千円） 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 
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区  別 
青少年教育に関する専門的な調査研究 

青少年教育団体が行う 

活動に対する助成 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

【収入】 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

運営費交付金 178,219 178,219  -  2,300,000 2,300,000  -  

事業収入等 105,224 96,706 △ 8,518  -  32,722 32,722 

施設整備費補助金  -  38,596 38,596  -   -   -  

寄附金収入  -  13,586 13,586  -   -   -  

受取利息  -   -   -   -   -   -  

雑益  -  4,127 4,127  -   -   -  

受託収入  -  - -  -   -   -  

補助金  -  91 91  -   -   -  

民間出えん金  -  - -  -  805,639 805,639 

前年度繰越金  -  28,075 28,075  -  263,017 263,017 

計 283,443 359,400 75,957 2,300,000 3,401,378 1,101,378 

【支出】 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

業務経費 145,041 171,269 △26,228 2,037,718 1,927,438 110,280 

自立する青少年の 

育成の推進 
- - - - - - 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 
- - - - - - 

青少年教育指導者等 

研修及び青少年研修に 
対する指導及び助言 

- - - - - - 

青少年教育に関する 
施設及び団体相互間の 

連絡及び協力の促進 
- - - - - - 

青少年教育に関する 

専門的な調査研究 
145,041 171,269 △26,228 - - - 

青少年教育団体が行う 

活動に対する助成 
- - - 2,037,718 1,927,438 110,280 

一般管理費 138,402 112,532 25,870 262,282 236,696 25,586 

人件費 138,402 112,532 25,870 262,282 236,696 25,586 

管理運営経費  -   -   -   -   -   -  

受託事業費  -   -   -   -   -   -  

補助金事業費  -  91 △ 91  -   -   -  

 寄附金事業費等  -  21,179 △ 21,179  -   -   -  

施設整備費補助金  -  38,596 △ 38,596  -   -   -  

計 
283,443 343,667 △ 60,224 2,300,000 2,164,134 135,866 

  （単位:千円） 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 
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区  別 
一般管理費 合  計 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額  差額△減額 

【収入】 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

運営費交付金 3,436,031 3,436,031  -  8,657,656 8,657,656  -  

事業収入等 49,835 27,873 △ 21,962 1,774,825 1,671,710 △ 103,115 

施設整備費補助金  -   -   -   -  632,720 632,720 

寄附金収入  -   -   -   -  231,418 231,418 

受取利息  -   -   -   -   -   -  

雑益  -  4,916 4,916  -  81,055 81,055 

受託収入  -   -   -   -  43,809 43,809 

補助金  -   -   -   -  2,250 2,250 

民間出えん金  -   -   -   -  805,639 805,639 

前年度繰越金  -  56,929 56,929  -  780,200 780,200 

計 3,485,866 3,525,749 39,883 10,432,481 12,906,457 2,473,976 

【支出】 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

業務経費 - - - 4,415,441 4,735,122 △319,681 

自立する青少年の 

育成の推進 
- - - 844,092 996,728 △152,636 

青少年教育指導者等の 
養成及び資質の向上 

- - - 344,770 407,114 △62,344 

青少年教育指導者等 
研修及び青少年研修に 
対する指導及び助言 

- - - 1,020,043 1,204,497 △184,454 

青少年教育に関する 
施設及び団体相互間の 
連絡及び協力の促進 

- - - 23,777 28,076 △ 4,299 

青少年教育に関する 

専門的な調査研究 
- - - 145,041 171,269 △26,228 

青少年教育団体が行う 
活動に対する助成 

- - - 2,037,718 1,927,438 110,280 

一般管理費 3,485,866 3,378,808 107,058 6,017,040 5,460,296 556,744 

人件費 1,839,283 1,916,185 △ 76,902 4,370,457 3,997,673 372,784 

管理運営経費 1,646,583 1,462,623 183,960 1,646,583 1,462,623 183,960 

 受託事業費  -   -   -   -  47,851 △ 47,851 

 補助金事業費  -   -   -   -  2,250 △ 2,250 

 寄附金事業費等  -   -   -   -  368,832 △ 368,832 

施設整備費補助金  -   -   -   -  632,720 △ 632,720 

計 3,485,866 3,378,808 107,058 10,432,481 11,247,071 △ 814,590 

  
（単位：千円） 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 
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【主な増減理由】 

① 収入の主な増減理由 

センターの自動販売機に 係る設置形態の変更及び平成 30 年 10 月から改定したシーツ等洗濯料収入

の平年化に伴う事業収入等の増。 

新型コロナウイルスの感染症拡大防止による教育施設の受入停止に伴う事業収入等の減。 

 

② 支出の主な増減理由  

寄附金事業等：大口寄附金を財源とした事業費の増。 

一般管理費：新型コロナウイルス感染症の拡大防止による教育施設の受入停止に伴う光熱水費等の減。 
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区  別 

自立する青少年の 

育成の推進 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 

予算額  差額△減額 予算額 決算額 
差額△減

額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【費用の部】  1,696,136   1,878,942  △ 182,806  692,787   764,819  △ 72,032 

 経常費用 1,696,136  1,834,692  △ 138,556 692,787  746,745  △ 53,958 

  業務経費 1,696,136  1,759,855  △ 63,719 692,787  721,156  △ 28,369 

  一般管理費  -   -  -  -   -  - 

  受託経費  -   37,509  △ 37,509  -   10,342  △ 10,342 

  減価償却費  -   37,328  △ 37,328  -   15,247  △ 15,247 

 臨時損失  -   44,250  △ 44,250  -   18,074  △ 18,074 

 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

【収益の部】  1,696,136   1,858,458  162,322  692,787   761,162  68,375 

 経常収益 1,696,136  1,814,208  118,072 692,787  743,088  50,301 

  運営費交付金収益 1,037,179  948,830  △ 88,349 423,634  387,549  △ 36,085 

  事業収入等 612,371  570,729  △ 41,642 250,125  247,713  △ 2,412 

  受託収入  -   34,793  34,793  -   9,016  9,016 

補助金等収益  -   1,282  1,282  -   218  218 

  施設費収益  -   58,854  58,854  -   24,039  24,039 

  寄附金収益  -   84,160  84,160  -   30,819  30,819 

  雑益  -   32,503  32,503  -   9,810  9,810 

  引当金見返に係る収益  46,586   45,765  △ 821  19,028   18,693  △ 335 

  資産見返運営費交付金

戻入 
 -   25,147  25,147  -   10,434  10,434 

  資産見返物品受増額 

戻入 
 -   398  398  -   -  - 

  資産見返寄附金戻入  -   11,746  11,746  -   4,798  4,798 

臨時利益  -   44,250  44,250  -   18,074  18,074 

  

（単位：千円） 

２．収支計画 

表 13-2 令和元年度の収支 
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区  別 

青少年教育指導者等研修及び 

青少年研修に対する指導及び助言 

青少年教育に関する施設及び 

団体相互間の連絡及び協力の促進 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 
差額△減

額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【費用の部】 
 

2,049,695  
 2,216,984  △ 167,289  47,778   51,506  △ 3,728 

 経常費用 2,049,695  2,163,509  △ 113,814 47,778  50,260  △ 2,482 

  業務経費 2,049,695  2,118,400  △ 68,705 47,778  49,209  △ 1,431 

  一般管理費  -   -   -   -   -   -  

  受託経費  -   -   -   -   -   -  

  減価償却費  -   45,109  △ 45,109  -   1,052  △ 1,052 

 臨時損失  -   53,475  △ 53,475  -   1,246  △ 1,246 

 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

【収益の部】  2,049,695   2,172,541  122,846  47,778   50,641  2,863 

 経常収益 2,049,695  2,119,066  69,371 47,778  49,395  1,617 

  運営費交付金収益 1,253,377  1,146,613  △ 106,764 29,216  26,727  △ 2,489 

  事業収入等 740,021  680,113  △ 59,908 17,250  15,853  △ 1,397 

  受託収入  -   -  -  -   -  - 

  補助金等収益  -   643  643  -   15  15 

  施設費収益  -   71,123  71,123  -   1,658  1,658 

  寄附金収益  -   91,184  91,184  -   2,125  2,125 

  雑益  -   29,023  29,023  -   676  676 

  引当金見返に係る収益  56,297   55,305  △ 992  1,312   1,289  △ 23 

  資産見返運営費交付金 

戻入 
 -   30,869  30,869  -   720  720 

  資産見返物品受増額戻入  -   -  -  -   -  - 

  資産見返寄附金戻入  -   14,194  14,194  -   331  331 

 臨時利益  -   53,475  53,475  -   1,246  1,246 

  
（単位：千円） 
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区  別 

青少年教育に関する専門的な調査

研究 

青少年教育団体が行う 

活動に対する助成 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【費用の部】  291,448   314,189  △ 22,741  2,320,035   2,180,330  139,705 

 経常費用 291,448  306,585  △ 15,137 2,320,035  2,166,337  153,698 

  業務経費 291,448  300,171  △ 8,723 2,320,035  2,147,738  172,297 

  一般管理費  -   -   -   -   -   -  

  受託経費  -   -   -   -   -   -  

  減価償却費  -   6,414  △ 6,414  -   18,599  △ 18,599 

 臨時損失  -   7,604  △ 7,604  -   13,993  △ 13,993 

 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

【収益の部】  291,448   308,916  17,468  2,320,035   2,180,352  △ 139,683 

 経常収益 291,448  301,312  9,864 2,320,035  2,166,359  △ 153,676 

  運営費交付金収益 178,219  163,038  △ 15,181 2,300,000  2,117,441  △ 182,559 

  事業収入等 105,224  96,706  △ 8,518  -   32,722  32,722 

  受託収入  -   -  -   -   -   -  

  補助金等収益  -   92  92  -   -   -  

  施設費収益  -   10,113  10,113  -   -   -  

  寄附金収益  -   12,965  12,965  -   -   -  

  雑益  -   4,127  4,127  -   -   -  

  引当金見返に係る収益  8,005   7,864  △ 141  20,035   13,559  △ 6,476 

  資産見返運営費交付金 

戻入 
 -   4,389  4,389  -   2,636  2,636 

  資産見返物品受増額戻入  -   -  -  -   -   -  

  資産見返寄附金戻入  -   2,018  2,018  -   -   -  

 臨時利益  -   7,604  7,604  -   13,993  13,993 

  （単位：千円） 
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区  別 
一般管理費 合  計 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【費用の部】 6,720,786   4,501,733  2,219,053  13,818,665  11,908,503  1,910,162 

 経常費用 3,708,538  3,620,136  88,402 10,806,417 10,888,264  △ 81,847 

  業務経費  -   -  - 7,097,879  7,096,529  1,350 

  一般管理費 3,585,038  3,489,690  95,348 3,585,038  3,489,690  95,348 

  受託経費  -   -  -  -   47,851  △ 47,851 

  減価償却費 123,500  130,445  △ 6,945 123,500  254,194  △ 130,694 

 臨時損失 3,012,248  881,597  2,130,651 3,012,248  1,020,239  1,992,009 

 (a) (b) (b)-(a) (a) (b) (b)-(a) 

【収益の部】 6,720,786   4,553,675  △ 2,167,111  13,818,665  11,885,745  1,932,920 

 経常収益 3,708,538  3,672,078  △ 36,460 10,806,417 10,865,506  △ 59,089 

  運営費交付金収益 3,436,031  2,998,392  △ 437,639 8,657,656  7,788,590  869,066 

  事業収入等 49,835  27,874  △ 21,961 1,774,826  1,671,710  103,116 

  受託収入  -   -   -   -   43,809  △ 43,809 

  補助金収益  -   -   -   -   2,250  △ 2,250 

  施設費収益  -   -   -   -   165,787  △ 165,787 

  寄附金収益  -   -   -   -   221,253  △ 221,253 

  雑益  -  4,916 4,916  -   81,055  △ 81,055 

  引当金見返に係る収益  99,172  580,328 481,156 250,435  722,803  △ 472,368 

  資産見返運営費交付金戻入 122,200 60,569 △ 61,631 122,200  134,764  △ 12,564 

  資産見返物品受増額戻入 500  -  △ 500 500  398  102 

  資産見返寄附金戻入 800  -  △ 800 800  33,087  △ 32,287 

 臨時利益 3,012,248   881,597  △ 2,130,651 3,012,248  1,020,239  1,992,009 

  

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 

【主な増減理由】  

 業務経費：大口寄附金を財源とした事業費の増。 

  事業収入等：新型コロナウイルス感染症の拡大を防止による教育施設の受入停止に伴う減。 

寄附金収益：大口寄附金の受け入れによる増。 

（単位：千円） 
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区  別 

自立する青少年の 

育成の推進 

青少年教育指導者等の 

養成及び資質の向上 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【資金支出】 1,649,550  1,987,673  △ 338,123 673,759  803,784  △ 14,726 

 業務活動による支出 1,649,550  1,951,694  △ 302,144 673,759  789,058   -  

 投資活動による支出  -  35,979  △ 35,979  -  14,726  △ 14,726 

 財務活動による支出  -   -   -   -   -   -  

翌年度への繰越額  -   -   -   -   -   -  

       

【資金収入】 1,649,550  1,987,673  338,123 673,759  803,784  130,025 

 業務活動による収入 1,649,550  1,756,072  106,522 673,759  709,186  35,427 

  運営費交付金による 

収入 
1,037,179  1,037,179   -  423,634  423,634   -  

  事業収入等 612,371  581,294  △ 31,077 250,125  252,028  1,903 

  受託収入  -  45,285  45,285  -  -  - 

  補助金等収入  -  1,283  1,283  -  218  218 

  寄附金収入  -  87,768  87,768  -  32,293  32,293 

  その他収入  -  3,264  3,264  -  1,012  1,012 

 投資活動による収入  -  231,601  231,601  -  94,598  94,598 

  施設整備費補助金 

による収入 
 -  231,590  231,590  -  94,593  94,593 

  有形固定資産の売却 

による収入 
 -  11  11  -  5  5 

  有価証券の償還 

  による収入 
 -   -   -   -   -   -  

 財務活動による収入  -   -   -   -   -   -  

  民間出えん金  -   -   -   -   -   -  

前年度よりの繰越金  -   -   -   -   -   -  

  

（単位：千円） 

３．資金計画 

表 13-3 令和元年度の資金 
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区  別 

青少年教育指導者等研修及び 

青少年研修に対する指導及び助言 

青少年教育に関する施設及び 

団体相互間の連絡及び協力の促進 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【資金支出】 1,993,398  2,318,143  △ 324,745 46,466  54,203  △ 7,737 

 業務活動による支出 1,993,398  2,269,660  △ 276,262 46,466  53,448  △ 6,982 

 投資活動による支出  -  48,483  △ 48,483  -  755  △ 755 

 財務活動による支出  -   -   -   -   -   -  

 翌年度への繰越額  -   -   -   -   -   -  

       

【資金収入】 1,254,117  2,318,143  1,064,026 29,233  54,203  24,970 

 業務活動による収入 1,254,117  2,038,264  784,147 29,233  47,679  18,446 

  運営費交付金による 

収入 
1,253,377  1,253,377   -  29,216  29,216   -  

  事業収入等 740  685,705  684,965 17  16,151  16,134 

  受託収入  -   -   -   -   -   -  

  補助金等収入  -  644  644  -  15  15 

  寄附金収入  -  95,544  95,544  -  2,227  2,227 

  その他収入  -  2,995  2,995  -  70  70 

 投資活動による収入  -  279,879  279,879  -  6,524  6,524 

  施設整備費補助金 

による収入 
 -  279,865  279,865  -  6,524  6,524 

  有形固定資産の売却 

による収入 
 -  14  14  -   -   -  

  有価証券の償還 

による収入 
 -   -   -   -   -   -  

 財務活動による収入  -   -   -   -   -   -  

  民間出えん金  -   -   -   -   -   -  

前年度よりの繰越金  -   -   -   -   -   -  

  
（単位：千円） 
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区  別 
青少年教育に関する専門的な調査研究 

青少年教育団体が行う 

活動に対する助成 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【資金支出】 283,443  330,640  △ 47,197 2,300,000  4,024,119  △ 1,724,119 

 業務活動による支出 283,443  324,307  △ 40,864 2,300,000  2,403,422  △ 103,422 

 投資活動による支出  -  6,333  △ 6,333  -  814,571  △ 814,571 

 財務活動による支出  -   -   -   -   -   -  

翌年度への繰越額  -   -   -   -  806,126  △ 806,126 

       

【資金収入】 283,443  330,640  47,197 2,300,000  4,024,119  1,724,119 

 業務活動による収入 283,443  290,844  7,401 2,300,000  2,394,962  94,962 

  運営費交付金による 

収入 
178,219  178,219   -  2,300,000  2,300,000   -  

  事業収入等 105,224  98,522  △ 6,702  -  8,259  8,259 

  受託収入  -   -   -   -   -   -  

  補助金等収入  -  92  92  -   -   -  

  寄附金収入  -  13,585  13,585  -   -   -  

  その他収入  -  426  426  -  86,702  86,702 

 投資活動による収入  -  39,796  39,796  -  8,460  8,460 

  施設整備費補助金 

による収入 
 -  39,794  39,794  -   -   -  

  有形固定資産の売却 

  による収入 
 -  2  2  -   -   -  

  有価証券の償還 

による収入 
 -   -   -   -  8,460  8,460 

 財務活動による収入  -   -   -   -  805,639  805,639 

  民間出えん金  -   -   -   -  805,639  805,639 

前年度よりの繰越金  -   -   -   -  815,058  815,058 

  （単位：千円） 



100 
 

      

区  別 
一般管理費 合  計 

予算額 決算額 差額△減額 予算額 決算額 差額△減額 

 (a) (b) (a)-(b) (a) (b) (a)-(b) 

【資金支出】 3,845,866  5,747,041  △ 1,901,175 10,792,482  15,265,603  △ 4,357,822 

 業務活動による支出 3,845,866  2,871,627  974,239 10,792,482  10,663,216  244,565 

 投資活動による支出  -  107,497  △ 107,497  -  1,028,343  △ 1,028,343 

 財務活動による支出  -  90,296  △ 90,296  -  90,296  △ 90,296 

翌年度への繰越額  -  2,677,622  △ 2,677,622  -  3,483,748  △ 3,483,748 

       

【資金収入】 3,485,866  5,747,041  2,261,175 9,675,968  15,265,603  5,589,634 

 業務活動による収入 3,485,866  3,469,244  △ 16,622 9,675,968  10,706,250  1,030,282 

  運営費交付金による 

収入 
3,436,031  3,436,031   -  8,657,656  8,657,656   -  

  事業収入等 49,835  27,873  △ 21,962 1,018,312  1,669,833  651,520 

  受託収入  -   -   -   -  45,285  45,285 

  補助金等収入  -   -   -   -  2,250  2,250 

  寄附金収入  -   -   -   -  231,418  231,418 

  その他収入  -  5,340  5,340  -  99,809  99,809 

 投資活動による収入  -   -   -   -  660,858  660,858 

  施設整備費補助金 

による収入 
 -   -   -   -  652,366  652,366 

  有形固定資産の売却 

  による収入 
 -   -   -   -  32  32 

  有価証券の償還 

による収入 
 -   -   -   -  8,460  8,460 

 財務活動による収入  -   -   -   -  805,639  805,639 

  民間出えん金  -   -   -   -  805,639  805,639 

前年度よりの繰越金  -  2,277,797  2,277,797  -  3,092,855  3,092,855 

  

        

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

（注）区別ごとに表示単位未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがある。 

【主な増減理由】 

 財務活動による収入：民間出えん金の増。 

 

（単位：千円） 



101 
 

１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 短期借入金の限

度額は２０億円と

する。 

短期借入金が想定

される事態として

は、運営費交付金

の受入れに遅延が

生じた場合であ

る。なお、想定さ

れていない退職手

当の支給や事故の

発生などにより緊

急に必要となる経

費として借入する

ことも想定され

る。 

― 特になし ＜主要な業務実績＞ 

短期借入金の限度額は 20億円である。なお、令和元年度において

は、短期借入金の実績はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

短期借入金の実績は

なかったため、Ｂ評定

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も資金管理に留

意していく。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５ 不要財産及び不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― ― ― 特になし ＜主要な業務実績＞ 

保有資産の見直しについて、各教育施設の使用する土地及び建物（以

下「施設等」という。）の有効利用に関して、組織的かつ不断に把握・

検討を行う体制を整備して、施設等の適正かつ効率的な運用管理を図る

べく、平成 25 年度に、「独立行政法人国立青少年教育振興機構保有資産

等利用検討委員会」（以下「保有資産等利用検討委員会」という。）を本

部に設置した。 

令和元年度は、11 月に同委員会を開催し、施設等の利用状況の把握

を行い、事務事業を実施する上で、必要最小限のものとなっているか、

検討を行った。 

その結果、施設等は有効利用されており、不要財産及び不要財産とな

ることが見込まれる財産に該当する施設等はないことを確認するとと

もに、今後も継続して見直しを検討していくこととした。 

＜評定と根拠＞ 

保有資産等利用検討

委員会を開催し、各教

育施設の保有資産が必

要最小限のものとなっ

ていることを組織的か

つ不断に確認している

ため、Ｂ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も各教育施設の

使用する保有資産につ

いて、組織的かつ不断

に把握・見直しを行

う。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６ 上記以外の重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― ― ― 特になし ＜主要な業務実績＞ 

１．不要財産以外の重要な財産の処分に関する計画 （第 10章参照） 

保有資産の見直しについて、各教育施設の使用する土地及び建物（以

下「施設等」という。）の有効利用に関して、組織的かつ不断に把握・

検討を行う体制を整備して、施設等の適正かつ効率的な運用管理を図る

べく、平成 25 年度に、「独立行政法人国立青少年教育振興機構保有資産

等利用検討委員会」（以下「保有資産等利用検討委員会」という。）を本

部に設置した。 

令和元年度は 11 月に同委員会を開催し、施設等の利用状況の把握を

行い、事務事業を実施する上で、必要最小限のものとなっているか、検

討を行った。 

その結果、施設等は有効利用されており、不要財産以外の重要な財産

の処分に該当する施設等はないことを確認するとともに、今後も継続し

て見直しを検討していくこととした。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

保有資産等利用検討

委員会を開催し、各教

育施設の保有資産が必

要最小限のものとなっ

ていることを組織的か

つ不断に確認している

ため、Ｂ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も各教育施設の

使用する保有資産につ

いて、組織的かつ不断

に把握・見直しを行

う。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

７ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 決算において剰

余金が発生したと

きは、次の経費等

に充てる。 

① 青少年及び青

少年教育指導者等

を対象とする研修

等の充実 

② 青少年及び青

少年教育指導者等

を対象とする研修

に対する支援の充

実 

③ 青少年教育に

関する関係機関・

団体等との連携促

進の充実 

④ 青少年教育に

関する調査研究の

充実 

― 特になし ＜主要な業務実績＞ 

１．剰余金の使途 

令和元年度において、新たな剰余金は発生していない。なお、前中期

目標期間繰越積立金については、文部科学大臣に承認された使途に充当

した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和元年度において

は、剰余金の使用実績

はなかった。 

なお、前中期目標期

間繰越積立金について

は、文部科学大臣に承

認された使途に充当し

たことから、Ｂ評定と

した。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も予算の計画的

かつ効率的な執行に努

める。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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⑤ 青少年教育団

体が行う活動に対

する助成の充実 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－１ 施設・設備に関する事項 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅵ その他業務運

営に関する重要事

項 

 

 

（１）施設・設備

は、利用者に対す

る研修が効果的に

実施されるよう、

長期的視野に立っ

て、その整備を計

画的に推進する。 

また、それらの

管理運営において

は、老朽化した施

設・設備の改修や

維持保全を確実に

実施することで、

安全の確保に万全

を期する。 

 

Ⅷ その他主務省

令で定める業務運

営に関する事項 

別紙４のとおり 

 

（１）施設・設備

に関する保守・管

理の長期的な計画

を策定し、当該計

画に基づく保守・

管理を行うととも

に、利用者が安

心・安全に体験活

動ができる環境の

整備及び自然災害

等への対応の観点

から、必要な施

設・設備の改善等

を計画的に進め

る。 

 

Ⅳ その他主務省

令で定める業務運

営に関する事項 

別紙４のとおり 

 

（１）施設・設備

に関する施設整備

５ヶ年計画に基づ

き、保守・管理を

適切に行う。ま

た、利用者の安

心・安全な体験活

動に必要な施設・

設備の改善等を進

める。 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・施設・設備に関す

る施設整備５ヶ年計

画に基づき、保守・

管理を適切に行って

いるか。 

 

・利用者の安心・安

全な体験活動に必要

な施設・設備の改善

等を進めているか。 

 

・利用者のニーズを

踏まえ、特に幼児、

高齢者、身体障がい

者等が円滑に施設及

びサービスを利用で

きるよう、適切な施

＜主要な業務実績＞ 

１．施設整備の実施状況 

令和元年度の施設・設備の整備に当たっては、「施設整備 5ヶ年計

画」に基づき、各教育施設の利用者の安全・安心及び研修・宿泊施設

等の防災・減災対策に取り組んだ。 

また、台風や強風、落雷で被災した各教育施設の災害復旧整備を実

施した。実施に当たっては、工事中の利用者の安全確保を優先した。 

（１）施設整備事業（施設整備費補助金） 

平成 30 年度第一次補正（1事業：125,880 千円） 

平成 30 年度第二次補正（3事業：506,840 千円） 

（２）各所修繕 

令和元年度運営費交付金（86,615 千円） 

 

２．利用者に配慮した施設整備の状況 

エレベーターにおいて、戸開走行保護装置（カゴおよび昇降路の全て

の出入口の戸が閉じる前にカゴが昇降しようとした場合、自動的にカゴ

を制止させる装置）及び地震時管制運転装置（地震その他の衝撃による

加速度を検知し、自動的にカゴを昇降路の出入口に停止させ、自動又は

手動により戸開する装置）の設置等の安全対策を実施し、併せて、幼児、

高齢者、身体障がい者等が円滑に施設利用できるよう、カゴ内に車イス

対応の手摺・操作ボタン・点字板等を設置した。 

また、防災・減災対策については、火災時に利用者が安全に避難でき

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

「施設整備 5 か年計

画」に基づき、本部が各

教育施設と連携しなが

ら計画的に各施設の保

守・管理等を実施する

とともに、各教育施設

の地域性に配慮しつ

つ、施設運営に支障が

生じないように、緊急

性を踏まえ、基幹設備

の老朽化に伴う危険防

止対策を着実に実施し

た。 

また、エレベーター

の安全対策改修など利

用者の安全の確保に関

する施設整備を実施す

るとともに、幼児、高齢

者、身体障がい者等が

円滑に施設を利用でき

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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（２）利用者本位

の快適な生活･研修

環境の形成のため

の施設整備を進

め、特に幼児、高

齢者、障がい者等

に対して優しい施

設とする。 

 

（２）利用者本位

の快適な生活・研

修環境の形成のた

めの施設整備を進

める。特に幼児、

高齢者、身体障が

い者等が円滑に施

設及びサービスを

利用できるよう、

関係法令等を踏ま

えつつ、計画的な

施設整備を進め

る。 

（２）利用者のニ

ーズを踏まえ、特

に幼児、高齢者、

身体障がい者等が

円滑に施設及びサ

ービスを利用でき

るよう、適切な施

設整備を進める。 

 

設整備を進めている

か。 

るように自動火災報知設備の機器及びシステムの改修を行った。 

環境面においては、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の

環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成 16 年 6 月 2日法律

第 77号）、同施行令」に基づき、環境配慮への方針、環境目標・計画、

環境報告書の報告内容及び公表方法について審議・検討を行い、「環境

報告書 2019」を取り纏めた。 

なお、温室効果ガス（CO2）の排出の削減のため、非常照明用蓄電池

の更新を実施した。 

また、近年発生している大規模災害に対応するため、広域防災補完

拠点としての機能を有すべく検討を行った。 

るよう配慮した。 

さらに、省エネルギー

が見込まれる設備・備

品等の導入を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

今後は、各教育施設

の建物・基幹設備等の

老朽化対策として、長

寿命化を主眼とする改

修を行うとともに、最

近頻発する自然災害へ

の対応として防災・減

災対策や温室効果ガス

（CO2）の排出削減のた

めに省エネルギーが見

込まれる設備・備品等

の導入を重点的かつ計

画的に推進する。 

また、災害国である

我が国における広域防

災補完拠点としての機

能を有すべく整備を行

う必要がある。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

    

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務の効果

的・効率的な

実施のため、

人員の適正か

つ柔軟な配

置、職員の専

門性を高める

研修機会の充

実、新規職員

の計画的な採

用、人事交流

や任期付任

用、幹部職員

の公募等の工

夫により、多

様で優れた人

材を確保し、

育成する。 

また、職員

の能力・資質

の向上を図

り、円滑な業

（１）本部及び

施設ごとの業務

の質・量に応じ

て、人員を適正

かつ柔軟に配置

する。 

 

 

 

 

（２）新規職員

を計画的に採用

するとともに、

関係機関との間

での広く計画的

な人事交流の実

施、任期付任用

の活用や幹部職

員の公募等によ

り、多様で優れ

た人材を確保す

る。 

（１）「人事に

関する基本方

針」に基づき、

人員の適正配置

を行うととも

に、業務の質・

量に応じた人員

配置の見直しを

定期的に行う。 

 

（２）新規職員

の計画的な採

用、地方公共団

体、教育委員

会、国立大学法

人等との人事交

流や任期付任

用、幹部職員の

公募などの多様

な方法により、

意欲ある優秀な

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・「人事に関する基本

方針」に基づき、人

員の適正配置を行っ

ているか。 

 

・業務の質・量に応

じた人員配置の見直

しを定期的に行って

いるか。 

 

・新規職員の計画的

な採用、地方公共団

体、教育委員会、国

立大学法人等との人

事交流や任期付任

用、幹部職員の公募

などの多様な方法に

＜主要な業務実績＞ 

１．人事管理の実施状況 

人事管理については、「人事に関する基本方針」（平成 27年 3月一部改正）に基づき、職員の資質

向上、優れた職員の確保、主体的で意欲ある人材育成等を計画的に進めるとともに、職員の適性・

能力・意欲等に相応しい職務又は処遇となるよう、公平・公正で計画性のある人事を行っている。 

 

（１）人員の適正配置 

各職員の経歴、適性及び希望等や業務の専門性、困難さを把握し、業務の質・量に応じて組織全

体として最も力を発揮できる人員配置となるよう、各教育施設所長等からのヒアリングを行った上

で人員配置の見直しを行っている。 

職員一人ひとりが個人調書にキャリア形成目標及び能力開発への取組を掲げることとし、これを

踏まえて、各職員の専門分野や資質等をより適切に把握するため、所属の所長等からは、各職員の

職務適性及びキャリアパスに係る所見の提出を受けて人員配置等の参考にしている。 

 

（２）多様で優れた人材の確保 

 ① 職員の新規採用 

公募による選考採用により、平成31年 4月に 12人（本部 2 人、大雪 1 人、能登 1 人、江田

島 1 人、花山 1人、若狭湾 1 人、曽爾 1人、山口徳地 1人、夜須高原 1 人、諫早 1 人、大隅 1

人）の職員を採用した。また、国立大学法人等職員採用試験による選考により、平成 31年4月

に1人（本部）の職員を採用した。 

令和元年度に実施した新規職員採用活動においては、機構独自の採用試験からの公募選考を

行ったほか、国立大学法人等職員採用試験からも選考を行い、17 人の職員を採用することを決

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

評定に当たっ

ては、年度計画を

達成しているた

め、Ｂ評定とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

優れた人材の

確保を一層推進

するため、令和 2

年度は職員採用

試験等を幅広く

周知するため広

報活動の充実を

図る必要がある。 

当機構の職員

配置については、

地方公共団体や

国立大学法人等

からの交流人事

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたと

おり、概ね着実に業務が実

施されたと認められるた

め。 

自己評価書の「Ｂ」との評

価結果が妥当であると確認

できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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務遂行を行う

ため、人事評

価制度を適切

に実施する。 

 

 

 

 

（３）本部及び

各施設におい

て、職員の企画

力、指導力、接

遇サービスの向

上や施設の安全

管理などを目的

とした多様な研

修機会を設け、

計画的な人材育

成を行う。 

 

（４）人事評価

制度を適切に運

用し、職員の能

力・資質の向上

を図る。 

人材の計画的な

確保に努める。 

 

（３）職員の企

画力、指導力、

接遇サービスの

向上や施設の安

全管理などを図

るための研修を

計画的に実施す

る。また、外部

での研修に積極

的に参加させ

る。 

 

（４）人事評価

制度に基づき公

正な評価を実施

し、評価結果を

人材育成及び人

事管理等に活用

して職員の能

力・資質の向上

を図る。 

より、意欲ある優秀

な人材の計画的な確

保に努めているか。 

 

・職員の企画力、指

導力、接遇サービス

の向上や施設の安全

管理などを図るため

の研修を計画的に実

施しているか。 

・外部での研修に積

極的に参加させてい

るか。 

 

・人事評価制度に基

づき公正な評価を実

施し、評価結果を人

材育成及び人事管理

等に活用して職員の

能力・資質の向上を

図っているか。 

定した（うち、1人の職員を令和 2年 2月に採用）。 

このほか、平成 31 年 4 月以降に 10人の任期付き職員（研究員を含む）を採用するなど、多

様な方法により、意欲ある優秀な人材を確保した。 

 

② 人事交流の実施（表 19-1・2 参照） 

青少年教育機関として継続性を維持しつつ、効果的・効率的な法人運営を行うため、多様な

人材の確保及び人材の育成・活用が必要であることから、国立大学法人等の文部科学省関係機

関及び地方公共団体との間で連携の強化を図り、広く計画的な人事交流を行った。 

 

表 19-1 機関との人事交流の状況                  （平成 31 年 4月 1日現在） 

区      分 
受 入 れ 状 況 出  向  状  況 

交流先機関数 人事交流者数(人) 交流先機関数 人事交流者数(人) 

文部科学省関係機関 30 116 3 3 

地方公共団体 45 129   

合      計 75 245 3   3 

 

表 19-2 【経年比較】他機関との人事交流の状況              （各年度 4 月 1日現在） 

区      分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

人事交流の 

受入状況 

交流先機関数 78 78 77 75 75 

人事交流者数(人) 277 257 254 251 245 

人事交流の 

出向状況 

交流先機関数 3 4 3 3 3 

人事交流者数(人) 5 4 3 3 3 

 

（３）職員研修の実施（表 19-3・4・5参照） 

青少年をめぐる諸課題に総合的に対応するためには人材の育成が不可欠であり、職員の資質向

上・意識改革を図る必要があることから、効果的な研修を積極的に取り入れ、計画的に実施する

ため、本部が主催する研修のほか、各教育施設が企画・実施する研修及び外部機関が主催する研

修にも積極的に職員を参加させている。 

 

① 令和元年度研修における主な取組 

職員研修のうち、本部が主催する研修及び本部が取りまとめる外部機関主催の研修を、役職

階層別及び基礎・専門別に体系化した上で、令和元年度職員研修計画を策定し、主に次のよう

な研修を行った。 

ア．若手職員研修 

新たに、採用 3～5年目程度の若手プロパー職員（主任又は係員）を対象に、社会人基礎力、

機構職員としての役割の理解、及び専門性の向上を図ることを目的とした研修を新設した上で

実施し、参加者からは「ミドルリーダーとしての意識が高まる研修だった」「他施設の若手職員

同士の交流を深める貴重な機会となった」など、有益だったという旨の意見が多数寄せられた。 

 

 

で成り立ってお

り、全常勤職員の

約半数が人事交

流者である。円滑

な業務運営のた

めには、今後も人

事交流が不可欠

であり、引き続き

関係機関に対し

て人事交流の働

きかけを行い必

要な人員の確保

に努めていく。 

職員研修につ

いては、「職員育

成に関する提言

書」を基に階層別

研修及び実務研

修等の充実を図

っていく。 

上記事項を推進

することによ

り、青少年教育

のナショナルセ

ンターの職員と

して備えるべき

専門性及び職務

遂行能力を有す

る人材、及び特

定の分野におけ

る高度な専門性

を有する人材の

育成を目指して

いく。 
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イ．新任次長・事業系職員研修 

機構の使命と職務の役割を理解するとともに、本研修の参加者間の情報交換や交流を図り、

機構内におけるネットワークの構築を図る目的で、体験活動の企画・運営の演習や職員との意

見交換等をプログラムに盛り込むなど内容の充実を図った。 

 

 ウ．体験活動安全管理研修（山編・水辺編・雪編） 

体験活動における指導者の安全管理意識及び指導・救助技術の向上を図る目的で、主として

新任企画指導専門職を対象とした 2泊 3日の研修を実施した。 

 

エ．総務・管理系職員実務研修 

前年度までは「総務・管理系係長研修」として、主に係長級職員を対象として実施していた

が、職位にかかわらず、総務系及び管理系業務に従事するすべての職員に対象を拡大し、階層

別研修から実務研修に内容を変える形で実施した。 

 

オ．広報研修 

新たに、機構における広報の重要性について認識し、職員一人ひとりの広報に対する意識を

高めることを目的とした研修を実施した。本部職員は主に集合研修、施設職員はネット配信及

び動画による視聴により、全職員を受講対象者とした。 

 

そのほか、表 19-3・4・5 のような研修を実施し、教育事業や研修支援を行うにあたり必要となる

職員の企画力、指導力、接遇サービスの向上及び教育施設の安全管理等に関する知識や技能の向上

を図った。 

 

② 研修の共同実施 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき、効

率的・効果的な業務運営のため、機構と、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政

法人国立女性教育会館、独立行政法人教職員支援機構の 4法人共同で次の研修を実施するなど職

員の資質の向上を図った。 

 

ア．新規採用職員研修 

4 法人の新規採用職員が社会人として必要となる文書作成向上研修およびビジネスマナー研

修を実施し、職員の資質の向上を図った。 

  

イ．人事制度研修 

独立行政法人の職員として、組織マネジメントの在り方について検討、直面する課題に組織

的に対応し、自律的に推進するマネジメント力を修得し、能力を上げることを目的とするため

の研修を実施し、職員の資質の向上を図った。 

 

ウ．階層別研修 

独立行政法人の職員としての資質向上及び個々のパフォーマンス強化を目指し、職員環境の
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改善や職員の活性化を図るとともに、職員としての役割を遂行するのに必要な実践上のスキルや

方法を学び、職場における役割の拡大と課題解決に向けた対応策等を検討する内容の研修を実施

し、職員の資質の向上を図った。 

 

主な研修の実施状況・参加状況一覧 

表 19-3 本部が主催した内部研修（機構全体を対象とした研修） 

区                分 実施件数 参加者数 

階層別研修（新任所長・新任次長、若手職員、新規採用職員 等） 5 件 118 人 

事業の指導に関する研修（ボランティア・コーディネーター 等） 4 件 68 人 

企画力・マネジメント力に関する研修（若手職員研究発表会） 1 件 12 人 

安全指導等に関する研修（体験活動安全管理、公用車運転） 4 件 88 人 

実務研修（会計事務、情報セキュリティ、野外炊事 等） 9 件 570 人 

接遇に関する研修 1 件 10 人 

ハラスメント防止研修 1 件 49 人 

実地研修（機構内の他の教育施設の事業等に参加することにより、職員

の資質の向上を図る） 

2 件 2 人 

教養啓発に関する研修（放送大学） 2 件 20 人 

絵本専門士養成講座 1 件 1 人 

計 30 件 938 人 

   

表 19-4 各教育施設が企画・実施した内部研修   

区                分 実施件数 参加者数 

階層別研修（新任職員、中堅職員、係長級等） 55 件 209 人 

事業の指導に関する研修（体験活動、活動プログラム等） 93 件 718 人 

企画力・マネジメント力に関する研修 

（プログラム企画、タイムマネジメント等） 
16 件 72 人 

安全指導等に関する研修 

（自衛消防訓練、救命救急、AED 講習、衛生講習会、大型バス等運転等） 
128 件 1,670 人 

実務研修（オリエンテーション、清掃点検等） 47 件 421 人 

社会教育、学校運営に関する研修 1 件 8 人 

接遇に関する研修 7 件 77 人 

コミュニケーション能力に関する研修 

（コミュニケーショントレーニング） 
16 件 190 人 

ハラスメント防止研修 4 件 46 人 

教養啓発に関する研修 5 件 79 人 

その他（キャリア教育、業務効率化等） 16 件 152 人 

計 388 件 3,642 人 
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表 19-5 各教育施設が参加した外部機関の研修   

区         分 参加件数 参加者数 

階層別研修（中堅職員、係長級等） 31 件 52 人 

事業の指導に関する研修（自然体験活動指導者養成等） 35 件 98 人 

企画力・マネジメント力に関する研修 

（企画力実践セミナー、青少年教育施設連絡協議会等） 
50 件 137 人 

安全指導等に関する研修（応急措置、危機管理等） 88 件 211 人 

実務研修（会計事務、給与実務、無線等） 75 件 148 人 

社会教育、学校運営に関する研修 

（社会教育主事、中央研修等） 
88 件 144 人 

コミュニケーション能力に関する研修（メンター養成等） 6 件 10 人 

ハラスメント防止研修 5 件 5 人 

教養啓発に関する研修（人権問題等） 8 件 26 人 

その他（生涯生活設計セミナー等） 25 件 57 人 

計 411 件 888 人 

 

表 19-6 【経年比較】研修の実施状況・参加状況一覧 

区          分 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年

度 

機構本部が主催し
た研修 

実施件数 24 27 32 29 30 

参加者数(人) 433 389 594 556 938 

各教育施設が企
画・実施した内部
研修 

実施件数 372 382 386 381 388 

参加者数(人) 4,500 4,300 3,867 3,883 3,642 

各教育施設が参加
した外部機関の研
修 

実施件数 431 359 417 383 411 

参加者数(人) 764 688 728 748 888 

 

（４）人事評価の実施 

令和元年9月25日付で人事評価実施要綱の改正を行い、人事異動の時期に合わせ、評価期間

を毎年4月から翌年3月までの1年間に変更した。令和元年度は、経過措置として平成30年10月

から令和2年3月までの1年6箇月間を評価期間とし、「能力評価」及び「業績評価」からなる人

事評価を実施した。 

評価結果については、任用及び勤勉手当・昇給等の給与に反映させるとともに、人事評価を

通じて職員の能力・資質の向上を図るなど、能力及び業績に基づく人事管理の基礎となるよう

活用した。 

 

 

（５）研修体系や研修内容の検討 

職員育成プロジェクト（平成 29 年 7 月設置）により平成 29年度に取りまとめられた「職員

育成に関する提言書」を基に研修体系の見直しを行った。また、同提言書を基に、若手職員研

修の新設（（３）①ア．再掲）、及び既存の研修内容の見直しを行い、内容の充実を図った。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－３ 情報セキュリティについて 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 情報セキュリテ

ィ対策について

は、政府機関の情

報セキュリティ対

策のための統一基

準群を踏まえ、情

報セキュリティポ

リシーを適時適切

に見直すととも

に、これに基づき

セキュリティ対策

を講じ、情報シス

テムに対するサイ

バー攻撃への防御

力、攻撃に対する

組織的対応能力の

強化に取り組む。 

  また、対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサ

イクルによる情報

情報セキュリテ

ィレベルを高める

ため、政府機関の

情報セキュリティ

対策のための統一

基準群を踏まえ、

情報セキュリティ

ポリシーの見直し

を行うとともに、

職員を対象とした

セキュリティ研修

を実施し、その周

知・習得を図り、

組織的対応能力の

強化に取り組む。 

また、対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサ

イクルによる情報

セキュリティ対策

の改善を図る。 

政府機関の情報

セキュリティ対策

のための統一基準

群を踏まえ、情報

セキュリティ対策

に関する取組を進

めるとともに、職

員を対象としたセ

キュリティ研修を

実施し、その周

知・習得を図り、

組織的対応能力の

強化に取り組む。 

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・政府機関の情報セ

キュリティ対策のた

めの統一基準群を踏

まえ、情報セキュリ

ティ対策に関する取

組を進めているか。 

 

・職員を対象とした

セキュリティ研修を

実施し、その周知・

習得を図り、組織的

対応能力の強化に取

り組んでいるか。 

＜主要な業務実績＞ 

機構では、内閣サイバーセキュリティセンター（以下「NISC」という。）

が定めた「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（以

下「統一基準」という。）を踏まえ、情報セキュリティポリシー（以下

「ポリシー」という。）に基づいて情報セキュリティの運用を行うとと

もに、職員を対象としたセキュリティ研修を実施し、その周知・習得を

図り、組織的対応能力や情報セキュリティ対策の強化に取り組んでい

る。 

 

１．情報セキュリティ対策の実施状況 

（１）情報セキュリティ対策の体制 

ポリシーに基づき、情報セキュリティに関する事務を統括する最高

情報セキュリティ責任者（CISO）を設置し、総務担当理事をもって充

てている。 

最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティに関する事案の

対応を行う専門的なチーム（CSIRT、Computer Security Incident 

Response Team）を整備し、総務企画課情報システム係をもって充て

ている。 

 

（２）情報セキュリティに関する教育 

機構内で職員を対象にした年 3回の職制別研修及び当機構の実態

に合わせた情報セキュリティインシデント訓練を実施した。この

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

年度計画に定められ

た情報セキュリティ対

策に関する取組、セキ

ュリティ研修について

着実に実施するととも

に、新たな取り組みと

してＰＣ操作時に各職

員が注意すべき点をま

とめた一覧及び個別マ

ニュアルの作成や、情

報セキュリティ連絡会

を毎月１回開催するな

ど、組織的対応能力の

強化に取り組んだ。 

また、情報セキュリ

ティインデントの発生

件数が年々増加してい

るほか、オリセンの名

称に「オリンピック」と

いう単語が含まれてい

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概 

ね着実に業務が実施されたと認めら 

れるため。 

自己評価ではＡ評定であるが、今

後の課題の欄に示す点について、さ

らなる改善を期待したい。 

 

・新たな取組として、PC 操作時に各

職員が注意すべき点をまとめた一覧

及び個別マニュアルの作成・周知や、

誤送信による情報流出防止のためメ

ール送信時に宛先を確認する機能を

追加する等、未然に情報漏洩等を防

止する対策を行い、職員のセキュリ

ティ意識の向上を図った。 

 

・職員を対象にした年 3 回の職制別

研修を実施するとともに、総務省が

実施する情報システム統一研修を

183 人（前年度比 25 人増）が受講し
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セキュリティ対策

の改善を図る。 

他、総務省の実施している情報システム統一研修について、積極的

に参加、受講の呼びかけを行うことにより、183 人（前年度比 25 人

増）が受講した。 

また、より専門的な知識を必要とする CSIRT 要員については、外

部機関が実施している専門的な研修（最高情報セキュリティ責任者

会議、戦略マネジメント層研修、NISC 勉強会、CSIRT 研修、GSOC 報

告会、実践的なサイバー防御演習）に参加することにより、知識・

技術の習得を推進している。 

さらに新たな取り組みとして、PC操作時に各職員に注意すべき事

項をまとめた一覧及び個別のマニュアルを作成・周知した。一覧に

は、例えば、メール一斉送信時の宛先を「Bcc」とすることや心当た

りのないメールを受信した際に開封しないなど、職員が注意すべき

点を記載し、ヒューマンエラーによる情報セキュリティインシデン

トの発生を防ぐための注意点を示した。また、一覧を執務室に掲示

するよう会議など機会があるごとに依頼し、日頃から注意点が職員

の目に触れるようにすることで、各職員のセキュリティ意識の向上

に取り組んだ。 

  

（３）情報セキュリティ対策の自己点検 

昨年に引き続き、機構全体の情報セキュリティ水準を確認するこ

とを目的に全職員を対象にしたウェブテストによる自己点検を実施

した。これにより、全職員が情報システムを使用する際に必要とな

る知識について学ぶ機会となり、情報セキュリティの向上を図るこ

とができた。 

 

（４）情報セキュリティ監査 

情報セキュリティ監査は、独立行政法人国立青少年教育振興機構監

査実施計画に基づき、機構の各々の業務に関する内部統制の整備と運

用状況の検証を行い、業務執行の適正な遂行の確保及び業務執行の合

理化・効率化を図るため実施している。 

前年度に引き続き、内部監査とあわせて 6教育施設（大雪、阿蘇、

那須甲子、信州高遠、立山、曽爾）で情報セキュリティ監査（情報セ

キュリティ関連規程の教育状況や情報システムを第三者による不正

操作から保護する対策の実施状況の確認）を行った。また、本部を対

象に、ポリシーや、ポリシーに定められた対策内容を個別の情報シス

テムや業務において実施するため、あらかじめ定める必要のある具体

的な手順を整備した実施手順の遵守について監査を行った。 

さらに、前年度に引き続き、全職員を対象とした標的型メール訓練

を実施し、標的型メールを受信した際の対応を監査した。今後も継続

した研修及び自己点検が必要であることを確認できた。 

ることもあり、東京

2020 オリンピック競技

大会を控え、国内外か

らサイバー攻撃が検知

されているが、CSIRT の

適切な初動対応により

重大な情報漏えい等は

発生していない。これ

らのことを総合的に勘

案し、評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

情報セキュリティに

関する教育について

は、引き続き総務省等

が実施する研修の受講

を推進していく。 

情報セキュリティ対

策に関する中長期計画

については、今後も、計

画に基づきセキュリテ

ィ対策を強化していく

とともに、サイバー攻

撃の変化等に応じて適

宜計画を更新してい

く。 

 

た。また、情報セキュリティインシデ

ント訓練や標的型メール訓練を実施

し、自発的に情報セキュリティに関

する教育を行った。 

 

・より専門的な知識を必要とする

CSIRT 要員（組織内における情報セキ

ュリティに係るインシデントに対処

するための要員）については、外部機

関が実施する専門的な研修にも参加

することにより、知識・技術の習得を

推進している。 

 

＜今後の課題＞ 

・情報セキュリティに関する組織的

対応能力や対策の強化に努めている

ものの、国の行政機関や独立行政法

人等が、情報セキュリティ対策のた

め遵守することとされている「政府

機関等の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準（平成 30 年 7 月 25 日 

内閣サイバーセキュリティセンタ

ー）」に定められている事項に一部、

遵守されていないものがある。具体

的には、作成又は入手した情報の格

付及び取扱制限に関する規定の整

備・職員等への周知などについては、

早急に対応する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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（５）情報システムに関する技術的な対策を推進するための取組 

令和元年 9 月より新たにメールセキュリティソフトを導入し、メ

ールサーバで受信する前に標的型メール攻撃を遮断できるようセキ

ュリティ対策の強化を行った。 

さらに、政府機関等を対象にした横断的な不正通信の監視サービス

の運用を継続することにより、情報セキュリティ対策に関する有益な

情報を多く入手でき対応を充実することができた。 

複数アドレスにメールを送信する際に宛先を確認するメール機能

を追加し、誤送信によるメールアドレス情報流出防止対策を行った。 

 

（６）組織的対応についての取組 

令和元年６月より、新たに情報セキュリティ連絡会を設置し、毎月

１回開催することとした。 

この連絡会は、当機構の情報セキュリティ関連事項についての報告

や研修、情報提供等を行うために設置するものであり、CISO が座長

となり、本部部課長等がインシデントの発生やその対応状況、情報セ

キュリティに関する研修等について情報共有を行うことで、組織全体

の対応能力の強化を推進した。 

また、令和元年１２月より、新たに業務システム担当係連絡会を毎

月１回開催することとした。 

各課の業務システム担当係が情報システムの連携及び管理に関す

ることについて情報共有し、必要事項の共通認識を図った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－４ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 機構の業務及び

そのマネジメント

に関する内部統制

を充実・強化する

ため、理事長のリ

ーダーシップを発

揮するための体制

を整備・運用する

とともに、不断の

見直しを行う。 

また、これらが有

効に機能している

こと等について内

部監査等によりモ

ニタリング・検証

するとともに、公

正かつ独立の立場

から評価するため

に、監事による監

査機能を強化す

る。 

機構の業務及び

そのマネジメント

に関する内部統制

を充実・強化する

ため、役員懇談会

や機構連絡会、機

構会議等を定期的

に実施するなど、

理事長のリーダー

シップを発揮する

ための体制を整

備・運用するとと

もに、不断の見直

しを行う。また、

これらが有効に機

能していること等

について内部監査

等によりモニタリ

ング・検証すると

ともに、公正かつ

独立の立場から評

価するために、監

機構の業務及び

マネジメントに関

する内部統制を充

実・強化するため

の体制を整備・運

用するとともに、

監事監査や内部監

査によりモニタリ

ング・検証する。 

なお、平成３１年

度（２０１９年

度）は、６施設及

び本部において監

事監査及び内部監

査を実施する。監

事監査において

は、「監事監査指

針」（平成２６年１

２月１９日独立行

政法人、特殊法人

等監事連絡会了

承）等を参考にし

＜主な定量的指標＞ 

 特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・機構の業務及びマ

ネジメントに関する

内部統制を充実・強

化するための体制を

整備・運用するとと

もに、監事監査や内

部監査によりモニタ

リング・検証してい

るか。 

 

・平成 31年度（2019

年度）は、６施設及

び本部において監事

監査及び内部監査を

実施しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

機構の業務及びそのマネジメントに関する内部統制を充実・強化し、

理事長のリーダーシップを効果的に発揮する体制の整備・機能強化を進

めるとともに、監事監査や内部監査等により、その経過や結果について

モニタリング・検証している。 

 

１．内部統制の充実・強化に関する状況 

（１）理事長がリーダーシップを発揮できる体制の整備 

機構は、理事長がより一層リーダーシップを発揮できるよう、様々

な体制の整備・機能強化を進めている。 

具体的には、以下のような体制を活用している。 

 

① 理事長及び理事による定例情報交換・報告会議 

基本的に 2 週に一度開かれる機構連絡会の終了後、理事長及び理

事が、機動的に業務の進捗状況の把握、意思決定等を行うため、情報

交換・報告等により、組織運営の戦略等を検討している。 

その際、理事は、必要に応じて新たな取組や課題への対応方針等に

ついて政策提案を行い、理事長が具体的な指示等を行っている。 

 

② 機構連絡会 

理事長、理事、本部部課長等が出席する機構連絡会を設置し、定期

的に機構の諸事項について情報共有や業務報告等を行っている。その

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

内部統制の充実・強

化に関する取組や、監

事監査及び内部監査に

よる組織運営の改善に

関する取組において、

中期計画における所期

の目標を全て達成する

ことができたためＢ評

定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

内部統制について、

理事長の強いリーダー

シップの下、各役職員

が機構の役割の重要性

と自らの役割を認識

し、目標・計画をより

効果的・効率的に達成

するための課題を共有

し、組織が一丸とな

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・近年、大規模な災害が頻発する

中、全ての国立青少年教育施設が防

災拠点となる可能性を考えて、施設

整備を図られたい。また、防災拠点

は情報拠点でもあることに留意し、

防災のための人材養成にも努めるこ

と。 
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さらに、「「独立行

政法人の業務の適

性を確保するため

の体制等の整備」

について」（平成２

６年１１月２８日

総務省行政管理局

長通知）等の事項

を参考にしつつ、

必要な取組を進め

ることとする。 

 

事による監査機能

を強化する。 

さらに、「「独立行

政法人の業務の適

性を確保するため

の体制等の整備」

について」（平成２

６年１１月２８日

総務省行政管理局

長通知）等の事項

を参考にしつつ、

必要な取組を進め

る。 

なお、中期目標期

間中に全ての施設

及び本部において

監事監査及び内部

監査を実施し、業

務運営に反映させ

る。 

つつ、機構の果た

すべき役割等に注

視した監査を行う

とともに、理事長

と意見交換を行い

ながら、法人の長

としてのマネジメ

ントに留意した監

査を実施する。内

部監査において

は、必要に応じ

て、業務ごとに本

部担当部署に監査

員を委嘱し、専門

的な見地から監査

を実施する。 

 

・監事監査において

は、「監事監査指針」

（平成 26年 12 月 19

日独立行政法人、特

殊法人等監事連絡会

了承）等を参考にし

つつ、機構の果たす

べき役割等に注視し

た監査を行うととも

に、理事長と意見交

換を行いながら、法

人の長としてのマネ

ジメントに留意した

監査を実施している

か。 

 

・内部監査において

は、必要に応じて、

業務ごとに本部担当

部署に監査員を委嘱

し、専門的な見地か

ら監査を実施してい

るか。 

際、各課長は、業務の取組方針、進捗状況、達成状況、改善状況等を

連絡・報告し、理事長が具体的な指示等を行っている。 

 

③ 機構会議 

理事長、役員、教育施設所長、本部部課長等が出席する機構会議を

設置し、定期的に機構の運営方針、事業方針等を理事長が具体的に指

示し、周知徹底を図っている。 

 

④ 特別の検討チーム 

特定の課題や複数の部署が関連する業務については、理事長のリー

ダーシップの下、特別の検討チームを随時組織し対応している。 

令和元年度は、研修支援プロジェクトチーム、環境教育推進プロジ

ェクトチームを新たに設置したほか、引き続き全国高校生体験活動顕

彰制度の実施に向けた検討チームが活動を行った。 

また、令和３年度から始まる第４期中期目標期間に向けて、「中期

計画等の策定及び評価に関する規程」に基づき設置した「中期計画等

検討会」の下に、課長級職員等によるワーキンググループを設置し、

当機構の強み・弱み・現状の把握や、現に直面している課題、第 4期

中期目標期間に取り組むべき事項について検討を行った。 

 

⑤ 機構全体に情報を伝達する体制 

職員一人ひとりに本部の通達や依頼事項等の情報を周知・徹底する

手段として、職員専用ポータルサイトを設置し、毎日職員が閲覧する

体制をとっている。 

また、職員専用ポータルサイトに、「理事長室の窓」コーナーを設

け、機構全体の施策の方針やメッセージを掲載しているほか、理事長

が外部の有識者等と行った対談の内容を掲載している。 

 

⑥ 非常時における体制 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、令和 2

年 2月 27 日に常勤役員及び部長等を構成員とする「新型コロナウイ

ルス感染症対策本部」を設置した。 

原則として毎日 1 回開催し、教育施設における対策の協議や、政

府の要請の対応の報告等を行った。 

また、協議の結果を必要に応じ全教育施設へ周知したほか、各教育

施設に周辺地域の公立学校の休校状況や公立青少年教育施設の状況

等の提供を依頼するなど、迅速な対応ができるよう各教育施設の情報

共有に努めた。 

 

 

り、より一層前向きに

対応できるよう充実・

強化する。 
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（２）理事長がリーダーシップを発揮できる体制の運用 

① 中期目標・計画の未達成業務についての未達成要因の把握・分析・

対応状況 

中期目標・計画の進捗状況が順調でない項目（業務）については、

随時、機構連絡会等において、その要因を把握・分析し、対応して

いる。また、年度計画の策定時期などの際にも、定期的に中期目標・

計画の進捗状況を把握・分析し、対応している。 

なお、文部科学大臣による業務実績に関する評価や個別の指摘事

項については、各部に速やかに伝達し対応を検討させるとともに、

フォローアップを行い業務改善に努めている。 

 

② 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

重要な課題（リスク）である事件・事故や自然災害等が各教育施

設で発生した際は、本部が報告を受けて把握し、理事長が対応を指

示し、必要に応じその情報及び対応策を機構全体で共有すること

で、次の重要な課題の対応に役立てている。 

また、特に重大な事件・事故等が教育施設で発生した場合で、運

用の見直し等により被害の減少等が見込めると考えられる場合に

ついては、他の教育施設に点検及び改善を指示している。 

 

③ 国の国土強靭化基本計画を踏まえた取組 

令和元年度は、国土強靭化に資する取組について検討を開始し

た。大規模自然災害は、機構を含む社会全体にとって大きなリスク

の１つであり、これまでも機構は、防災をテーマとしたキャンプや、

災害時の避難者の受入れ、災害後の児童を対象としたリフレッシュ

キャンプ等に取り組んできたが、さらに教育施設の防災補完拠点化

や、防災・減災教育の推進の検討を開始した。 

令和 2年 2月に、地方教育施設の所長を対象に、内閣官房国土強

靭化推進室の参事官による講演会を行ったほか、令和 2 年度に向

けて防災・減災の観点を取り入れた教育事業等を行うよう要請し

た。 

 

 ④ 内部統制の現状把握・課題等への対応 

ア．内部統制の現状把握 

理事長は、計画的に機構連絡会等や視察などで役職員と意見交

換を行い、内部統制の現状及び課題等を把握し対応している。 

また、監査室による内部監査を通じた内部統制及びリスクの整

理も行っており、令和元年度は、本部と6教育施設（大雪、阿蘇、

那須甲子、信州高遠、曽爾、立山）で内部監査を実施した。 
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イ．課題等への対応 

機構連絡会等や視察などで計画的に把握した課題等や、上記の

過程で解決すべき課題は、理事長が各部へ具体的に指示し、また

は、状況に応じて特別のチームを組織して速やかに対処し、その

結果を機構連絡会等で共有するとともに、必要に応じ全教育施設

に情報提供し、注意喚起を行っている。 

また、内部監査の結果も、被監査部門と共有し、各部と連携し

て改善策を講じているとともに、これらの情報を他の教育施設に

提供し、注意喚起等も行っている。 

なお、公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている

が、令和元年度は問題となる事象や通報はなかった。 

 

２．監事監査及び内部監査 

（１）監事監査 

監事は、監査室や会計監査人と連携しながら、機構の業務を監査し

ている。 

令和元年度は、6教育施設（大雪、阿蘇、那須甲子、信州高遠、曽爾、

立山）で監事監査を行った。監事監査では、監事監査指針（平成 26年

12 月独立行政法人、特殊法人等監事連絡会了承）を参考にしつつ、

中期目標・計画に基づく運営や事業の方針等の周知、業務の進捗・改

善などの状況、10 月に実施した「事業等関係所長ヒアリング」で役

員等から受けた意見についての各教育施設の対応状況などについて、

所長へのヒアリングや次長をはじめとする他の職員との意見交換等

を通じて監査を行った。 

このほか、ICT への対応については、情報セキュリティ対策に注視

し、情報セキュリティに関する研修の開催及び参加状況や、攻撃型メ

ール（不審メール）への対策などについて監査した。 

監事は、監査の計画から実施・報告の過程について把握するととも

に、役員会議や機構会議並びに運営諮問委員会、機構評価委員会、契

約監視委員会等の重要な会議等に出席し、機構が中期目標・計画に基

づき実施する業務全般について把握している。さらに、理事長や役員

と意見交換を行い、マネジメントが的確であるか確認を行っている。 

監事監査において把握した改善点等は、監査報告に記載し、役員会

議等で定期的に指摘しているが、令和元年度は独立行政法人国立青少

年教育振興機構監事監査規程第 24条に基づく改善事項はなかった。 

さらに、「独立行政法人等に関する基本的な方針」（平成 25年 12

月 24 日閣議決定）において監事機能が強化されたことに伴い、監事

は「独立行政法人、特殊法人等監事連絡会」が実施する研修等に積極

的に出席する等、自己研鑽に努めている。 
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（２）内部監査 

内部監査は、独立行政法人国立青少年教育振興機構内部監査規程に

基づき、機構の各業務に関する内部統制の整備と運用状況の確認を行

い、業務執行の適正な遂行の確保及び業務執行の合理化・効率化を図

るために実施している。 

令和元年度においては、6教育施設の実地監査と本部において内部

監査を行った。 

特に、情報セキュリティポリシー実施手順に基づいた第三者不正利

用防止対策や、会計検査院の実地検査等を参考に、最近の情勢を踏ま

えた項目についても監査を行った。 

内部監査において把握した改善点等は、内部監査調書を作成し被監

査部門に改善を求めた。また、内部監査報告書を作成し、理事長に提

出するとともに、全教育施設に情報提供した。 

なお、「間接業務等の共同実施について（平成 26年 7 月）」を踏

まえ、機構と独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法

人国立女性教育会館及び独立行政法人教職員支援機構の 4 法人によ

る間接業務の共同実施の一環として、会計事務や情報セキュリティ対

策に関する事項等についての監査を共同実施する計画であったが、新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、共同して実施す

る監査は中止となったため、予定していた項目は監査室が本部の内部

監査と合わせて実施した。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－５ 中期目標期間を超える債務負担 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 中期目標期間を

超える債務負担に

ついては、施設管

理・運営業務等を

効率的に実施する

ため中期目標期間

を超える場合で、

当該債務負担行為

の必要性及び資金

計画への影響を勘

案し、合理的と判

断されるものにつ

いて行う。 

― 特になし ＜主要な業務実績＞ 

中期目標期間を超える債務負担はない。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

中期目標期間を超え

る債務負担はないた

め、Ｂ評定とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も予算管理に留

意していく。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－６ 積立金の使途 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

令和２年度行政事業レビュー番号 0044 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

   

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 前中期目標期間

の最終年度におけ

る積立金残高のう

ち、文部科学大臣

の承認を受けた金

額については、独

立行政法人国立青

少年教育振興機構

法に定める業務の

財源に充てる。 

 

― 特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

平成 28年 6 月に文部科学大臣の承認を受けた前中期目標期間繰越積

立金について、平成 31年 3 月末の残高は下記のとおりであった。 

 

平成 31 年 3 月末 前中期目標期間繰越積立金    752,434 円 

（内訳）自己収入により取得した固定資産の未償却残高相当額 

                752,434 円 

 

上記の前中期目標期間繰越積立金のうち、令和元年度においては、下

記金額を取崩額として計上した。 

 

 前中期目標期間繰越積立金取崩額          102,892 円 

（内訳）自己収入により取得した固定資産の減価償却相当額 

                102,892 円 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

前中期目標期間繰越

積立金について、承認

された使途に充当して

いることから、Ｂ評定

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も承認された使

途に充当していく。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認めら

れるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 ― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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